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第29回 総会特集号

◆ 北海道行政書士会 会長 日向寺 正 幸

蚊 監磁強調月 開始ま蘂蒲

R 壷庫証明業務誘致拡大月間ね

- - 8 月 1 日から 9 月 3 0 日まで -

★ 全会員、 監察鯛目となり、 耳となろう

★ 行政書士の記名押印を励行しよう

★ 行政書許士ネームプレー ト整備罵 しよう

北海 道行 政書士会



< 業務資料 >

0 建設業者の経営に関する事項 ………………

○浄化槽法の施行に関する事務取扱し Y ……･

○総会終了後初の各部会、 役員合同会議の開催
0 広告用語コマーシャル ･メッセージの募集

○支部のうごき ………………‘………………

○本会の主要行事 ……………………… … ……

○昭和63年度日行連会長表彰者名 ……………･

< 総会特集>

○会長あいさつ … … …‐‐‐′‐‐‘‘‐′‘… … … … … …

○知事の祝 辞 ……･･･‐･･･…… … ……………

○祝 辞 ……‐･… … …………‐………

○第29回定時総会議案 …………‐‐…‐… ………

○昭和63年度第29回定時総会のあらまし ……

< お知らせ>

○事務局人事 (事務局次長の補充) …･………･

○会報第 166 号の記事訂正について ･･…‐.…"

< 編 集 後 記 > ……………←………… … ………

○総会スナップ及び各部会開催風景

･･業研部

･･企画部

･･総務部

…企画部

米倉副会長･

日1司寺会長…

北海道知事…

日行連会長…
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このことについては、 昨年 8 月22日付北行第 137 号 ｢建設業法の一部を改正する法律の施

行について｣ をもって、 会報第 162 号でお知らせしたところでありますが、 この度、 標記題

名で改正の概要について解説しましたが、 今回、 政令及び省令並びに第三者機関が告示され

ることによって、 これで一応法体系全般が整備されることになりますので十分熟知され業務

に支障のないようにお願いします。

なお、 この度さきに掲載して解説した事項について、 その後の政令及び規則にもとづき再

度検討のうえ解説しましたので参考にしてください。 (企画部担当副会長 米 倉 博)

昨年 9月25日発行の会報第 162号10頁に掲載した標記のうち、 政省令に委任された事項は

下記のとおり定められた。 (分析機関自身に係る部分は省略)

第 I 審査の具体的項目と申請書 (建設省告示第1316号)

1. 田 審査の申請をする日の属する年度の10月 1日 (審査基準日) の直前 2年の各営業年

度における、 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高

く2) 審査基準日の直前の営業年度における自己資本額

･法人の場合 :資本金、 新株式払込金又は新株申込証拠金、 法定準備金、 任意積立金、

繰越金の合計

個人の場合 ;期首資本金、 事業主借%、 事業主利益の合計額から事業主貸%′ の額

を控除した額

圏 審査基準日の前日における建設業に従事する職員の数

2. (l) 審査基準日の直前 1年の営業年度における完成工事高、 経常利益率

･法人の場合 :経常利益の額÷完成工事高

･個人の場合 :事業主利益÷完成工事高

※ 直前 1 年の営業年度とは、 半期ごとに決算を行っている場合には、 1 年の各営業年度

である。 以下同じ。

※ 完成工事高には、 兼業売上高が含む。 以下同じ。

(2) 直前 1年における総資本経常利益率

経常利益の額÷総資本の額

※ 経常利益の額は、 1年間における経常利益の額であり、 直前決算の経常利益ではない

(半期決算の場合)

改正｢建設業法の一部改正する法律J
- 建設業者の経営に関する事項の審査関係事項-
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※ 総資本の額は直前決算における総資本の額である。
･法人の総資本額とは :流動負債、 固定負債、 自己資本額の合計
･個人の総資本額とは "流動負債、 固定負債、 自己資本額の合計
(3) 直前 1年における損益分岐点比率

販売費、 一般管理費、 支払利息の額の合計÷完成工事利益
※ 兼業を行っている場合は、 売上総利益が完成工事利益となる。
(4) 直前決算における流動比率

(流動資産‐未成工事支出金) ÷ (流動負債‐未成工事受入金)
(5) 直前決算における当座比率

当座資産の額 - (流動負債- 未成工事受入金) ⑥※ 当座資産とは、 現預金、 受取手形、 完成工事未納入金、 その他営業債権、 有価証券、
自己株式、 親会社株式の合計
(6) 直前 1年の運転資本保有月数

直前決算の流動資産‐直前決算の流動負債
直前営業年度における 1月当り完成工事高

※ 1月当り完成工事高とは、 完成工事高の額を12で除して得た額をいう。
(7) 直前 1年における 1人当たり完成工事高対数

直前営業年度における完成工事高
審査基準日の直前の営業年度の終了の日における職員数

※ この職員数を ｢総職員数｣ という。
(8) 直前 1年における 1人当たり付加価値対数

直前営業年度“
鬆

ける完
議
工事高

言 (材料
螢

労務費、外注費合計)
　

※ 兼業のある 翳るま、 兼業売上原価に係る材料費、 外注加工費、 当期商品仕入高の合計 のを含める。 完成工事高には兼業売上高も含める。
(9) 直前 1年における 1人当たり総資本対数

直前決算における総資本の額

総 職 員 数
(10) 直前決算における固定比率

固定資産の額÷自己資本の額
剛 直前決算における自己資本比率

自己資本の額÷総資本の額
曲 直前決算における固定負債比率

固定負債の額÷自己資本の額
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3. 審査基準日の前日における建設業に従事する職員のうち、 次に掲げる者の数

(1) 特定建設業の許可要件のうち専任の技術者となりうる者で、 技術検定試験の 1級合

格者、 又は他の法令により該当する専任技術者

(2) Q )以外の者で、 技術検定試験、他の法令による試験に合格した者、又は他の法令によ

る免許を有して一般建設業の許可要件に滴る専任の技術者

(3) 学卒者で一定の実務経験がある者、 又は一定の実務経験のある者及び建設大臣が認

定した者で○、 (2)以外の者で特定、 一般の許可要件の専任技術者となれる者

4, 審査基準日の前日までの建設業の営業年数

※ 許可又は登録を受けて営業を行っていた年数

も 5 申 請様式 (規則｣第19条の 2 )

別紙 1 及び 2 のとおり。

/
/

第= 申請書に添付すべき書類 (規則第19条の 3 )

1 工事経歴書 (様式第 2号許可の工事経歴書)

2. 法人、 個人共直前 1年の各営業年度の貸借対照表、 損益計算書 (法人にあっては利益

処分に関する書類必要)

3. 建設業以外の事業を併せて営む者にあっては、 兼業の売上原価報告書

別紙 3 のとおり。

4. 職員数を記載した書面

別紙 4 のとおり。

5. 技術職員名簿

別紙 5 のとおり

※ 2、 3は経営分析機関に対し経営状況分析の申請をする者は省略することができる。

" (同条 2項)

第田 経審の手数料 (政令第27条の13)

7,000 円に入札参加しょうとする建設業の 1 種類につき、 2,000 円を加算した額

第N 経営状況分析機関への申請書 (規則第的条のlo)

別紙 6 のとおり。

本申請書に添付すべき書類 (規則第19条の11)

※ 第□に掲げた書類のうち 2、 4 までの書類

第V 分析機関への手数料 (政令第27条の 132項)

14,000‐円
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別紙 l

様式第二十五号の六 (第十九条の二関係)

(表 面)
(用箋 B 4)

　　　　　 　　
経 営 事 項 審 査 申 請 書

建設案法第勿条の芻第1項の規定により、経営に関する客観的事項の審査の申請をします。

昭和 年 月 日

　　　　　　

建設檻 駛 申鞘者 印

稠番 攝コ-ド

講聴奪 回=□□ 敷辯解可滌‐□□)第□□□□□□号
鵜躍増 回国□□ 駐繁瀞可(総‐□□)解□□□□□□号
　　　 　　　 　　　　　
　　　　 　　　 　　　　　
“膀) 鬮□□□□□口頭ロロロ□□□□ロロ費□□
商蹴稲 回囮口□□□□□□凸□□□□ロロロ□□宣□□
欝護噂 回団□□□□ロロロ凸□□□□

土建犬左と石屋電管夕鯛筋栂場板ガ團防内幟麓邇国井鼻水消清

麗筏義雄 回国□□□□ロロロ韓□□□□萱□□□□亞ロロ□□費□□□□顱萎:薄凱
襞鼈対案 回団□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ =

(千1門) 薑的決算時 蛔篦閾圀 計 險載勃岫畑 舎 祚l員 - 鰊鞠1 l
鷄費本金等 甥しノー 司 ㈱f- -一句1
　　　　　 　　 　 　 　 　　　　　　 　　 　 　 　 　

　　　　　　 　 　
　 　　

　　　　　　　

自己寶枷 団回ロロロロロロロロ□□ 己費本金等

･･。 mm℃精霊遺す 謡曲コ面 踏島。言 辞綱霜 の

昭和 年 月 日

休藥等期間 鱒 考 (塩織変更等)
営漿年教 団図□□□⑧
(行政庁側記入脚行断側臥脚

M g 窒導き三塁,熟 し I
' l1 川 田 I' l! ll l'‘田圃園□□□□□□□韓

工事種頼り“完成工事高にづいては別表による。

申請事務担当者

邸環名 担当者名 電話番号
偏罔の兄双熨錠に箕、監贓汁ることゞ)



園圓痩園製蝋毀總飽鰻則鐵賎戦臘製鐵蝋鐵蝋製機園函 業 務 資 料 泌臘蝋翌齪鎚園製機製園籤M凶戦機園蝋製臘園製園賎

(麩 丙)

記載要領
｢建設凝議,及び驚きついては不要のもの翻すこと。

大椋の枠内には記載しないこと。
□□□□で裏示された枠 {以下 rカラムjというJ lo記入する場合は、 1カラムに1文字ずつ丁事に、かつ、カラムからは

み出さないように記入すること。数字を記入する堝合は、例えば□□田圃のように右誌めで、また、文字を記入する場合は.
例えば回国回国園□□のように左詰めで記入すること.
回国 ｢申鞘時の許司番号Jの欄における r森羅コード｣のカラムには、現在許可を受けている行政庁について別裏(- )の分類

に従し･該当するコードを記入すること。また、r許可番号Jの濶は、例刻ま回回国回国団のように、カラムに数字を記入す

も燧

るに当たって空位のカラムに rOJを記入すること.
5 回園 r前回申槌時の許可番号｣の梱は、前回中朝時の許可番号と中窟時の許可番号が異なってし、る場合についてのみ揃回申嗣
時の許可番号を記入すること。
6 回圏 r縦織･新皹の区分｣の欄は、前年度において経営事項審査を受けた場合は牡｣を、それ以外の攝合は r2｣を記入す
ること。
7 回国商号又は名称の ｢(フリガナ)｣の欄は カタカナで記載し、その際、濁点及び半濁点は1文字として扱うこと.

なお、株式会社等法人の種類を滅す文字についてはフリガナは記敏しないこと。
8 回回 r商号又は名称｣の纜は、法人の種類を表す文字については下腹の略号を用いること。

　　　　　　　　　
回国圏囮囮回□ )

9 回団 r主たる営業所の電話番号｣の欄は、市外局番、局番、番号をそれぞれ‐(ハイフン)で区切り、例え‘#回国日回国
団曰図園田団□のように左詰めで記蛾すること。

10 回回 ｢許可を受けている建設案｣の欄は、中臨する時に許可を受けている建設案が｢般建設葉の場合は rb を、特定建設禁
の場合は r2｣を次の寂の ( )内に示された略号のカラムに記入すること。

建築工事葉 (建)
大工工事業 (大)
左官工事解 (左)
とび･土工工事棄 (と)
石工事馨 (石)
屋根工事業 (屋)

　　　　　
管工事黛 (管)

鰓構造物工事蕪 (銅)
鉄筋工事菓 {筋)
は裟工事棊ほ粉
しゆんせつ工事葉 (しゆ)
板金工事業 (板)
ガラス工事葉 (ガ)
塗装工事葉 (塗)
防水工事葉 (防)
内装仕上工事葉 (内)
檮蔑器具設置工事繋 (機)

燃絶婦工事繋 (絶)
電気通信工事葉 (道)
造園工事嚢 (圏)
さく丼工事葉 (丼)
建具工事葉 (具)
水道施設工事業 (水)
消防施設工事棄 G割
清掃施設工事棗 (清)

11 回園 ｢審査村鯨建設藥｣の欄は、経営事項審査を受けようとする建設繋についてloの表の { )内に示された啼号のカラムrl｣
と記入すること。

12 回回 r自己資本顫iの欄は、審査の中瀦をする日の脚する年度の10月1日 (以下 ｢審査基準日｣という。)の直前の営業年度の
決算における自己資本の韻 (直前決算後、塞査基準日の前日までの間に増減資があった棚合においては、当敲増減資の額を加減し

た緩)を記入すること.また、袋内には自己資本の顫の内訳を記載すること。この堝合において ｢資本金等｣の欄には、法人にあ

っては資本金及び新株式払込金 (又は新株申込証拠金)の合計r額を、個人にあっては期首資本金の額を記載すること。また、rr準
備金･積立金｣の欄には法定準備金及び任意穢立金の合計額を記載すること。

13 園田 職員数｣の澗は、鵞査基準日の前日における建設業に従事する職員数を記入すること, 1級技術者、 2級技術者及びそ

M 園圀 r営築年数｣の欄は、塞奪基準日の前日までの建設業の営案年数 (建設籍の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数
をいい、休榮等の期間を除く』を記館すること。また、表内には営築年数に係る沿革を記載すること。

圓
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別紙 2

別表

(表 面)
(用紙 B 4)

　　　　　 　　

工事種類別完成工事高表

工事租顧別年間
平均亮成工事商

工事

千円

〔直前第2期以前の決算より〕
項番 坪 月 年 刃

国田決算期 □□□□至ロロロ萱
脳的4囮1 1
1壼稜"翻1 l

〔直前第1期の決算より〕
年 月 年 月

目□□□□至萱ロロロ
m的4囮1 l
壼稜"翻1 l
-硼椰?獨1 l

孔雫 エ事纜頗月l焼成エ事御韶

回国凸口門nnn n什nn n n
完成工事高 舵的4用- I
計餌幾 帰m v期- ‘

臘帥2川 !

回国□□肖nnn n社nnn n
艇前‘周1 l

工事種類別完成工事高く千円)

勘□叩□量□□

加□量萱皿□□

卸□m萓叩□□

血□叩凸凹□□

節□叩萱m□□

中凸凹□直□□

凹凸皿□頑 m

靴的4用- I

肛前‘周1 l
･一m ･刻l t
･“馴代鶏1 l

1直前s叫 I
I岬齢◆羽l t

回国□□ m n m什 m nn
I幽霊｣縞1 {
1趙副"調l f
1咀的:勒1 l

lm約4覊1 l
直前s叫 I
I岬齢◆羽l t

Im曲｣縞1 {
1趙副"調l f
咀的:勒1 l

圈圈□□
艇簡‘閥I l
-直約8爛l l
艇抑:期l l

鬮 加□叩□重□□
艇詢‘賊l l

l
l

鬮 加□即□頑□□

艇簡‘閥I l
-直約8爛l l
匡抑:期l l

□□ロロロロ□□
阻詢‘賊l l

l
l

工事

千円

工事

千円

工事

千円

その他工事

･ 千円

合 計

千円
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脚緻製廃園園鬮園螂螂園螂興国健脚園蝋園蝋園製臘鈷 業 務 資 料 鎚臘園脚製園趨脚趨螂溌顕臘廳脚園園脚製製臘製機數

(裏 面)

記載要領
1 園田 r営桑年度｣の欄は蕾擬基準日の直前の営禁年度の決算日からさかのぼって24ヶ月になるまでの各営業年度について記載

すること。
2 r工事種類別年間平均完成工事高｣の欄は、建設工事の聟期及び当鞍工事の年間平均完成工事高を記載すること。
9 囮圀 r嚢靴コード｣の枷は、次のコード表により憤当する建設"工事の種類に応じ、該当するコードをカラムに記入すること･

完成工事高辞算表の棚は、囮団で記緘した各賞突き年度ごとに完成工事高を記載すること。ただし、最も古い営業年度の完成工

事高については次式による。

最も古い群度の完成工事高×鰯 毒酵聽蓬審会嵩最教

01
02
03
鴎
第
範
解

土木一式工事
建築一式工事
大 工 工 事
左 官 工 事
とび丈塾コンクー中江事
石 工 事
屋 根 工 事

能
"
斡
u
12
燧
日

電 気 工 事
管 工 事
タイル'"“･ブかリク]陣
朝構造物工事
鉄 筋 工 事
は 姜 工 事
しゆんせつ工事

1
1
1
1

RU

nリ‘

'“1

板 金 工 事
ガ ラ ス 工 事
堕 費 工 事
防 水 工 事
内装性上工事
揖枯器具設置工事
熱 絶 縁 工 事

コ】
22
23
24
25
26
27
2

ト
電気通信工事
造 園 工 事
さ く 丼 工 事
建 具 工 事
水道施設工事
消防施設工事
濱禍施設工事

4 回図 rその他A工事｣の欄は、精藷対象建設案以外の建設栞に係る建設工事の完成工事高を記載すること.
5 回圏 r合計｣の旧は、圀回及び回国に記載した完成工事高の合計を記敏すること.
6 この表は審査対象建設業に係る建設工事5種類ととに作成すること。この場合、rその他工事｣、｢合計Jは最後の用紙のみに記入
すること。

別紙 3

　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　　　
　
　

誕
や
S
鰈
博
S
ま
藝
鰈
鰻
鯏
,Y
J
刃
鰈
特
撰
様
J
べ
鑿
ゆ
け"
や
5
6
｢噂
睡
斗

煤
錮
疑
｣も
鵡
｢埠
睡
姻
裔
｣
“
-↑
↑製
粉
よ
し
ミ
如
製
鰈
穀
副
y
J
N
搬
鵯
齦
荻

N

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
　　　 　　　　　　 　　　

能 叢 J
(鰓
三
岳
)

m m )
)　　

　
　
　
　
　
　

植
民
き
殺
(増
辯
)
咀
脂纏桜
撥

ね

魚

　
　
　
　
　
　
　
　

痒
く
摯
咀
握
跟
翔

　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

雑
居
き
々
唯
朝
姫
桜
鞭

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

蜷̂
留
用
S
禁
忌
十
除
)
P
G
中
紬
+
=
霰
国
騨
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様式第二十五号の八 (第十九条の三関係) (用紙B 5 )

職 員 数

申 請 者

使 用 人 役 員 等

合 計

建設業に従事する使用人 兼業事業に従事

する使用人

代表権を有する

役員等 (うち法

第7条第2号イ、

ロ若しくはノ･又

は法第15条第 2

号イ若しくはノ、

に該当する者)

そ の 他 の 役 員 等

法第ワ条第 2号

イ、 ロ若しくは

ノ･又は法第15条

第 2号イ若しく

はハに該当する

者

その他の使用人 常勤 である者

(うち法第 7条

第 2 号イ、 口若

しくるまノ･又は法

第15条第 2号イ

若しくるまハに該

当する者)

非常勤である者

人 人 人

人

( 人)

人

( 人) 人 人

記載要領

1 ｢使用人｣ は、 雇用期間を特に限定することなく雇用された者とする。

2 ｢役員等｣ は、 法人である場合においては業務を執行する社員、 取締役又はこれらに準ずる者をいい、 個人である場合においてはそ

の者又はその支配人をいう。

3 r兼業事業｣ とは、 建設業以外の事業を併せて営む場合における当該建設業以外の事業をいう。

　
、一こぎ

　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

別紙 5

様式第二十五号の九 (第十九条の三関係)

氏 名 !生 年 月 日 技術職員区分

i 1 2 3

‐ f-r
!!
II 1 2 3

I 1 2 3
･

! 1 2 3 -二言“
“‘

一 閲-- 1 2 3

1 2 3 I
1 2 3

1 2 3 -
- - ---

-、 ･･' - -~
J 1 2 8 ← 、′】“‐ --′

l
r

なし憲二 1 2 3 I
･ “gn、、′

- 1 2 3
･ -

1 2 3

1 2 3

L̂′‐′

、

-

-

Û

…¥“"も 窪R
u
n弐U
OKU
交
じ

　
　
　　　
　　　　
　　　

し.･U ‘U‘′ “〕

ゞ ･ 、｣i

.~
l 1 2 3

･“‘̂L“ ‐‘、‘‘J
I

-

.『 J

-

-
1 2 3

し,.･-‐･"-‐-一 転u^

′
! 1 2 3

1 2 3

l 1 2 3
--

1 2 3
u ‘‘

務 資 料 瑯脚臘鼬饑興園脚囃脚製Q 渕臘囃園魔遡幽圓醗獺蝋

(表 面)

技 術 職 員 名 簿

1

2 3

2 3

(用紙B 4 )

岬 請 書キ ー

^
-

"なき 妻

(裏面の記載要領に従い記載すること。)
(裏 面)

記載要領
1 この名簿は、 法第 7条第 2号イ、 ロ、ノ･、 法第15条第 2 号イ又はハに該当する者全員につい
て25人ごとに作成すること。

2 ｢技術職員区分｣ の欄には~ 別表(四)の分類に従い 1級技術者については 1、 2級技術者に
ついては 2、 及びその他の技術者については 3を 0 で囲むこと。

3 ｢有資格区分の欄｣ には、 技術職員区分に対応する法第 7条第 2 号イ、 ロ、 ハ、 法第15条第
2 号イ又はノ･ (第 7 条第 2号′･該当又は第15条第 2号イ該当については当該技術者の有する資
格等の区分) につしゞ て別表(三)の分類に従い該当するコードを記入すること。

4 ｢資格者証登録番号｣ の欄は、 法第27条の18第 1項の規定により指定建設業監理技術者資格
者証の交付を受けている者についてその登録番号を記入すること。

- 9 ー



鸚製饑製機蝋饗}麹M園製機製螂製製機鬮麗脚螂翳 業 務 資 料 翅園脚製機製健脚饑園凶臘健製鰊麹製機臘臘饗}製機

別紙 6

様式第ニ十五号の十 (第十九条の十関係)

(表 面)
(用鋳 B 4)

　　　　　 　　

経 営 状 況 分 析 申 請 書

建設業法第幼魚の鸚第1項の規定-こより、経営に関する客観的事項の審査のうち経営状況の分析を事情し衾ず。

蹴 年 月 日

指定経営状況分析櫻関代表者

殿 申請者 印

詫鷄篝奪 輯 藍 .囃 圓 )“□□□□□□“ 誠心
霜腱彎 回国□□ 建鱗壊許可(都‐□□)館□□□□□□号
　　　 　　　 　　　　　　
鰺人事分 団国□ {を敵〕　 　　　

輻曲曲曲国田曲霊□□□□藺□□
(フリガナ) 回国
　　　　　 　　

識者教 団団□□□□ロロロ萓□□□□
(フリガナ) 回圏□□□□ロロロ萱□□□□凸ロロ□□萓□□
侍藤薯 鬮□□□□□□□□□□
郵便番号 回国□□□-□□
鳶鞭 国田□□ロロロ
茅野爺 鬮□□□□□□□□ロロロ□□□□□□藺ロロ
鐇職員數 回国□m m□□ " ◆"

　
　　　 　 　　　

　
　　　回国□□-□□□□□凸

申請事務担当者

部課名 担当者名 電話番号

(貰面の配球聾斜に従･艦贓けること.)
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圏庭園 脚螂臘園團製園製機園園脚纖M製機園饑脳 業 務 資 料 鼬園園製蝋製機製製機園饑製機園製園臘蝋饑臘製製

記載要領
r建設攝 鮒 艷 については不要のものを消すこと‐

2 太筑の枠内には記載しないこと.
3 ロロ□□で数示された伜 (以下 rカラム｣という.〕‘ご記入する堝合は、 1カラムに1文字ずつT鯛"、かつ、カラムからは
み出さないように記入すること.数字を記入する場合は 例えば□□団囮のように右銭めで、また、文字を記入する蠕合は、
例えば回国回国園□□のように左階めで記入すること.
4 圃四 ｢申鮒時の許可容貌 の欄における 燐辱コード｣のヵラムには、現在許可を受けている行政庁にっいて別表(- )の分類
に従い緘当するコードを記入すること.また、r許可番号｣の側よ、例えば回国囮固回国のように、カラムに数字を記入す
るに当たって空位のカラムに ro｣を記入すること.
6 回園 r前回申請時の許可番号｣の欄は.同回申前時の許可番号と申刷時の許可番号が異なっている榊合についてのみ前回中鯏
時の許可番号を記入すること.

6 図画 r鑓鑄･新規の区分｣の欄は、前年度において経営事項箒査を受けた鳩合は r1｣ を それ以外の禍合は,｢2｣を記入す
ること。
7 回回商号又は名称の r(フリガナねの欄は、カタカナで記載し、その瞭、濁点及び半濁点{ば1文字として攝うこと。

なお、株式会社等法人の蛆類を孵す文字についてiよフリガナは記載しないこと。
6 團団 r商号又は名称｣の榊は、法人の畳獺を表す文字については下漿の略号を用いること.

9 固圓 r主たる営辞所の電話番号Jの間-姦市外局番、局番、番号をそれぞれ‐(ハイフン)で区切り、例えば圃團曰團團
固曰国勒田園口のょうに左詰めで記載すること.

10 園園代養者又は個人の氏名の増フリガナ方の欄は、カタカナで蛙と名の間に1カラム空けて記載し.その際、濁点及び半濁
点は1文字として報うこと.

= 圃固 r代表者又は欄入の氏名Jの欄は、中溥者が法人の鳩合はその代表者の氏名を、個人の場合はその者の氏名を それぞれ
姓と名の岡に1カラム空けて記載すること.

12 回団 r主たる賞棄所の所在地市区町村コード｣の棚は、都道府燻の懲ロ備付けのコードブック (自治省縄 ｢全国地方公共団体
コードリにより、主たる営業所の所在する市区町村の蟄当するコードを記載すること9

13 国団 r主たる営菓所の所在地｣の綱には、1錫こより記載した市区町村コードによって表される市区町村に続く町名、街区符号
及び住居番号等を r丁目J r番｣及び r号｣については‐{ハイフン)を用いて、例えば回回回回日回曰回口 のように記
載すること.

14 図圓 ｢総職員数｣の欄に‘よ、警査の中群をする日の損する年度の絶月1日の直向の賞菓年度の終了の日における全ての職員の
数を記入すること。

<<<<′′<
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残臘園臘賎製園製蝋園臘臘靱翅測製徽園製残搜製麹 業 務 資 料 則製園蝋園臘園鬮製蝋鰡煕蝋螂蝋賎典獺製麺蝋鬮翅

浄化糟継の施術に関する事廉は
支庸長に委任

法施行以来、本庁土木部管理課で取扱っていた、 標記に関する諸事務は、 本年4月12日付

北海道訓令第 8号、 北海道事務決裁規定の一部を改正する訓令をもってそれぞれの地域を管
轄する支庁長に任委されたのでお知らせします。
なお、 支庁で取扱う関係諸事務ま次のとおりです。 せき

記

浄化槽法 (昭和58年法律第43号) の施行に関する事務

田 第23条第 1項及び第 2項の規定に基づき、 浄化槽工事業者の登録をし、 及びその旨を申請

者に通知すること。

(2) 第24条の規定に基づき、.浄化槽工事業者の登録を拒否し、 及びその旨を申請者に通知する

こと。

(3) 第25条の規定に基づき、 変更の届出を受理し、 又は変更があった事項の登録等を行うこと。
粋) 第26条の規定に基づき、 廃業等の届出を受理すること。
(助 第27条の規定に基づき、 浄化槽工事業者の登録を抹消し、 及びその旨を廃業等の届出をし

た者に通知すること。

(6) 第28条第 2項の規定に基づき、 浄化槽工事の施行の差止めを命ずること0

(7) 第32条第 1項の規定に基づき、 浄化槽工事業者に対し、 必要な指示をすること。
(8) 第32条第 2項及び第 3項の規定に基づき、 浄化槽工事業者の登録を取り消し、 及びその旨

を通知し、 又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずること。
(勃 第33条第 3項の規定に基づき、 浄化槽工事業の開始等の届出を受理すること (建設業法第

3条第 1頃の規定に基づき、 北海道知事以外の者から許可を受けている建設業者に係るもの

を除く。 )。
(10) 第53条第 1項の規定に基づき、 浄化槽工事業者から報告を徴すること (建設業法第 3条第

1項の規定に基づき、 北海道知事以外の者から同法別表下欄に掲げる土木工事業、 建築工事

業又は管工事業の許可を受けている建設業者に係るものを除く。 次号及び第12号において同

じ。 )。

m ) 第53条第 2項の規定に基づき、 職員に、 浄化槽工事業者の事務所等に立ち入り、 帳簿書類

その他の物件を検査させ、 又は関係者に質問をさせること。
(栩 第54条の規定に基づき、同条第 2号に掲げる処分に係る聴聞を行うこと。

◎ '
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臘脚園園園園臘脚獺獺凶臘臘臘臘廃園園園園脚園凶 お 知 ら せ 螂脚園園臘脚園蝋臘蝋園獺購郎製園隠漉隧漉麟糊瑶獺

総会後初の役員合同会議開催される
日時 昭和63年 6 月 8 日 10時 ~ 15 時

場所 札幌市北海道婦人文化会館

去る 5月28日に開催された定時総会後初の理事会、 各部会、 監事会、 綱紀委員会が開催さ

れました。

理事会では、 総会で補選された理事の所掌業務の分担と常任理事が次のとおり決定されま

した。 (10時25分 / 理事会休会)

経理部担当 本 間 秋 光 常任理事 (経理部長)

理 事 本 間 留四郎 総務部担当 (車庫証明対策特別委員会委員長)
理 事 本 間 幸 男 経理部担当 “ 、

= 時から総務、 経理、 企画、 業務研修、 監察の各部にわかれ、 第 1 回の部会を開催し、 昭

和63年度事業の実施方針等について検討いたしました。 (14時 /理事会再開) 各部長から検

討結果、 事業の推進方策等について報告了承されました。 次いで 6月 21日に東京都において

開催される日本行政書士会連合会定時総会の代議員を選出し、 理事会を終了しました。
また別室において、 監事会、 綱紀委員会が開催され、 それぞれ所管の業務について検討協

議されました。

コマーシャルメッセ濡ジの募集について
企 画 部

昭和 6 3 年度事業として次の要領で ｢コマーシャルメッセージ｣ の募集をします。
会員各位のご協力を是非お願いします。

1. 趣 旨
北海道行政書士会が行う各種の対外広報事業に使用する広告用語として、 不特定多数の

大衆に、 行政書士職能のサービス的存在、 特徴、 便益性などを具体的に知らせて、 行政書

士の信用と信頼を高め、 潜在的ニーズを掘り起こす刺激的なコマーシャル文案を募集する。
(実例 多彩な役割、 税理士はあなたと企業の相談役)

- 13 一



2. 募集作品

20字位の短文で、 分り易く、 感じ易い文章とします。

3. 利用目的

本会、 支部の行う新聞広告、 パンフレット、 チラシ、 T V コマーシャル、 ロー ドサイ ン、

電飾広告、 無料相談の広報用語に使用し、行政書士の対外広報活性化に活用するほか、 行

政書士個人が行う P R にも使用する。

4. 募集範囲

北海道行政書士会の会員本職及び補助者又は行政書士事務所に勤務する者に限ります。

5. 応募の期間

昭和63年 7月 l日から同年 9月30日まで 2か月間

6. 募集広告方法

会報行政ほっかいどう 88, 7 号 (第 167 号) に掲載して募集するほか、 支部だよりの発

行する支部にも依頼して掲載してもらう。

7. 応募方法

官製ハガキに ｢C ･ M 応募｣ と表題を記載して、作品 1篇を横書にかい書で正しく書き、
応募者の住所氏名を明記するほか、作者の本職、何某事務所補助者又は事務別を併記する

こと。

応募は 1人で何篇でも応募してよく、 その場合、ハガキは別葉とすること。 (審査選考

の都合で)

8. 選 考
理事会、 常任理事会等公正な方法で審査選考して決定する。

9. 作品の送付先

礎さも

札幌市中央区北 l条西 7 丁目西同 タキモトビル 3 F

北海道行政書士会宛 とする。

10. その他

応募作品は未発表作品に限る。
応募原稿は返却しない。
採用した作品には謝礼として、 1作品金 5,000円を20篇に対し贈呈する。
版権は北海道行政書士会に帰属する。
発表は会報行政ほっかいどう 88 , 11号 (第 168号) 誌上に掲載するほか、 本会支部役

員に活用文書とともに送付する。
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= 支 部 の つ ご ぎ =

支 部 研 修 会 開 催 状 況 注 : ( ) は通知人員

支 部 月 日 場 所 研 修 科 目 講 , 師 受講
者数

研 修
‐種別

札幌 6 / 18 教育文化会館
建設業許可申請と

決算報告書の作成
石狩支庁建設指導課
審査係長山口敏夫外 2名

( 583 )
l27 一般

函 館 6 / 25 五島軒駅前 遺言と相続 公 証 人 橋立賢太郎
( 152 )

33
メソ

小 樽 6 / 25
小樽ビジネス

アカテJミー ワープロ操作 本会監事 野坂 房市
( 70 )

12
ノン

いる噂 = 本 会 の 主 要 行 事 "
月 日 行 事 名 時 間 開 催 場 所

5 / l2 第 1回常任理事会 m : 30 ~ 12 : 00 大通公園ビル

“ / " 第 1回理事会 13 : 00 () 16 : 52 ノン

" ノーフ 第 1回支部長会 lo : 00 ~ 15 : 53 ノン

--【
ノン / 25 登録調査委員会 16 : 00 () 17 : 0O 本会会議室

" / 27 第 2回常任理事会 10 : 00 ^) l2 : 00 エルム会館

" / " (総会質疑事項検討会) (13 :00 ~ 17 :00) ′′

′′ / 28 第29回定時総会 lo : 00 (〉16 : 00 ホ テ ルアカ シヤ

6 / 7 第 1回正副会長会 13 : 00 ~ 17 : 00 本会会議室

" / 8 第 2回理事会 lo : 00 () 17 : 00 北海道婦人文化会館

(第 1回総務部会) 1 1 : 00 () 14 : 00 メソ

(第 1回経理部会) 11 : 00 ~ “ : 00 ′′

(第 1回企画部会) 11 : 00 () 14 : 00 ノン

(第 1回業務研修部会) 11 : 00 ^) 14 : 00 メソ

(第 1回監察部会) 11 " 00 ^) 14 : 00 名ゾ

ノン / 27 支部業務研修担当者会議 lo :○○^) 17 : 00 ホ テノレニューフロ ンティ ア

′ソノ29 第 2回車庫証明対策特別委員会 10 : 00 () 17 : 00 イン

ノソノ30 登録事務打合会 14 : 00 ^) 16 : 00 本会会議室

" / “ 登録調査委員会 16 : 00 ^) 17 : 00 ′′

7 / 6 昭和63年度会報編集会議 13 : 00 ^) 17 : 00 ノン

7 / 8 第 2回監察部会 13 : 00 ~ 17 : 00 ′′
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昭和63年度目行連会長表彰者名

昭和63年度日本行政書士会連合会総会において、 次に掲げる会員の方が、 日行運会長表彰

を受けられました。 この表彰は会員としての業務歴が20年以上で、 各支部より推せんのあっ

た方々です。 受賞を心からお祝い申し上げますとともに、 今後益々ご発展を遂げられますよ

う祈ります。

< 表 彰 者 氏 名>

支 部 区 会員番号 氏 名 表 ･彰 区 分 摘 要

札 幌 東 区 7 1 6 葛 西 義 雄 連合会推薦

名7 南 区 l 0 7 6 後 平 邦 彰 顕彰規則第 3条 4号

小 樽 1 7 2 2 北 川 清 ノン

空 知 1 9 6 7 新 川 司 メソ

室 蘭 8 4 9 菅 原 繁 治 メソ

′｣、 計 4 人

札 幌 中央区 1 3 7 福 田 定 恒 顕彰規則第 3条 5号

ノン 豊平区 3 3 3 小浦方 寅 一 メソ

ノン 中央区 3 5 4 秋 田 正 雄 イン

函 館 1 0 2 0 本 間 新 たソ

小 樽 2 7 2 武 田 信 一 たツ

空 知 6 1 5 大 沼 秀 雄 イン

旭 川 7 7 6 武 田 カ ー たソ

網 走 8 4 l 須 藤 正 美 たツ

苫小牧 9 1 6 杉 浦 幸 城 れツ

十 勝 9 2 1 米 倉 博 たソ

ノン 9 5 5 荒 ー 典 メツ

釧 路 5 6 2 武 田 時 雄 メツ

計 1 7 人
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会 長 あ い さ つ 北海道行政書±会
会長 日向寺 正

ご来賓の皆様方には、 時節柄何かとお忙しい中を曲げてご臨席

賜りまして誠にありがとうございました。

第29回定時総会開会に当りまして -言こ挨拶を申し上げまずo

圓 榊また日頃私共の為に、 いろいろとご指導を賜りまして、 更にま

たご厚誼を頂戴いたしまして誠に有り難く、 厚く御礼申し上げる

次第でございます。
総会構成委員の皆様方には全道各地から遠路お越しいただきまして誠にご苦労様でござい

芝 ます。 “ }

日頃本会会務の運営の為にいろいろとご協力をいただきまして本当に感謝申し上げる次

第でございます。 今後共、 なお一層のど協力をお願い申し上げる次第でございます。 本日

"槌鬘 擬詞観講崑翳難留講礬餌弱浸蜑糟聡長を馨を鱗箋艇
と決算の報告~ さらに63年度私共新執行部の手によって作成いたしました事業計画、 並びに

収支予算案のご審議を賜るわけでございますが、 代議員の皆さんからすでに23件に及ぶ非常

に建設的など質問、 あるいはご意見を頂戴しておりまして、 非常に力強く感じている次第で

ございます。
予算案について、 あるいは事業計画につきましては、 議案の審議の段階で詳しく申し上げ

たいと思いますけれども、 62年度の 1 年間を顧みまして、 皆様方から本当にご協力いただき

まして概ね計画通り実行することが出来ました。
63年度の事業計画、 予算案の策定におきましては、 まず行政書士の地位向上、 会員の和と

団結、 健全財政の保持、 この 3 本を柱といたしまして、 各部におきましてそれぞれ具体的な

事業計画を建てたわけでございまして、 さらに支部長さん方のご意見もいただき、 理事会の

決議を得まして、 本日提案するに至ったわけでございます。
どうか十分ご審議をいただきまして、 私共の会の益々の発展のため、 また会員のために今

後益々お力添えをいただきたいものと考える次第でございます。
なお皆さん方に本日、 ふたつのイベントの案内を配布しておりますが、 これは “世界 ･ 食

の祭典 " と“青函博エキスポ88 " の案内を配布しておりますが、 いずれも関係団体の協力要

慾 請により何とか私共もお力添えを出来るものならばということで皆様方の協力を求める次第
′

でございます。
“ 食の祭典 " におきましては、 もったいないほど有難い企画だというふうに考えておりま

す。 北海道全地域からそれぞれ名物、 名代、 味のそうした出展をされることになっておりま

す。 最近の例でございますけれど、 私共の町からも味 自慢のそれぞれの店が参加することに

なっております。 そういう意味からいいましては、 道民の一人として非常に関わり合いの深

いイベントだと思うわけです。 さらに背面博につきましては、 函館支部の会員の皆様方は非

常に張り切っておりまして、 恐らく休み時間中でも、 安保支部長さんからP R がなされるも

のと思います。
この二つにつきまして、 何とか皆様方のご協力をお願いする次第でございます。 食のこと

につきまして、 私的なことを申し上げますけれども、 ちょうど私共が発育盛りに育った戦前、
戦後を通じて食べることには非常に苦労をしております。 いわゆる澱粉かすを食べたり、 あ

るいは、 かぼちゃや芋で身体が黄色くなるほど食べてしのいで来たという、 食のことを思い

ます時に本当にこういう企画は北海道の味は勿論、 世界の味を楽しめるという一大イベント

でございます。 これは道も肝入りでやることでございますので、 どうか皆さん方のお力を借

りる次第でございます。 終わりになりましたが、 本日参会の皆さん方の益々のご健勝とご多

幸を心から礼念いたして甚だ簡単粗辞でございますが開会に当りましてのご挨拶にかえさせ

ていただきます。 ありがとうございました。
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知 事 観 辞

北海道知事 横 路 孝 弘 箋淺

本日、 北海道行政書士会第29回定時総会が開催されるに当り、 一言お祝いの言葉を申し上
げます。
皆様方におかれましては、 日頃から地方行政の円滑な推進のために多大など協力をいただ

いており、 この機会をお借りして厚く御礼申し上げます。
昭和26年に行政書士法が制定されて以来37年余り、 昭和36年に北海道行政書士会が設立さ

れて以来28年を経たわけでありますが、 この間行政書士制度は幾多の変遷を経ながら、 着実
な歩みの中で道民の間に定着し、 今や皆様方は住民と行政の間のパイプ役としてなくてはな

らない存在となっておられます。 これも先輩諸氏をはじめとする皆様方のたゆまぬご努力の

結果と改めて敬意を表する次第であります。
さて、 本年は北海道にとっても2l世紀に向けて新たな第一歩を踏み出した意義のある年で

あります。 本道の経済は全般に低迷期を脱し、 明るさを取り戻しつつある中、 道政の指針と
なる北海道新長期総合計画がスタートしました。

また新しい交通体系として、 道民の待望の青函トンネルが去る 3月に開業したことにより、
人や物の流れが活発になり、 7月には新千歳空港が開港することにより国際的な流通の促進
が期待されます。

さらに世界食の祭典、 青函博、 赤レンガ百年祭、 十勝海洋博覧会等、 かってないほどたく

さんのイベントが開催されます。 これはイベントを通じて多くの素晴らしい話題、 北海道の

可能性、 将来性について理解を深めていただきたいものと期待しております。
北海道は今、 よりよい21世紀に向けて新たな出発をしたわけでありますが、 今後国際化、

情報化、 高齢化など社会情勢の変革のなかで、 住民の行政に対するニーズもさらに複雑化し、
多様化していくものと予想されております。

住民と行政の関わりが広範囲に亘り、 密接になればそれだけ官公庁に提出する書類も複雑、
かつ高度の専門性が要求されることが多く、 皆様方の果たす役割は益々重要なものになると
思われます。

皆様方におかれましては、 今後一層業務の研究に励まれ、 新しい時代にふさわしい住民

と行政のかけ橋として、 地域住民の福祉の向上に寄与されますようお願いする次第でありま
す。
最後に、 本日の総会が今後の本会の適正な運営に資するものになるようご期待申し上げま

すとともに、 北海道行政書士会の今後益々のご発展と会員皆様方のご健勝を心から祈念いた
しましてご挨拶といたします。

昭和 63年 5 月 28 日

がち噂

- 18ー



観 辞
日 本 行 政 書 士 会 連 合 会

会 長 佐 藤 義 哉

本日、 ここに北海道行政書士会昭和63年度定時総会が開催されるに当り、 一言お祝いの言

葉を申し上げます。
北海道行政書士会におかれましては、 平素日行運の運営について格段のご支援、 ご協力を

賜り本席をお借りしまして、 厚く御礼申し上げます。
また、 日向寺会長を中心に役員の皆様方が行政書士会発展のために日夜精進を重ねている

ことに対し、 深甚なる敬意を表する次第であります。

さて、 行政書士会を取り巻く環境は、 いつになく厳しいものがあります。 地域の職域の確

保、 拡大に向けた取り組みは緊急最大の課題となっております。

建設業法改正に伴う経営分析機関設置に関する対応、 入管法規則改正による申請取次制度

への対応、 商法改正に伴う会計調査人への対応、 V A N 通信回線を利用した情報サービスの

開発等について、 全力を傾注して対応しているところであります。

一方、 自動車業界の行政書士法一部改正反対運動と道路運送車輌法の一部改正推進の動き

は一向に鎮静化しておりません。 のみならず最近では、 一部自動車業界紙等を通じ、 行政書

士会の結束を乱し、 内部離反を策動するがごとき企てが益々活発化するように見受けられま

す。 これらの企てに惑わされることなく、 日l司寺会長をはじめとする北海道行政書士会の皆

様方におかれましては、 この定時緒会に一層団結を固められ、 初期の目的達成に向かって遭

噂
進されますよう心 妙 お願い申し上げる次第でございますo

日行連は今後共、 行政書士制度の 護のために万難を排し、 あらゆる施策を講じてまいる

所存でございますので、 日向寺会長を中心に北海道行政書士会の皆様におかれましては、 一

致団結し、 その難局を乗り切っていただきたく、 切に念願する次第でございます。

最後になりますが、 北海道行政書士会の益々のご発展を祈念して挨拶といたします。
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来 賓 観 鮮
蕁罐篭誓蚕寮費 岩 崎守男 殿

おはようございます。 ご紹介をいただきました岩崎でございます。
私共は、 日頃会長さんからご厚意をいただいて、 3 人の道議会議員が顧問に推薦されてお

ります。 1 人は帯広出身でございます、 佐々木行雄さん、 そして岩見沢吉田英治さん、 そし

て私釧路の岩崎でございます。 3 人が顧問ということでご推薦をいただいております。
これからも何かとよろしく ご指導のほどをお願いを申し上げたいと思います。 また、 同時

に会の発展のために、 私共会派はそれぞれ違いますけれども、 一緒になって行政書士会の発
展のために努力をしてまいりたいということをまず、 お誓いを申し上げておきたいと思う次

第でございます。
今池島さんからもお話がございましたけれども、 北海道横路道政が誕生いたしましてから、

2 期目の船出の年でございます。 特に、 今年から新北海道計画がスタートいたしまして、 15

のプロジェクトを実施することになっております。 特に今手掛けておりますのは、 エアーカ
ーゴつまり千歳空港を貨物空港に位置づけて、 アジアとヨーロッパを結ぶ玄関にしょうとい
うことを北海道の新しい発展の第一歩にしょうということで新長期計画がスタートしました。

多くの難点もございましたけれども、 食の祭典、 いろいろのご批判やご指導がある中でご

ざいますけれども、 なんとか 6月から 3 ケ月間実施をするに当って皆さんのご支援を賜りた
いと思っております。

これは世界という言葉をつけましたけれども、 北海道は何といっても食糧基地であるとい
うことをまず根元におきまして、 オリンピックもございますのでヨーロッパから来る人達を
北海道に寄せて、 北海道を見ていただいたという思想を持ちつつ、 食の祭典を開催すること

になっております。 知事も大変力を入れてやっておりますので、 皆さんのご支援をいただき
たいということを冒頭にお願いを申し上げておきたいと思う次第でございます。

さて、 行政書士会からも顧問の私共にいくつかの課題が投げかけられ、 一部は解決をする
というところまで来ています。 特に、 一つは社会貢献費というのが北海道の中にございまし

て、 貢献賞を会のそれぞれの仕事をされた方を表彰をするという制度がございますが、 この
点については、 知事とも話をし、 あるいは今日お見えの池島課長とも話をいたしまして、 行
政書士会が今日まで社会に貢献をしたその実績を買って、 この制度に該当させよう、 条例の
改正を行なうということになりました。

もう一つは、 書類を作成するに当っての作成者の氏名を記入する欄を作ってほしいという
要望がございました。 総務部だけで問題が解決いたしませんので、 道の各機関の意見をとり
ました。 この意見をとりますと、 まちまちでむしろその氏名を書くことが作成者の混乱を呼
ぶ、 つまり欄を作ることによって必ず作成者に頼まなければならないということになっては

困ります。 他の業種の中にも欄が書かれているものはあるけれども、 これを何とか削除して
いく方向にあり、 またそういうふうに考えているということで、 この点についてはなかなか
難しいです。 その他、 いろいろ仕事の関係で道の出先機関あるいは、 支庁という所と窓口を
もっと開いてほしいという要望もございましたので、 これは市町村課を通じながら、 あるい
はそれぞれの支庁において皆さんと道の機関との関係をスムーズに行くように窓を開いてい
きたいと考えております。 これからも何かと用事を言いつけていただいて、 私共の会の発展
の為に頑張ってまいりたいと思う次第でございます。

私自身も行政書士の事務所を持って仕事をしている一人でございますので、 今日は来賓と
いうより一会員として皆さんにご挨拶をした次第でございます。 今後ともよろしくお願いい
たします。 ありがとうございました。
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各士業代表 札幌司法書士会会長 伊 藤 義 博 殿

第29回定時総会の開催を心からお喜び申し上げます。
先週札幌司法書士会の総会が洞爺において行われたわけでございますけれども、 遠路わざ

わざ五十嵐副会長さんにお出でをたまわりました。 本当にありがとうございました。
去る 5月 20日国会におきまして、 不動産登記法、 商業登記法の一部を改正する法律案が可

決決定をみました。 これはいわゆるコンピュータ法案でございます。
今は、 登記簿という簿冊がなくなりまして、 全部コンピュータの中に登記内容が入れられ

るということになってくるわけです。
そして登記事項証明、 いわゆる閲覧とか謄本なども全部コンピュータが打ち出すもので見

られるという形に、 大体15年かけまして全国をネット出来るという状態に今運ばれようとし

ています。
札幌法務局管内、 これは北海道で初めてでございますけれども、 明年の 4月ないし 5月 か

ら白石あるいは西出張所のどちらかにおきまして、 その作業に入りまして65年 4 月 旧 から

はいわゆる登記簿が消えて、 コンピュータの中に不動産の内容が全部入るという状態に向か

って動きはじめようとしています。
非常に大きなことでございますので、 どうぞこれからもご注意いただきたいと思うわけで

す。 いわゆる国民のプライバシーの問題等のいろいろ重要な問題が投げかけられることでも

ございますので、.国民の皆様方の密接など関係をもつ行政書士の先生方 も十分ご注目いただ

き たいと思うわけでございます。
それから司法書士というのは今まで世間に向かってあまり発言することがございませんで

したけれども、 例えば昨年から登録免許税、 土地の取得について50 % アップということで課

税価格を計算するということで、 国民に多大な負担をかけているわけでございます。
これは時限立法でございまして、 来年の 3月で終わるわけでございます。 これを何とか継

続を阻止したい、 あるいはもし継続されるとする場合でも市民が住民と共に、 住宅を建てる

土地あるいは住宅と共に変わる土地、 これについては従来の50 % アップというのをやめてい

ただくという運動も司法書士会が今一体となって努力しているところでございます。 それと

先般来問題になりました、 いわゆる司法試験合格者の数、 法曹基本問題懇談会というところ

が現在の日本の法律家の数が非常に不足だからとりあえず、 司法試験の合格者の数を 500名

から 200 名アップしようという答申がなされたわけでございます。
これに対しても司法書士会には 1 万 5,700 名の司法書士、 いわゆる法律家職能集団がある

ということを見落とした答申ではないのかということを法務大臣に提言し、 これは同じく行

政書士の先生方も同じだろうと思います。
法曹三者以外に底辺を支えている法律職能集団があるということをいわゆる法律家、 学者、

法務省は見落としているということを申し上げまして、 法務省の担当の人事課長とそれの協

議に入るところでございます。
実は、 日向寺会長さんは私共札幌司法書士会の会員でございますし、 ここに札幌司法書士

会及び全道の会員のお顔が何人か拝見するわけでございます。
私自身も昨年札幌司法書士会の会長に就任した時に、 辞めさせていただいたわけでござい

ますけれど、 その前十数前行政書士の会員をやらせていただきました。
それだけて非常に親しさを感じています。 昨年来、 社労士会、 北海道税理士会、 行政政士

会と私共と四者の協議も既に成立しているところでございます。
今後非常に友好関係を深めたいと考えますのでどうぞよろしくお願いしたいと思います。
本日の総会のご盛会をお祈り申し上げましてご挨拶にかえさせていただきます。 どうもお

めでとうございます。
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第29回 定時総会議薬

第 1号議案 昭和62年度事業報告について

昭和62年度事業について、 次のとおり報告します。

昭和62年度事業報告書

総 務 部

↑ 登録事務の適正化

登録事務の適正化を図るため ｢行政書士登録事務処理内規｣ により、 登録事務の処理機関とし

て ｢登録調査委員会｣ を設置し、 委員 3名をもって構成し~ 毎月下旬に委員会を開催し、 登録事

務処理の万全を期したところである。

2 会務活動に対する傷害保障制度の継続

自動車事故の多発に対応するため会務活動に対し保険制度を適用し、予算事情から前年度と同

様、 自動車に同乗して集団的に行う各支部の監察キャンペーン活動を対象として傷害保障を実施
華

^
した。

3 官公署等の連係強化

　 　
特に関係ある官公署等と連係を保ち、 会務運営と会員業務の円滑化を図り、 時には会合をもち

情報の交換を行い、 協調を深め本会に対する認識の高揚に努めました。
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経 理 部

健 全 財 政 の確保

の 本会の財政事情は、 登録、 入会の減少傾向と長期にわたり会費を滞納している会員及び会費

納入を遅延している会員のため、 健全財政を確保していくことは大変厳しい環境下にあります。

この対策として、 会費滞納者に督促、 催告、 廃業勧告、 また大n 滞納者に対しては強制執行

を前提として内容証明郵便を送付する等、文書をもって回収督励を行って来ました。

この間、 関係支部長にも特段の協力を依願する等努力を重ねているところであります。

なお、 会費滞納者について調査等の協力を得た支部及び会費収納率の向上している支部には

協力費を交付しました。

(2) 会費の収納率は、現年度 93.1 %、 前年比で 1 3 ポイ ントの増加、 滞納繰越分 52.7 %、 前年

比で 0.7 ポイ ントの減少で、 予算額では 268 千円の減収ではあるが、 収入未済額においては、

lo,461 千円で~ 依然として滞納が多く、これは会員の納入遅延及びみなし退会制度がないこと

も要因の一つとなっています。

{3) 支出については、効率的執行を前提として経常経費の節減に努める等して計画どおり執行し

た結果~ 総務管理費にあっては、 予算額に比し、 4 933 千円の不用額、 全体的には、 9,645 千

円の不用額が生じました。

(4) 事業の執行にあたっては~ 計画どおり遂行し~ 健全財政を確保しました。
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企 画 部

1 法令の研究と業務の改善

(薄 業務に関する法令等を研究し、 次のとおり会員へ周知しました。

標 題 掲 載 会 報

7 住宅金融公庫法施行令の‐部を改正する政令並びに同施行規則等の

一部を改辞する省令が公布されました。

会報 5月号掲載

イ (最古ふ門前判例要旨)

" ) 出版物の印刷、 製本、 販売、 頒布等の仮処分による事前差止めと

憲法第2l条第 2 項前段にいう検閲

“) 名誉侵害と侵害行為の差止請求権

“) 公務員文は公職選挙の候補者に対する評価、 批判等に関する出版

物の印刷、 製本、 販売、 頒布等の事前差止めの許否

(ェ) 公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処

分によって命ずる場合とn 頭弁論又は債務者審尋

ノン

ウ 農地の売買に基づく県知事に対する所有権移転許可中語協力請求権

の消滅時効期間の経過後に右農地が非農地化した場合における所有権

の移転及び劣る農地化後にされた時効援用の効力の有無

にツ

ェ 民法第 921条第 3 号にいう相続財産と相続債務 ノン

オ 建設業法の一部を改正する法律公布のあらまし 会報 7月号掲載

力 建築基準法の一部を改正する法律のあらまし メソ

キ 建設省建設経済局建設業課長通知 ノン

ク 自動車登録方式が大幅改正 会報 9月号掲載

ケ 取締役総務部長は被保険者か メソ

コ 土地の現況証明について ノン

サ 住宅金融公庫の貸付金の金利の引上げについて メソ

シ 国土利用計画法が改正され新法となる監視区域の指定を知事及び政

令指定都市の長が決定する

会報1l月号掲載

ス 建築基準法施行規則の ~ 部を改正する省令が公布されました ノン

セ 戸籍法施行規則の一部を改正する法務省令の公布について た7
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2 会 報 の 発 行

会報 ｢行政はっかいどう｣ は、 隔月 (5 ~ 7、 9、 n、 1、 3 の 6 回 ) に発行するほか、 急を

要するものについては速報で周知しました。

特に~ 編集にあたっては、 内容の充実を期し~ 大幅な法等の改正については、 官報を縮小し会

報の附録として会員の理解を深めるよう努めました。

3 業務 の 啓発宣 伝

G ) ポスター等の作成及び新聞広告

ポスター等による啓発については、 監察部と連携のもとに、 日行達から購入したものを利用

したほか、各支部からの要望により縮小版を印刷、 さらにチラシ ｢あなたはご存じですか｣ を

作成し配付するとともに、 監察強調月間中のキャンペーン活動用としても活用しました。

また、新聞広告については、 北海道新聞の全道版 (地方版) により縱 7鋼、横19勿大のもの

を、 62年 8月と同年 9月の 2回掲載し、 行政書士業務のP R を図りました。

(2) 行政事務手続無料相談事案の開催促進

行政事務手続無料相談事業を年度内に 2回以内実施する支部に対しては 5万円以内、 3回以

上実施する支部に対しては 8 万円以内、 通年で毎週 1回以上開催する支部に対しては12万円以

内を助成する助成基準を明示して支部におけるこの事業の開催促進を図り、 次のとおりそれぞ

れ実施されました。
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標 - 題 掲 載 会 報

ソ 民法等の一部を改正する法律並びに外国人登録法の一部を改正する

法律が公布されました

会報 1月号掲載

タ 北海道手数料徴収規則の一部を改正する規則の公布について ノン

チ 登録免許税の改正のあらまし メソ

ッ 許認可手続の簡素化について ノン

テ 住宅金融公庫貸付金利が引上げられました れ7

ト 建設業の決算報告書の様式が改正になります 速 報 第 1 号

( 63. 3. 1 )

ナ 住宅金融公庫貸付金の貸付金利が引下げられました 会報 3月号掲載



昭和62年度行政事務手続無料相談事業実施状況

実施支部 実施回数 名 称 実 施 場 所 相談
雛撒 相談員数 事 業 費 助 成 額

札 幌

11 回
行政書士の無

料相談日

札幌支部事務所

( 13 "00 ~ L7 :00 )

件
10

8名

(延 13 名 )

円

M L Oの

円

卸,卸0

6 回
札幌市役所

( 13 :00 ~ 16 :00 )
7

10名

(廷 u 名)

函 館

48 回

毎週 1回

(火曜日)

くらしの法律

手続無料相談

(函館市主催)

函館市役所

市民相談室

( 13 :00 ~ 15:00 )

36
吻名

(廷 67名)
120,000 120,000

小 樽 3 回
くらしの無料

行政相談

小樽市役所ロビー
62. 7.2 l
6 2.lo.20
6 3. 3 1 6
( 10 :00 ~ l5"凹 )

10
6名

(延 13名)
82,640 80-のO

旭 川 1 回
くらしの法律

行政無料相談

旭川市
⑰今井デパート特設
会場
6 2.11,22
( 1 1:の ~ 16 :00 )

24 8名 51 1 30 50,000

留 萌 1 回
人権、 行政合

同相談

留萌市
共同福祉センター

6 2.10 1 3
( 11:00 ~ 15:00 )

7

4名
(法務 ･市
関係各

1名)
7 7.400 50,のO

宗 谷 4 回
行政無料相談

会

稚内市
道北産経会館

6 2. 8.22
62. 9.19
6 2 1 0.17
62 1 1.21
( 13 3 0 ~ 17 :の )

12
3名

(延 虹名)
113,20 1 80,000

網 走 3 回
行政書士無料

相談

網走セントラルホテル
62. 7.25
( 12 :の ~ l8 :00 )

北見市民会館
63. 1 29
( 9:30 ~ 16 :00 )

網走市
ビューノで一クホテノレ

63. 3.28
( 10 :30 ~ 15:の )

13
6 名

(延 8名)
8 0,750 80,000

室 蘭 3 回
行政事務手続

無料相談

室蘭市
ファミリーデノぐ- ト

桐屋
62. 9. 15
( LO :00 ~ 15:00 )

登別市
安井ビル 2 F
(次頁へつづく)

20 l2名 120,4蜘 80,000

がれ鷺

き
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燈) ｢行政書士竹0番｣ の実施

日本行政書士会連合会の提唱により全国的に実施する ｢行政書士 1lo 番｣ を、 新聞社等報道

機関の協力を得て次の要領により実施しました。 期間中の利用件数は 6件でした。
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実施支部 実施回数 名 称 実 施 場 所 麟 相談員数 事 業 費 助 成 額

室 蘭

弍

62. 9.15
( 10 :00 ~ 15 :00 )

伊達市
ホクホー伊達店

62. 9.15
( 10 :00 ~ 15 : " )

件 円 円

十 勝 3 回
くらしのよろ

ず相談会

帯広市
勤労者福祉センター

6 3. 2. 5
( 10:① ~ 16 00 )

足寄町
町民センター

63 , 2. 5
( lo :00 ~ 16 :の )

広尾町
コミュニプィー

セ ンター
63. 2. 5
( lo:00 ~ 16 :00 )

25 10名 159,300 卸,000

釧 路 3 回
行政書士一日

サー ビスデー

釧路市
市役所ロビー

63. 2,12
( 10 :00 ~ 16 :① )

鶴居村役場

63 . 2,12
( lo;00 ~ 16 :00 )

浜中町
老人福祉センター

63 , 3 2 5
( lo :00 ~ l6 :00 )

24 7名 u l,880 8 0,000

計 = 支部 86回 19会場 188

84名

(延 l62名)

外法務局関
係 ･市関係

各 1名

L 057,79 1 柁0,000

{′
′しく



｢行政書士 1lo番｣ 実施要領

北 海 道 行 政 書 士 会
1. 目 的

日本行政書士会連合会で全国的に実施する ｢行政書士 110 番｣ に合わせ、 この要領に

定めるところにより北海道 ｢行政書士 1槍番｣ を実施する。

2, 実 施 期 間

昭和62年10月 1臼から昭和62年10月 6 日までの 6 日間とする。 ただし、 土曜日は半日、

日曜 H は休日とする。

3, 実 施 方 法

鞘 開 設 場 所

てい{馬札幌市中央区北 t条西 7 r 目 タキモトビル 3 F

北海道行政書士会特設会場

電 話 0 11 ( 22 1 ) l 2 2 1 ･ o n ( 221 ) 1 2 2 2

復) 相 談 期 間

毎日午前10時から午後 4時までとする。 ただし、土曜日は午前10時から12時までと

し、 日曜日は休日とする。

◎ 相 談 員

札幌市内在住本会役員が毎日 1名輪番制により対応するものとする。

4 この事業の実施主体

北海道行政書士会

5, この事業の実施等計画

節 P R 方 法

新聞 ･テレビ ･ラジオ等報道機関に対し記者発表を行い報道機関に協力を求める。

復) 相 談 員

10月 1日 (木) 後平副会長 10月 5 日 (月) 阿部総務部長

2 曰く金) 中川業務研修部長 6 日 (火) 五十嵐副会長

3 日 (土) 鳥井理事 予備相談員 葛西 彰委員

4 報 酬 額 の 改 訂

昭和62年 3月11日付日行連発第58号をもって日本行政書士会連合会の ｢行政書士の受ける報酬

額の基準に関する規則｣ の一部改正により報酬額の改訂通知があったので~ 検討委員会を設置検

討し、 同年 5月 8 日の臨時総会において ｢会則の一部改正｣ を可決、 一連の手続きを経て北海道

知事から ｢本会会則の一部変更｣ について同年 5月14日付地方第 296号で認可されたので~ 直ち

に、 ｢報酬額の運用要領｣ を印刷~ また、会報第 l60号に掲載し同年 5月26日全会員に配布~ 周

知をした。
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業 務 研 修 部

1 支部研修会の推進

支部研修会の開催支部に対して、助成要領にもとづいて助成金を交付し、 支部研修会の開催を

推進しました。

なお~ 新入会員研修会についても昭和61年度から、 開催時期及び交通の便等を考え支部におい

て企画することが最も効果的であることから、 支部で実施することとしました。

支 部 名 開催回数 助成金交付額 支 部 名 開催回数 助成金交付額

札 幌 7 回 586 4 00 円 室 蘭 9 lgl 20 9,8の
円

函 館 8 334 800 苫 小 牧 4 10 1 亀0

小 樽 7 184,卸0 日 高 5 104,800

空 知 5 l86,400 十 勝 6 270 ,800

旭 川 5 勾 1,80 0 釧 路 5 149,400

留 萌 3 82P OO 根 室 2 4 5,600

宗 谷 4 9 l,200

網 走 lo 27 9,800 計 8 0 2,829,000

(注) 支部別~ 開催期日~ 研修科目等は別表のとおりです。 (新入会員研修会を含む。)

2 本会主催研修会等の開催

建設業法の一部改正が昨年 6月 6日付法律第69号をもって公布され~ 本年 6月 6日から施行さ

れることにともない、 政令及び省令の一部改正が当然予想されるため~ 全道研修会の開催を企画

していたが~ 改正の時期が遅れ、 年度内改正の見込みがなくなったため、 支部業務担当者研修会

とあわせ支部業務研修担当者会議を開催し~ 業務研修部事業の徹底を期しました。

(1) 開催年月日及び開催場所

昭和62年10月20日 lo "00 ~ 17:00

エルム会館会議室

乾) 参 集 者

(支 部) 17名
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(本 会) 日向寺会長、 米倉担当副会長、 中川業務研修部長、 業務研修部担当理事

6名

(3 ) 研 修 会 テ ー マ

･業務研修の現状と今後のあり方

副 会 長 米 倉 博

･昭和61年度作成 ｢業務研修のあり方について｣ の分析結果について

業務研修部長 中 川 宏 煕

･新人会員研修の進め方について き
が亀

業務研修部担当理事 柴 田 政 夫

･新人会員研修の実施結果について

長谷川 卓 蔵

･業務研修の方向について

佐 藤 隆 一

3 業務 資 料の作成

= ) 会報による業務資料

企画部と連携を保ちながら法令の改正等可能な限り会報に登載し周知に努めました。 (掲載

事項は企画部 1. 法令の研究と業務の改善の頃参照)

(2) 業務資料の作成

新人会員用業務資料 ｢相続｣ の改訂版を業務研修部専門委員 (札幌支部所属) 佐藤哲也委

員の協力を得て作成、 新入会員に配布しています。

(3) 業務用図書の購入配布

次の図書を購入し~ 各支部に業務資料として配布致しました。

業 務 資 料 用 図 書 名 部 数

詳解 行政書士法 1 部

外国人のための在留 ･登録手続の手引 1 "

農地の法律がわかる百間百答 1 "

新社会福祉法人の手引 1 "

中小企業等協同組合法及び関係法令集 1 "

風営適正化法に基づく業務の手引書 1 "

民事交通事故損害賠償額算定基準 1 "
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4 専 門 部 会 の 強 化

(= 専門部会は、 次の構成員により業務の改善と業務資料の作成につとめました。

区 分 部 会 長 担 当 委 員

運 輸 交 通 部 会 理事 長谷川卓蔵

松尾 欽一委員 早坂 翹弘委員

加藤 博委員

葛西 彰委員

倉 盤委員

建 設 労 務

経 理 部 ′会
理事 佐藤 隆一

石田鉄治郎委員 安藤 寿建委員
原 隆俊委員 渋田 勲委員
久保田 仁委員

民 事 農 地 風 俗

衛 生 部 会
理事 柴田 政夫

山崎 慎一委員 高橋 時衛委員

佐藤 哲也委員

田口 栄一委員

(2) 最近の行政需要は、 複雑多様化、 かつ、 高度化、 機械化の傾向にあり、 この業務に対応する

ため、 会員相互に情報の交換を行い、 業務範囲の拡大と連携の強化、 知識の蓄積等を意図し~

専門者名簿の作成を検討企画しました。

会員の協力を得て、 目下取りまとめているところであります。
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(別 表)
支 部 研 修 会 開 催 状 況

開催年月日 開催支部 研 修 科 目

62. 6 . 6

7.22

10.13

11･ 7

12. 2

63, 2.23

3.26

札 幌 建設業許可申請

民 法

行政書士繁栄への指針

年 金

自動車登録のO C R 化

商 法

行政書士会 (本会 ･支部) の組織監察体験発表

6 2 . 6 . 6

7.18

9 2 8

1l.28

63. 1 23

2. m

2.13

3‘19

函 館 農地法 ･不動産売買 贈与

相続 ･贈与 ･売買に関する税務関係

定収来許可申請

自動車運送事業の経営報告

税についての一般常識

市民相談業務

新入会員研修

商 法 (会社組織の変更)

62. 5 . 20

6.20

7 , 3

7 , 4

8 l8

9.18

10 ･ 17

小 樽 改正建設業許可申請

新入会員研修

報酬額表の運用

建設業決算報告

定款作成

自賠責保険請求手続き

62, 8 22

12 l l

63. 1.23

1.30

2,20

空 知 不動産契約におけるトラブル

建設業法の改正

行政書士の遵守事項

相 続

農地転用
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開催年月日 開催支部 研 修 科 目

6 2. 8,26

10 . 9

10.24

63. 2 24

3. 19

旭 川 戸籍法の基礎知識と手続

債権 ･債務をめぐる諸問題

公正証書の作成

新人会員の業務の選択と習熟

法人設立の基礎知識

建設業会計決算報告書の作成

62.12. 5

6 3 . 2 , 6

3 . l

留 萌 民法の改正と特別養子制度

遺言と公正証書の作成

報酬1額運用要領の運用方法

6 2 . 7 .2 2

10 l 6

11よ 3

63. 1.28

宗 谷 自動車登録及び車庫証明業務

雇用保険業務

労災保険の一部改正

株式 ･有限会社の設立

62 . 6.20

7.25

9.18

11･ 7

12.11

12.14

63. 3 . 4

3.l2

3 1 3

3.16

網 走 改正建設業法

遺言 ･公正証書

風俗営業関係

公正証書 相続

車庫証明業務

自動車検査、 登録申請書の作成

改正建設業法 ･有限会社の設立

開発行為 ･車庫証明手続

建設業法による新規 ･更新申請

帳簿の記帳 ･決算書の作成

6 2 . 7 . 11

8.21

8 28

9.25

9.28

10.28

1l.20

63. 1.24

室 蘭 行政書士の業務開発の進め方

建設業の許可申請

業務開発

建設業の決算報告

業務開発

建設業の指名願

行政書士の心構えと将来展望
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開催年月日 開催支部 研 修 科 目

6 3. 3 . 5 室 蘭 相談業務の開発

62,10 9

63 , 1. 18

2 ,2 7

3,19

苫 小 牧 日脚地区 3支部合同研究会

出入国管理 ･難民認定法 ･永住許可

建設業法の一部改正にともなう許可申請業務の取扱い

軽車両等運送事業経営届

自動車登録各種コード記入要領

62. 9,12

10 15

12.12

63 2 ,19

日 高 新規開業について

改正建設業の計可申請

農地の転用手続

自賠責保険の請求手続

農地法第 3 ･ 4 ･ 5条の許可申請

6 2 , 9. 5

9 . 19

10 . 3

10･17

10.31

11.27

十 勝 行政書士法

行政書士の社会的現状

行政書士の将来

改正建設業許可申請 ･決算報告

農地転用

相続 贈与 ･遺言

法人の設立 ･変更

自動車登録申請のO C R化

62. 7,25

8 2 9

12. 9

63. 1 3 0

3,26

釧 路 株式 ･有限会社設立実務

行政書士法、 遵守事項

自動車登録申請及びO C R化

相続全般

金銭消費貸借 ･交通事故

63. 2. 14

3.15

根 室 売 買

砂利採取認可事務の改正点と取扱い



監 察 部

職域の確保と非行政書士行為の排除

1 監察強調月間の設定及びキャンペーン活動の展開

各支部は次表のとおり監察強調月間を設定し、 この期間中に各市役所町村役場、 保健所、 商工

会等を訪問して、 行政書士業務の啓発宣伝と非行政書士行為の発生防止につき協力を求めるキャ

ンペーン活動を展開しました。

なお、 本会では、 このキャンペーン活動に必要な物件 を作成 して (ポスター 1 2 77 枚 等行政書

士法違反防止のしおり 9,920枚V 会長要請文書 602枚等) 支部に配布しました。

また、 会員に対しては、 ポスター 1,578 枚を配布しま した。

支部名 監察強調月間 キャンペーン活動期間 支部名 監察強調月間 キャンペーン活動期間

札 幌 8 月 1 日 ~ 8 月 31日 8月 2日 ~ 10月 15日 網 走 8 月 15日 ~ 10月 14日 9 月 1 日 ~ 10月 3 1FI

函 館 8 月 1目 ~ 9 月 30日 9 月 10日 ~ 9 月 30日 室 蘭 8 月 15日 ~ 9 日 15日 9月 1日 ~ 9 月 4 日

小 樽 8 月 20日 ~ 9 月25日 8 月26日 ~ 9月22日 苫小牧 8 月 1 日 ~ 9 月 30日 9 月 1 日 ~ 10月 31日

空 知 9 月 1日 ~ 10月 31日 9 月 14日 ~ 10月30日 日 高 10月 1 日 ~ 11月 20日 10月 1目 ~ lo月 3 Iu

旭 川 9 月 1 日 ~ 9 月 30日 9月 11日 ~ 9 月 18日 十 勝 8 月 10日 ~ 9月 30日 8 月 10日 ~ 9月30日

留 萌 8 月 1 日 ~ 9 月 30日 8 月 22日 ~ 9 月26日 釧 路 9 月 1日 ~ 10月説日 9 月 1日 ~ 10月 15日

宗 谷 9月 l日 ~ 9 月 30日 9月 7 日 ~ 9 月28日 根 室 8 月 15日 ~ 9 月 15日 9 月 17日 ~ 10月 15日

(注) 監察キャンペーンの実施状況は~ 別表のとおりである。

2 金道監察担当者会議の開催

次のとおり、 全道監察担当者会議を開催し~ 各支部から監察強調月間の実施状況を発表し合っ

て意見を交換し、 次年度の方針等について協議しました。

･ 日 時 昭和62年11月10日 13:00 ~ 17 :00

･ 場 所 札幌市 雪印健保会館

･出 席 者 本会役員 9 名、 支部担当者 15名、 計 24名
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3 関係官公署、 他士案並びに諸団体への啓発活動の展開

　
く1) 道地方課、 道商工会議所、 道商工会連合会及び道食品衛生協会に監察強調月間への協力と傘

下関係団体に対して周知方要請しました。

(2 } 北海道商工団体連合会 (民主商工会の連合会) に対しては、 行政書士法の違反防止について

の協力要請をしました。

4 調 査 活 動 の 強 化

違反事案の疑いが発生したときは、 本会と支部が提携して調査活動を活発に実施し、 積極的に

法違反の防止を図るため、 監察部担当理事に下記のとおり業務分担を定め、支部長及び各支部監

察担当役員との連携の強化を図り違反事案は、 様式を定めて報告を求め、必要に応じて担当理事

を現地に派遣することとし、 支部と協力して解決に努めることとしましたが、 該当事案はありま

せんでした。

監察担当役員の支部等担当地区

田 宮公署及び他士業

五十嵐副会長 ･佐々木部長

(2) 支 部 の 分 担

函館 ･小樽 ･室蘭 ･苫小牧…………･中尾理事

旭川 ･留萌 ･空知……………………染川理事

十勝 ･釧路 ･根室 ･日高……………大沢理事

札幌 ･網走 ･宗谷… ･………………･･佐々木理事

国 監察部長代行 - 染川理事

5 ,違 反 事 案 の 処 理

昭和62年度においては、 監察部で処理を要した事案は例年に比べ少なく、 特筆すべきものがな

かったことは、,会員の皆さんの監察活動に努力された賜と大変意を強くしているところでありま

す。

しかしながら、 二つの大きなものがありました。 その一つは、 行政書士法違反を計画的に全国

主要道府県を渡り歩いて常習的に建設業法関係業務を行っている者、 また一つは、 市町村商工会

が建設業関係業務を行っていることの 2点であります。 それぞれ対策を講じた結果は次のとおり

であります。
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(川 行政書士法違反と目される常習者

T 氏は、 K 氏または他の者と共謀し昭和59年頃から60年、 6l年、 62年と ｢北海道建設業調査

会｣ ｢全国建設業組合連合会北海道地域本部｣ または ｢北海道建設業組合｣ 等と称し、 往復ノ･

ガキによるアンケートを出し、 時には戸別訪問を行い言葉巧みに勧誘を行い前金を取って支庁

に提出する書類を適当に作成し、 本人に送り提出を指示する等のやり方で手付金詐欺のような

ことを行っているもので、 62,11.4 付旭川支部会員から通報を受けた同支部からの連絡により

直ちに調査を開始し、 T 氏及びK 氏なることが判明したので、 速刻、 各支部長に対し注意をする

よう通知致 しま した。 ( 62.l1 7 各支部長あて通知済)

{21 市町村商工会の行政書士法違反行為

この件については例年の全道監察担当者会議で問題を提起されていたことでありますが、 具

体的な問題提起がなかったため、 本会としても手のくだしようがなかった事業であります。 昨

年の担当者会議には函館、 小樽支部から、 本年度においては小樽、 空知、 目高~ 十勝~ 釧路、

根室の各支部から問題が提起され、釧路のように具体的な経過報告が提出され、 速やかに関係

上部機関に対し、 指導通達を要望する意見が提出されたので~ 道商工会連合会に会談を申し入

れ、 連合会側の都合もあり12月 9 日実現を見たところであります。 商工会側も事情をよく理解

してくれ、 法違反行為のないよう十分指導を行うこと、 指導通達も改めて出す等の約束が得ら

れたところであります。 会としては、 今後の成り行きを十分見守って対処して行くことにして

おります。 ( 63 l.9 各支部長あて通知済)

会談の開催状況

･開催日時

･開催場所

･出 席 者

昭和62年12月 9 日

北 海 道 会 館

北海道商工会連合会

北海道行政書士会

12 :00 ~ l3 :30

木 元 専務理事

平 野 事務局長

伊 藤 事業部長

日向寺 会 長

五十嵐 副 会 長

- 37 -



6 各支部における違反事案の対応

支 部 違 反 事 案 問 題 点

札 幌

u ) 北区内共立自動車K K が新聞広

告で車庫証明要員の募集広告を掲

載した件

(2) 社会保険事務所職員の非行政書

士行為

法違反を認め謝罪した。

函 館

m 各市町村商工会職員の違反行為

(2) 福島町在住非行政書士による建

設業許可申請行為

③“ 行政書士の看板とまぎらわしい

看板

各商工会は建設業関係については会員に対し指導はし

ているが、違反はしていないと言っているが相当数あ

るものと考える。

反覆継続しているため警告し、 今後行わない旨誓約さ

せた。

警告し撤去させた。

空 知

畑 社会保険労務士の非行政書士行

為

(2) 行政書士の名義貸し行為

圏 自動車登録に札幌の行政書士名

義を使っている者がある。

証拠収集が難しいが固まり次第告発する予定

証拠が固まり次第警告又は告発する。

証拠書類収集中

留 萌

皿 農地法関係

(2) 国土利用法、宗教法人関係

圏 建設業、宅地建物業法関係

行政書士不在町村の現状においては止むを得ない面も

ある。また、 有資格者でも実務能力に欠ける面がある。

網 走

ワープロを使っての文書作成する業

者が広告を出していた。

官公署提出文書類作成等の広告があったので注意した。

苫 小 牧 非行政書士の看板掲示 文書により警告した。

日

･

高

(1) 商工会の違反行為

(2) 土地改良区の違反行為

(3) 農委事務局の違反行為

エリモ町商工会は建設業の許可申請業務を行っていた

ので注意したが、 今直ぐとはいかないので徐々に行政

書士に依頼するとのことであった。

(内容は上記と同様)

平取町農萎…今後は、 行政書士に依頼するようにする

釧 路

商工会の違反行為 白糠町商工会が建設業の申請業務をやっているとの通

報があり調査した結果~ 事実行為があった。
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支 部 違 反 事 案 問 題 点

根 室

商工会の違反行為 根室支部管内商工会は建設業許可申請及び決算書等を

作っている。

報酬はとっていないが、 手数料として徴収、 商工会の

収入としている。

7 監察活動の反省点

支 部 名 反 省 事 項

札 幌

札幌支部のキャンペーン活動は、 定着化して来ており~ 非常に好意的に対応してくれる関

係機関が増えているが、 車庫証明分野においては支部の総力を挙げて闘って行く必要があ

る。

函 館
キャンペーン活動は限られた日程での活動であり限界がある。 今後は会員の都合、費用の

問題があるが最低年 2回位実施する必要がある。

小 樽
行政書士不在町村対策として単に退職者に呼びかけるだけでなく~ 具体的に資格取得 ･登

録入会の手引等を配付して要請する方法を考えてはどうか。

旭 川

監察活動は根気よく反覆継続することにより逐次効果が出て来るものである。 年間を通し

会員が一致団結して関係機関との友交を深め情報の交換を行い、 地位の向上に努める必要

がある。

留 萌

各関係機関とも友好的ではあるが、 行政書士の業務についての能力について杞憂している

面があり、 適正な書類であれば誰がやってもよいと言う考えを~ 根強くもっている。 不在

町村対策も含めて検討する必要がある。

また、 行政書士の専門職としての資質の向上が業務のP R とあわせて実施することが急務

である。

宗 谷

関係官公署の窓口は友好かつ好意的になって来たが~ 未だ、明確に対応できない面がある

ようだ。

行政書士無料相談も逐次浸透して来ているので、 もっとP R に力を入れるべきだと思って

いる。

網 走

(1) 管内では市町村においても認識が浅く、常時啓発が必要である。

(2) 管内の警察署は車庫問題については全て関心がなく、 唯道本からの指示がなければと

いう態度である。

室 蘭
監察活動月間にこだわらず通年活動を実施しなければ効果を挙げることは困難である。官

公署との連携はもっと深める必堰きがある。

苫 小 牧
は) ネームプレートの着用の励行

{2) 事務所標示看板を大きくする。
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支 部 反 省 事 項

口 高
の 距離的にも遠く~ 特定の役員のみで廻りきれない。
(2) 違反事例も全体像しかつかみきれないため対応策が十分とり切れない。

十 勝
(1) 行政書士専業者の活動が停滞しているため全体のイメージを悪くしている面がある。
(2) 情報化時代に向けて、 マスコミ利用のP R 活動を積極的に行う必夢がある。

釧 路

= 会員全体に監察意識を高め~ 相互に連携して情報交換を行い違反防止に努める必要が

ある。

(21 支庁建設指導課の窓口係員は行政書士法を理解しておらず、 今回初めて理解してくれ、
窓口規制についても理解してくれた。

根 室
‐一般住民、 官公署とも行政書士の存在についてあまり知らないでいる面が多い。



(別 表)

支部監察啓発キャンペーン活動状況

支 部名 訪問年月日 訪 問 先 訪 問 者

札 幌

62. 9. 2
札幌税理士会札幌四支部、 札幌司法書士会、 札幌土

地家屋調査士会、北海道社会保険労務士会

宇野監察部長

小野監察副部長

9. 4

公正取引委員会札幌地方事務所、 北海道管区行政監

察局、 雇用促進事業団札幌支部、北海道電気通信管

理局、北海道開発局~ 札幌通商産業局

江別 ･千歳 ･恵庭各市及び広島町

石狩支庁 (建設指導課 ･会計課 ･商工労働課 ･振興

課)~北海道土木部管理課

阿部副支部長

宇野監察部長

宗野圏榊躯
鳥井理事

井上理事

9. 8

北海道 (総務部道民相談室 ･学事課 ･広報課 ･地方

振興室)
佐藤支部長

札幌商工会議所、 北海道商工会連合会、 北海道商工

団体連合会、 北海道食品衛生協会
五十嵐副支部長

a 14 石狩町、 当別町 宇野監察部長

9.28 札幌市中央 ･北 ･東各区役所
本間経理部長

倉 理事

9 29 札幌市白石 ･豊平 ･南 ･西各区役所
阿部副支部長、 本間経理

部長、 細貝 ･滝沢理事

9 25
‘

10, 5

市内7警察署、 札幌陸運局、札幌地方自動車整備協

会

葛西運輸交通部長

早坂 ･松井理事

札幌商工会議所北 ･西 ･中央 ･豊平 ･白石各支所、

北部 ･東部 ･西部各民主商工会

宇野監察部長

小野監察副部長

10. 5
札幌市役所 (衛生局 ･庶務部 ･市民の声を聞く課 ･

建設局 ･市民の窓口課 ･環境局)

安藤業務部長

米田理事

1G. 6
北梅道労働基準局~ 北海道労働部、札幌中央 ･東労

働基準監督署~ 札幌公共職業安定所及び同東庁舎 久保田建設労務部長

中川理事
lo.l5

北海道労働部雇用保険課、同民生部保険課ゞ 札幌西

･東 ･北社会保険事務所

函 館

6 2. 9. 10

八雲 ･長万部 ･今金 ･北檜山 ･瀬棚各町役場~ 同各

農業委員会、 同各商工会、 八雲 ･北檜山警察署 (長

万部 ･今金 ･瀬棚派出所を含む)~ 八雲 ･今金各保

健所、行政書士会各会員事務所

元丼副支部長

森田理事

糠理事
9. 1l

大成 ･熊石 ･乙部各町役場、 同各農業委員会、同各

商工会
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支 部 名 訪問年月日 訪 問 先 訪 問も 者

函 館

62. 9. n

木古内 ･知内 ･福島 ･松前各町役場、 同各農業委員

会、 同各商工会、同各農業協同組合、 木古内 ･松前

警察署 (知内 ･福島派出所を含む)、 木古内保健所、

行政書士会各会員事務所

長谷川副支部長

小黒理事

石村顧問 ,

9. 12
上ノ国 ･江差 ･厚沢部各町役場、 同各農業委員会、

同各商工会、江差警察署、 江差保健所、檜山支庁

9.1L

戸井 ･恵山 ･南茅部 ･鹿部 ･砂原各町役場、 椴法華

村役場、 同各農業委員会~ 同各商工会、 行政書士会

各会員事務所

鈴木理事

斉藤理事

長沢理事
9濃2

森町役場、 同農業委員会~ 同商工会、 同農業協同組

合~ 森警察署、 森保健所、 行政書士会各会員事務所

9.25
七飯 ･大野 ･上磯各町役場~ 同各農業委員会、同各

商工会~ 同各農業協同組合

安保支部長

加藤理事

9.28
函館開発建設部、 函館市役所亀田 ･湯川 ･銭亀各支

所、同各農業協同組合、北海道営林局函館支局

9.29 函館市役所、 同農業委員会、 渡島支庁、渡島保健所

9.30
函館土木現業所、 函館市立保健所~ 函館中央警察署、

同西警察署

小 樽

62. 8,第

小樽市役所 (戸籍住民課 ･市民生活課 ･広報課)、同

農業委員会、札幌法務局小榑支局、小樽警察署 (防

犯課)、 小樽社会保険事務所、 公証人役場~ 小樽公

共職業安定所、小榑労働基準監督署~ 小樽商工会議

所

北川支部長

橋本副支部長

山岡総務部長

大渕理事

9.21

後志支庁建設指導課、 倶知安 ･京極 ･喜茂別 ･留寿

都 ･真狩 ･ニセコ ･蘭越･･黒松内 ･寿都各町村役場

及び各町村商工会 (寿都を除く)

北川支部長、 橋本副支部

長~ 小林副支部長、 中尾

本会理事、 山岡総務部長、

大渕理事

9.22

岩内 ･共和 ･神恵内 ･泊 ･古平 ･積丹 ･余市 ･赤井

川観仁木各町村役場~ 同各商工会 (泊 ･赤井川を除

く)

北川支部長、 橋本副支部

長~ 山岡総務部長、 大渕

理事

空 知

6 2. 9. 14
美唄市役所~ 同農業委員会、 同商工会議所、美唄警

察署、 奈井江町役場、同農業委員会

新川支部長

豊島監察委員

10.19

空知支庁、 岩見沢市役所、 同農業委員会、 岩見沢商

工会議所、 三笠市役所、 同農業委員会~ 同商工会議

所、 岩見沢 ･三笠警察署

新川支部長

雨池副支部長



支 部 名 訪問年月日 訪 問 先 訪 問 者

空 知

62. lo,23

滝川市役所~ 同農業委員会、 滝胤=警察署、 砂川市役

所、 同農業委員会、 砂川警察署、新十津川町役場、

同農業委員会~ 同商工会

新川支部長、 計良副支部

長、 高橋 ･矢野監察委員

10 2 4
赤平市役所、 同農業委員会~ 赤歌警察署、芦別市役

所、 同農業委員会、芦別警察署

新川支部長、 計良副支部

長~ 幅田監察委員

10.26

深川市役所、 同農業委員会、 深川警察署、 妹背牛 ･

秩父別 ･沼田 ･北竜 ･雨竜 ･浦臼各町役場及び同各

農業委員会、 沼田警察署

新川支部長

計良副支部長

須田監察委員

10 .27 月形 ･北村各町村役場、 同各農業委員会 新川支部長

lo.28 由仁 ･長沼 ･南幌各町役場、同各農業委員会

新川支部長

松永監察委員10.30

栗沢 ･栗山各町役場、 同各農業委員会、 栗山警察署、

夕張市役所、 同農業委員会、同商工会議所、夕張警

察署

旭 川

6 2. 9.11

旭川中央 ･東警察署、上川支庁 (建設指導課)、 旭

川保健所、 旭川市役所、旭川市農業委員会~ 旭川陸

運支局

染川副支部長

鈴木理事

田井理事

名寄市役所~ 同農業委員会、 名寄公共職業安定所、

名寄労働基準監督署、名寄警察署、名寄保健所、 下

川 ･美深各町役場~ 同各農業委員会、美深警察署

古屋支部良

佐藤副支部長

高橋理事

富良野市役所、 同農業委員会~ 富良野商工会議所~

富良野警察署、南富良野 ･占冠 ･中富良野 ･上富良

野各町村役場、同各農業委員会

山口副支部長

川股理事

永沼代議員

9,l4

旭=-市役所永山 ･神居 ･西神楽 ･神楽 ･東風 = ･東

鷹栖各支所、 刻 1l･東神楽各町役場、 同各農業委員

会

染川副支部長

舟由理事

高橋(モリ代議員

9 l 8

旭川公共職業安定所、 旭川労働基準監督署、 旭川社

会保険事務所、 旭川商工会議所、旭川民主商工会、

旭川司法書士会~ 北海道税理士会旭川支部、 北海道

社会保険労務士会旭川支部~ 旭川土地家屋調査士会

佐藤副支部長

中平理事

高橋(正)代議員

士別警察署、 士別保健所、 士別商工会議所~ 士別市

役所、同農業委員会、 風連 ･朝日 ･剣淵 ･和寒各町

役場、同各農業委員会

古屋支部長

藤田代議員

鷹栖 ･当麻 ･比布 ･愛別 ･山 l1各町役場、 同各農業

委員会

山口副支部長

鈴木理事

田井理事

一43 -



支 部 名 訪問年月日 訪 問 先 訪 問 者

留 萌

62. 8 22
幌延町役場~ 同農業委員会、同農業協同組合、 同商

工会

脇渕 ･佐々木理事8.24
天塩町役場、 同農業委員会、 同農業協同組合、 同商

工会

8 25
遠別町役場、同農業委員会~ 同農業協同組合、 同商

工会

9. 4 初山別村役場、 同農業委員会

五十嵐会員

島貫会員
9, 5

、羽幌町役場、 同農業委員会、同農業協l司組合、 ltd商

工会

9. 7
苫前町役場、 同農業委員会、同農業協同組合

小平町役場~ 同鬼鹿支所、 同農業委員会、 同商工会 高田理事

9,24 留萌支庁 (総務課 ･振興課 ･建築指導課)
捻金支部長

立山副支部長

9 2 5
留萌市役所 (市民課 ･建築課 ･都市計画課)~ 同農

業委員会

捻金支部長

高田理事

9.25 留萌商工会議所 捻金支部長

9 2 6
増毛町役場、 同農業委員会、 同農業協同組合、 同商

工会

捻金支部良

大室会員

宗 谷

6 2. 9, 7
5

9. 9

稚内市役所 (総務課 ･土木課 ･都市計画課 ･港湾課

･保険衛生課 ･宗谷支所 ･沼川支所 ･総合福祉セン

ター ･社会教育センター)

越副支部長

坂巻理事

熊谷監事

9,11
'

9. 17

宗谷支庁 (総務課 ･振興課 ･税務課 ･社会福祉課 ･

建設指導課 ･農務課 ･商工労働課 ･耕地管理課)

川村支部長

越副支部長

熊谷監事
9.21
‘
9.28

稚内農業協同組合、稚内開発振興公社~ 沼川農業協

同組合、 稚内警察署 (交通課 ･庶務課)、 稚内消防

事務組合. 稚内保健所、 北海道税理士会稚内支部~

六岬漁業協同組合、声間漁業協同組合、豊富農業協
同組合、豊富商工会、豊富漁業協同組合、 宗谷漁業
協同組合、 稚内社会保険事務所 (業務課 ･厚生年金
課)、 稚内労働基準監督署、稚内公共職業安定所~
稚内建設協会

9. =
;

9. 14

枝幸町役場 (総務 ･福祉 ･土木 ･水産の各課)、 同

商工会、 同漁業協同組合、 同農業協同組合
中里理事

9. 16
;

9.18

歌登町役場、 同商工会、 同農業協同組合~ 同建設協

会

9, 7
‘
9. 9

浜頓別町役場~ 同農業協同組合~ 同商工会~ 同森林

組合
吉田会員
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支 部 名 訪問年月日 訪 問 先 訪 問 者

宗 谷

62. 9.2 1
'

9.24

利尻町役場、 同商工会、 沓形漁業協同組合、 稚内保

健所沓形支所 津田理事

安田会員9.25
5

9.28

東利尻町役場~ 同商工会、 東利尻漁業協同組合~ 同

森林組合~ 宗谷支庁鴛泊社会福祉事務出張所

網 走

62. 9.28 小清水 ･清里 ･斜里町各役場 橘理事、 井出地区委員長

10･ l 女満別 ･常呂 ･東藻琴各町村役場 橘理事、 池田地区委員長

10. 14 紋別市役所市民課、 紋別商工会議所 山川副支部長~ 鈴木理事

lo , 16 網走市役所、 同農業委員会、 網走支庁、網走警察署 橘理事、 池田地区委員長

10 ,28
雄武町役場総務課、 興部町役場、 興部警察署~ 紋別

警察署
山川副支部長

鈴木理事
10 2 9 遠軽町役場総務課、遠軽警察署、遠軽商工会議所

室 蘭

6 2. 9. l

洞爺 ･大滝 ･壮瞥 ･虻田 ･豊浦各町村役場、 同各町

村商工会~ 同各農業協同組合及び同支所、 伊達市役

所ゞ 同商工会議所、 同農業協同組合、伊達警察署

村上支部長

斉藤理事

9. 3

胆振支庁 (総務課 ･振興課 ･建設指導課)、 室蘭市

役所 (市民課 ･広報広聴課)、 室蘭商工会議所、 室

蘭保健所、室蘭土木現業所、室蘭開発建設部、 室蘭

警察署、 札幌出入国管理局室蘭港出張所、 室蘭民報

社~ 北海道新聞社室蘭支社、 日本放送協会室蘭放送

局、 室蘭建設協会

村上支部長

柴田副支部長

上原理事

9 4
登別市役所 (市民課 ･広報広聴課)~ 登別商工会議

所、 登別建設協会、 登別市農業協同組合

苫 小 牧

6 2.10,16 苫小牧警察署、苫小牧民報社

河合支部長

青柳監察担当理事

早坂監察担当理事

本田車庫担当理事

10.24
苫小牧市役所企画調整部秘書課、苫小牧税務署管理

徴収課

酒井副支部長

林 理事

その他関係官公署、 諸団体、 自動車ディーラー等54

箇所の長に対し文書により協力を要請した。

日 高

6 2,10.28

えりも ･様似 ･浦河 ･三石各町役場、 えりも商工会、

えりも ･様似 ･浦河 ･三石町各農業委員会~ 日高支

庁建設指導課
三上副支部長

伊東(幸)理事

10.29
門別 ･平取各町役場及び同各農業委員会、 沙流土地

改良区
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支 部 名 訪問年月日 訪 問 先 訪 問 者

口 高 62. 10 30

新冠町役場~ 間農業委員会及び向商工会

静内町役場、 同農業委員会及び同商工会、 日高町役

場、 同農業委員会

伊東(幸)理事

三上副支部長

十 勝

6 2. 9. 11

帯広市役所、 十勝支庁、帯広保健所、 帯広土木現業

所、 帯広警察署、 帯広陸運支局、帯広公共職業安定

所、帯広社会保険事務所~ 帯広労働基準監督署~ 北

海道商工会連合会十勝支所、 帯広商工会議所

堀口支部長

瀬尾副支部長

斉藤総務部長

管内各町役場、 商工会及び池田 ･新得 ･本別 ･広尾

各警察署は郵送により協力を要請した。

釧 路

6 2, 9. 3
'

9. 4

標茶 ･弟子届各町役場、 同各農業協同組合、 同各商

工会

東海林副支部長

浜田理事

9 1 6
白糠 ･音別各町役場~ 同各農業委員会~ 同各商工会、

同各農業協同組合、同各漁業協同組合

木崎理事、 木村理事、

茅野理事 -

9.17
鶴居 ･阿寒各町村役場、 同各商工会~ 同各農業協同

組合

木村副支部長

武田理事

9.26
釧路支庁、 釧路警察署、 釧路市役所外関係諸団体17

カ所

東海林副支部長

木村副支部長

根 室

62. 9. l4
5

9. 15

標津 ･羅臼各町役場総務課、 間各商工会、 同各農業

委員会

小牛田支部長

川畑副支部長

9.17

根室支庁 (総務課 ･建設指導課 ･商工労働課)、 根

室市役所 (総務課 ･税務課)、 根室市農業委員会、

根室警察署

小牛田支部長

船屋副支部長

富樫理事

9,18
中標津町役場総務旨課 同商工会、 同農業委員会、 中

標津警察署

小牛田支部長

船屋副支部長

石井理事

9.2 1 別海町役場総務課、 同商工会、 同農業委員会

小牛田支部長

船屋副支部長

木嶋監事

;
'
〆聴
ん
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車庫証明対策特別委員会

1 中央 情勢について

日本行政書士会連合会 (以下 ｢日行連｣ という。) と日本自動車販売店協会 (以下 ｢自販連｣

という。) との車庫証明については~ ｢行政書士法の一部改正｣ と、 これと競合する自販連側の
　 　 　

｢道路運送車両法の一部改正｣ とからみ、 政治問題化している状況にあり、 日行連としては、 自

販連側の強硬な行政書士法改正の反対行動に対し、 自販連傘下ディ- ラーの実施している車庫証

明業務の実施行為を行政書士法違反として告発に踏み切ったことに端を発し、 食々混とんとした

状況にあり、 さらには告発した、 東京等広島~ 福岡の 3 都県の事案は、 いずれも不起訴処分とな

り、 未だ結果の出ていない佐賀、 島根、 愛知 3県の告発についても、 東京、 広島~ 福岡の経過か

らみて不起訴になる公算が高いことから極めて慎重を期している現状にあるが、 一部においては

自動車登録業務についても告発をとエスカレートの気配がうかがえる状況にあり~ 我が会は~ 如

何に行動をすべきか極めて重要な岐路にあるのではないかと考えるところであります。

2 車庫証明対策業務の推進について

昭和62年度は、第28回定時総会において告発を前提として業務の推進をはかることを決議され

たところであり~ 事業計画の推進に当っては、 全道車庫証明の実態を把握することが緊要である

ことにかんがみ、 諸調査を行う等積極的に活動を進めてきたところであります。 しかるに~ 各調

査の実施状況は次表のとおりであり、 昭和61年度年計報告による車庫証明件数 73,284件に対し、

今回調査を実施した昭和62年度車庫証明実施件数は l2,349件であり、 最近は多少増加の傾向に

あると言われているなかにおいて、 前記年計報告と対比すると極めて不本意な数値と言わざるを

得ない結果に終ったことは、 第28回定時総会において、 近年稀に見る真剣に討議が行われたにも

かかわらず、 十分な会員の理解と認識が得られなかったことは、 誠に残念なことと思料されます。
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諸調査の実施状況及び結果の概要

件 名 年 月 日 番 号 宛 先 提出期限 調 査 結 果 摘 要

1. 由 : ….…誘致拡大特
別月間の実施について

昭和62年 9月26日付
北行第 l49 号

各支部長 11月 20日 (1) 陳情実施 11支部
② ディーラー訪問 10支部
(別 街頭宣伝 1支部
(4 ) チラシ配布 2支部

10月 1カ月間

2.
古市翻 狄び… -
査の実施について

昭和62年 9月26日付
北行第 1め 号

各 支部長 10月 15日 田 実 施支部 l支部
(2} 未実施支部 13支部 塁8後室瘡9カ月間

3. 車庫証明業務の実施調査
について

昭和62年 9月26日付
北行第 151 号

会 員 10月 15日 0 実施している 238名
物) 実施していない 70名
圏 回 答 計 310名
副 実 施件数 14,454 件

皇8弱め9カ月間

4. 自動車登録事務代行セン
ターに係る調査について

昭和62年10月 19日付
北行第 161 号

車庫証明対
策特別委員
会委員

11月 15日 自販連支部 7カ所
登録代行センター 6カ所
(注 旭川目販支部は未設置)

5, 自動車登録 ･車庫証明業
務等の実態調査について

昭和62年10月19日付
北行第 162 号

自動車登録
･車庫証明
業務実施者

11月 15日 田 登 録 実施している 70名
実施していない 130名

物) 車庫証明 実施している 116名
実施していない 124名

侶) 実施件数 12,349 件

塁監査幻1ヵ年間

< 参考> 最近における年計報告による車庫証明の実施状況

年 提 出 率 取 扱会員 件 数

5 9 9 L 4 % 116 人 41,3鱒
件

6 0 94.5 180 60.欲“

6 l 91.6 182 73,お4

6 2 ( 51.2 ) ( L07 ) ( 43,668 )
(注) 昭和62年年計報告は中間で取り

まとめた数字である。



3 告訴 ･告発について

このことについては、 第 1回委員会において検討、 協議し、 各支部において 1 ~ 3 件の資料収

集を行い本会に提出することに決定し、 第 3回理事会及び第 2回支部長会に報告し、 協力方を要

請 したところでありますが、 資料の提出のあったのは l支部で、 他支部は、継続中です。

提出のあった 3件については、 さる 4月14日に開催した本年度第 1回委員会において検討した

ところでありますが~ 過般日行達が行った告発事案の結果及び先般日行連が出した ｢告発に対す

る基本方針 (63 3 .16 日行連発第 68 号)｣ 等を検討した結果、 さらに添付資料の必要性が考えら

れ、 一部再調査を要することから、 さらに提出支部において補充調査を行うこととされたため、

引続いて継続審議とすることに決定されました。
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昭和62年度車庫証明対策特別委員会事業実施状況

事 業 区 分 実施年月 n 実 施 状 況

1, 委員の委嘱

関 係

62. 7. l 総会で告訴 ･告発を前提として対策要綱に基づき活動することに決定し

た。

委員の構成については、総会で委任されたので、各支部長から推せんを

得て7月 l日会長が発令した。

2. 会 議関 係 62. 7,16 第 1回委員会 ‘

委員会で正副委員長を構成員のうちから互選した。

q ) 重点地域 (札幌圏) の対策にならって、 各支部も歩調を合せ対策を

推進する。

俊) 官公署又は自販連との折衝を進める。

(勧 業務誘致に努める。

(4) 雇用行政書士を対象として違反行為を調査する。

(勧 告発については、 各支部 1 ~ 3件を収集して検討する。
6 2. 9.18 第 2回委員会

の 道警本部長、 警察署長等に ｢車庫証明業務の正常化について｣ の陳

情を行う。

(2) 自販連等自動車団体に ｢業務の正常化推進についてのお願い｣ の文

書をもって業務誘致を行う。

は) 業務誘致状況調査を行う。

齢 業務の実態調査を全会員に対して行う。

同 業務誘致拡大特別月間を10月に設定した。

( 6 2, 9,25 ) 前委員会の決定事項について、 9月25日の支部長会議に説明し、 支部長

の協力を得て進めた。

63, 2, 4 第 3回委員会

m 調査資料の結果について説明

(a 63年度の委員会のあり方

(3} 63年度の事業計画及び予算

委員は積極的に支部活動に参画協力して~ 委員会の目的が達成されるよ

う活動を展開する。

3. 業 務関 係 62.10. 2

5
63. 1. 6

陳情及び要請の実施

･道警本部 (交通部交通規制課)

10月 2 日 後平副会長、 本間委員長

12 ー }
本間委員長、鳥井副委員長

]2 3日 j
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事 業 区 分 実施年月日 美 ･施 -
- 状 況

12月 25 u 後平、 五 1･嵐副会長、 本間委員長

1月 6 日 正副会長、 本間委員長

･自販連、 中古販

10月 6 日 五十嵐副会長、 鳥井副委員長

10月 14日 同 上

10月 31日 本間委員長、 鳥井副委員長

12月 l 日
. 同 上

12月 3 日

12月 25日 後平、 五十嵐副会長、 本間委員長

1月 6 日 正副会長、 本間委員長

2 月 17日 本間委員長、 鳥井副委員長

63. 2, 4 第 4回委員会

車庫証明業務について 5項目にわたる調査資料を集収、 整理をした。

犯
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第 2号議案 昭和62年度一般会計収支決算報告について

(別 記 1 )

会則第75条第 1項の規定により昭和62年度一般会計収支決算の承認を求めます。

第 3号議案 昭和62年度特別会計収支決算報告について

(別 記 1 )

会則第75条第 1項の規定により昭和62年度特別会計収支決算の承認を求めます。

監 査 報 告

会則第75条第 2項の規定“こより監査の結果を報告します。 (別 記 2 )
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第 4 号議案 昭和63年度事業計画について

昭和63年度事業計画 (案)

基 本 方 針

･ 行政書士の地位の向上

･ 会 員 の 和 と 団 結

･ 健全財政の保持

総 務 部

1 会 員 の 品 位 保 持

登録時及び会報等あらゆる機会を通じ、 品位保持の P R に努める。

なお、 雇用 行政書士の疑いのあるものについては~ その実態の把握をするとともに排除に努め

る。

2 登録事務の適正化

｢登録調査委員会｣ の機能を充分に発揮して登録事務の適正化を図る。 特に登録変更の申請の

促進に努める。

3 官公署等の連係強化

関係ある官公署等と常に連係を保ち、協調を深め、 業務の円滑化を図る。

4 他士業会との情報交換及び連係の保持

司法書士会~ 税理士会及び社会保険労務士会と連係を保持し、 意見、情報等を交換し、 業務の

円滑化を図る。

5 会務活動に対する傷害保障制度の継続

前年度と同様、監察キャンペーン活動を対象として引続き実施する。
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経 理 部

1 健 全 財政の確 保

収入の確保と支出にあっては、 適正な経費の執行に努め、 健全財政の保持を図る。

会費滞納の回収に努め、 長期滞納者に対しては、強制執行の措置をとるよう進める。

2 支部交付金の増額

支部交付金配分数値の会員割を改正し、 支部交付金の増額を図る。

企 画 部

1 法令の研究と業務の改善

業務に関する法令等の制定又は改正内容を研究し、 会員への周知を図る。

2 会 報 の 発 行

会報 ｢行政ほっかいどう｣ は、 隔月 ( 5、7、9、11、 1、3 の 6回) に発行するほか、 急を要す

るものについては随時速報を発行する。

特に~ 編集にあたっては、 内容の充実を期し、 事例研究欄を設けるなど創意工夫により会員と

会との意思の疎通に努める。

3 対外啓発及び広報

= 新聞広告による啓発

(2) 支部対外啓発広報の助成

圏 コマーシャルメッセニジの募集
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4 行政事務手続無料相談事業の開催促進

行政書士業務の周知を図るため、 支部会員と地域住民との面接による無料相談事業の実施を奨

励し、 実施支部に対しては次により助成金を交付する。

助 成 基 準

･随時開催するもの…… 1支部につき 5 万円以内を助成する。ただし、 1支部で 3 回以上

開催する場合は 8 万円以内とする。

･道年開催するもの……毎週 1回以上開催するものを基準として、 1支部につき12万円以

内を助成する。

業 務 研 修 部

1 支部業務研修会又は研究会の推進

(1) 地域に即した研修会及び研究会の実施は、 支部において企画し実施することが最も効果的で

あるので~ 次の基準により助成金を交付し、 支部研修会又は研究会の開催を推進する。

(幻 次の研修会又は研修科目は~ 必ず実施するものとする。

(ァ) 新入会員研修会

“) 会員の品位に関する科目

支 部研修会等の助成基準

･講師又は助言者謝礼

部外講師又は助言者 15○00円以内 (弁護士等は~ 倍額とすることができる。)

部内講師 1OP OO円以内

･ 会 場 費 7 P OO 円 (札幌支部は 10, 000 円とする。)

･受講者助成 受講会員 1人につき 600 円

淵 研究会の助言者謝礼は、 1名分に限り助成する。
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2 全道業務研修担当者会議の開催

3 業 務 資 料 の 作 成

(1) 業務資料を会報に掲載し又は別に作成配布する。

(21 日本行政書士会連合会で開催する中央研修会の講義を録音し、 会員研修用教材としてテープ

を貸出しする。

4 専門者名簿の作成及び専門者間の交流

5 専 門 部 会

運輸交通部会、 建設労務経理部会及び民事農地風俗衛生部会の 3専門部会が、 必要に応じて対

応できる態勢をととのえ推進する。

監 察 部

職域の確保と非行政書士行為の排除

l 監察強調月間の設定と監察キャンペーン活動の展開

各支部は、 8月から 9月までの間において監察強調月間を設定する。

各支部は、 この月間中に地域内の市役所、 町村役場、 警察署、 保健所及び商工会等を分担して

訪問し、 行政書士制度の理解を深めるとともに非行政書士行為の発生防止についての要請活動を

展開する。 本会は~ これに必要なポスター等の物件を予め支部へ送付する。

2 ｢行政書士 110 番｣ の開設

本会は、 各支部と協力して ｢10月 1日の法の日｣ にあわせ、 ｢行政書士 110 番｣ を開設し、 住

民からの苦情~ 相談等に応じ~ 制度の普及啓発を図る。
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3 全道監察担当者会議の開催

10月中に支部監察担当者と本会監察担当役員による金道監察担当者会議を開催する。

4 官公署、 他士業並びに諸団体対策

非行政書士行為防止のため全道組織体等に対しては、 本会において必要な対策活動を随時展開
するとともに、 各支部においてもこれに準じて実施するものとする。

5 調 査 活 動 の 強 化

‐違反事案の疑いが発生したときは、 本会に報告するとともに支部と提携して調査活動を活発に
実施し、 積極的に法違反の防止を図る。

6 違 反 事 .案 の 処 理

行政書士法違反事案が発生したときは、 本会と支部は連携を密にし~ 支部又は本会において注
意、 勧告、 警告及び告訴 ･告発の措置をとる。
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第 5号議案 昭和63年度一般会計収支予算について

(別 記 3 )

会則第72条の規定により議決を求めます。

第 6号議案 昭和63年度特別会計収支予算について

(別記 3 )

会則第72条の規定により議決を求めます。

第 7 号議案 役員の補欠選任について
爬ず

会則第l5条第 2項の規定により理事 2 名の補欠選任を求めます。

(別 記 3 )

圓 閉 会 の こ と ば (副会長 米 倉 博)
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車庫証明対策特別委員会

1 中央情勢の動向に対応して、 車庫証明業務の推進を図る。

2 各支部は、 それぞれ車庫証明業務の重要性を認識し、 特に札幌圏は、 全道的指標と

なるので諸対策を強力に実施する。

3 本会は、 全道的立場から必要により、 自販連又は関係官公署等と折衝に努める。

4 支部は、 車庫証明業務取扱会員 (以下 ｢会員｣ という。)の指導、 地域自販連との折

衝にあたるとともに業務誘致に努める。

5 会員は、 ｢車庫証明業務推進対策要綱 (昭和61年 8月29日改正)｣ を遵守する。

6 会員の違反行為については、 事実関係を調査のうえ、 積極的に指導、 勧告等により

排除する。
m 違反している会員に対しては~ 支部において違反行為をやめるよう指導、 勧告する。

(2) 支部勧告に従わない会員に対しては、 支部長からの報告により、 本会において再勧告する。

圏 本会の勧告に従わない会員に対しては、 綱紀委員会に調査を付託する。

7 車庫証明業務の違反行為に対しては、 関係団体等に警告するとともに警察機関に防

犯指導について要請する。

8 車庫証明業務違反に対する告発については、 中央情勢の動向を見極めて、 総会の議

決にもとづき、 理事会の承認を得て実施する。
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参 考 資 料

m 会議の開催状況調

圃 監査執行、 行政書士登録資格調査状況調

図 支部総会の開催状況調

翅 会員異動数調
　

　

回 会員数の代議員数調

圏 補助者使用会員数調

囮 昭和61年分年計報告提出状況調
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m 会 議 の 開 催 状 況

1 総 会

昭和 62. 5 3 1 ホテルアカシヤ (第28回定時総会)

(総会付議事項、役員 ･綱紀委員の選任)

2 臨 時 総 会

昭和 62. 6. 8

3 理 事

北海道婦人文化会館

会

(会則の一部改正(報酬額)、 昭和61年度一般会計補正

予算の報告(退職手当))

昭和 62. 5. 9 ホ テ ル ニ ュ ー フ ロ ンティ ア (施行規程第40条の 2の別表改正、 支部規則 (

62. 5.25

62. 6. 5

(書 面 議 決)

雪印健保会館

準則) の改正、 会費滞納処分事務処理要領の制定、 研修

会開催要領の制定、 ｢事務連絡等交付金｣ 制度について、

車庫対策特別委員会のあり方、 第28回定時総会議案、 日

行連総会の代議員の選出)

(前事務局長野田幸彦氏の顕彰)

(副会長の会長代行順位及び分掌事項、 常任理事の互選、

各部担当理事の決定、 車庫対策特別委員会委員の選出、

日行達総会の代議員の選出、 日行連総会の意見要望提出、

顧問委嘱、 各専門委員の委嘱、 各部の事業実施計画~ 次

期総会の日程)

62. 7.29 ホ テ ル ニ ュ ー フ ロ ンティ ア (昭和62年度事業実施計画、 日行連総会に対す

62.1L 18

る要望等、 会費滞納者対策、 会費納入方法の現状、 業務

専門者名簿の作成、監察強調月間の実施、 車庫証明対策、

次期総会の日程変更、 委員等の委嘱発令、 支部からの提

案事項)

(行政書士の顕彰制度、 昭和62年度予算経理状況、 会費滞

納整理経過、 会費自動払込 (郵便局)秀-l用状況調、 昭和

62年度上半期事業実施に伴なう監査講評とその対応、 本
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会会報及び社労士会会報記事の対応、 行政書士の品位保

持、 綱紀委員会のあり方~ 自動車関係告発にかかる不起

訴処分、 昭和63年度事業計画及び予算(案)の策定、 昭和

62年年計報告の特別調査項目)

19
昭和 63. 2. ‘ 北海道婦人文化会館 (常任理事の辞任、 道からの指導、 l月末現在事業美

20
施状況、会員異動状況、 自動車団体の事務所所在地の変

更登録の取扱い、 会議開催状況、 収支予算執行状況、 会

費収納状況、 不納欠損決定、職員の 4 週 5休の試行、 昭

和63年度の事業計画及び予算要求の考え方~ 車庫証明対

策)

4 常 任 理 事 会

昭和 62. 4 8 本 会 会 議 室 (決算予備監査講評の対応、中間監査講評に対する報告書

の遅延、 第 2回報酬額改訂検討会結果)

" 6 2 . 5 , 7 " (第 1回常任理事会議題結果、第28回総会議案、 日行連総

会の代議員~ 議事運営委員の選出、支部長会議案、臨時総

会議案、理事会議案)

" 62. 5 1 3 大通公園ホテル (定時総会の進め方、 日行連総会等について~ 決算監査)

29
･ ･ . ･

ホ テ ル ニ ュ ー フ ロ ンテ ィ ア (定時総会について)" 6 2 . 5 ･ 5
30

" 62. 7 1 7 本 会 会 議 室 (昭和62年度事業実施計画、 日行連総会の要望、 会費滞納

者対策、 会費納入方法の現状、 業務専門者名簿の作成、

監察強調月間の実施、 車庫証明対策、 支部長会 ･理事会

の日程)

" 62. 9.24 “ (会費滞納者の滞納処理経過、 支部交付金の検討経過、 専

門的取扱業務の報告、 行政無料相談、 道収入証紙の消印、

貸金業協会経由)

" 62.11,17 ホ テ ル ニ ュ ー フ ロ ンテ ィ ア (行政書士の顕彰制度、 昭和62年度予算経理状

況~ 会費滞納整理経過、 会費自動払込 (郵便局) 利用状

況調、 昭和62年度上半期事業実施に伴なう監査講評とそ

の対応、本会会報及び社労士会会報記事の対応、 行政書
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士の品位保持、 綱紀委員会のあり方、 自動車関係告発に

かかる不起訴処分、 昭和63年度事業計画及び予算(案)の

策定~ 昭和62年年計報告の特別調査項目)

18
昭和 63, 2. 5

19
北海道婦人文化会館 (常任理事の辞任、 道からの指導、 1月末現在事業実

施状況、 会員異動状況、 自動車団体の事務所所在地の変

更登録の取扱い、 会議開催状況、 収支予算執行状況、 会

費収納状況~ 不納欠損決定、 職員の 4週 5 休の試行、 昭

和63年度の事業計･画及び予算要求の考え方、車庫証明対

策)

5 ･正 ･ 副会長会議

昭和 62. 6. 4 本 会 会 議 室

62. 8.17

62,10.19

62. 11 6

(副会長の会長代行順位及び分掌事項~ 常任理事の互選及

び担当理事、 日行連総会の代議員の選出、 車庫対策委員

の選出、 顧問の委嘱、 各専門委員の委嘱、 各部の事業実

施計画、 定時総会の意見 ･要望の対応、 監査報告書の対

応)

(建設業法の一部改正に伴なう行政書士業務の影響. 行政

書士の顕彰における知事表彰、 支部長からの提案事項 (

顧問の委嘱))

(函館支部会員から会報 9月号掲載内容についての質問、

中間監査講評)

(自動車関係告発にかかる不起訴処分、 会費滞納整理経過、

社労士会会報記事の対応、 昭和63年度の事業計画、.昭和

62年年計報告の特別調査項目、理事会等の開催日程及び

議題)

6 支 部 長 会

昭和 62. 5. 8 北海道婦人文化会館 (臨時総会に付すべき事項、 第28回定時総会議案、 車

庫対策委員会のあり方、 支部規則 (準則) の一部改正、

会費滞納処分事務処理要領、 研修会開催要領、 支部提案

事項)
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昭和 62. 7 2 8 ホテル新定山渓

" 62. 9 2 5 雪 印健 保会館

(昭和62年度事業実施計画、 会費滞納者対策、 会費納入方

法の現状、 業務専門者名簿の作成、 監察強調月間の実施、

車庫証明対策、 委員等の委嘱発令、 支部提案事項)

(会費滞納者の滞納処理経過~ 専門的取扱業務の報告、 行

政無料相談、車庫証明対策、 道収入証紙の消印、 貸金業

協会経由)

62.12. 4 ホ テ ル ニ ュ ー フ ロ ン ティ ア (行政書士の品位保持、 綱紀委員会のあり方、

会費滞納整理経過、 会費自動払込 (郵便局) 利用状況、

本会会報及び社労士会会報記事の対応、 専門的取扱業務

の資料のまとめ状況、 葉研 ･監察担当者会議結果、 自動

車関係告発の不起訴処分~ 車庫証明の実態調査の状況~

昭和63年度事業計画及び予算(案)の策定方~ 昭和62年年

計報告の特別調査項目)

26
63. 2. ‘

27
北農健保会館 (常任理事の辞任、道からの指導~ l月末現在事業実施状

況、 会員異動状況、 自動車団体の事務所所在地の変更登

録の取扱い、 会議開催状況、 収支予算執行状況、会費収

納状況、 不納欠損決定、 会費滞納者 (9カ月以上) 支部

別内訳、 職員の 4週 5休の試行、 昭和63年度の事業計画

及び予算要求の考え方、車庫証明対策)

7 部会及び委員会

(l) 総 務 部 会

昭和 62. 6, 5 雪 印健保会館 (定時総会における意見 ･要望の対応、 事業計画 (登録事

務の適正化、官公署等の連係強化、 会務活動に対する傷

害保障制度の継続)、 行政書士の違法行為、 日行連代議

員の質問事項)

" . 6 2 . 1 1. 18 ホ テ ル ニュ ー フ ロ ンティ ア (昭和62年度会員異動状況、 行政書士の顕彰制

ノリ 63. 2. 4 エ ル ム 会 館

度、 中間監査講評の対応、 行政書士の品位保持、綱紀委

員と代議員の兼職~ 昭和62年度事業の実施状況、 昭和63

年度事業計画及び予算(案))

(昭和62年12月末現在事業実施状況、 会員異動状況~ 自動

車団体の事務所所在地の変更登録取扱い、 会議開催状況、
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会費滞納の不納欠損決定、 昭和62年度収支予算執行状況、

支部別会費収納状況~ 旅費支給内容変更に伴なう額の比

較検討、職員の 4週 5休方式の試行、 会則施行規程の改

正検討、 昭和62年度事業報告及び昭和63年度事業計画の

考え方、 昭和63年度予算要求の考え方)

惚 T 経 理 部 会

昭和 62. 6. 5 雪 印健保会館

6 2. 7.14 本 会 会 議 室

62. 9. 17

(定時総会における意見 ･要望の対応、 同監査報告の対応、

事業計画 (健全財政の確保)

(事業実施計画、支部交付金制度内容の見直し、会費自動払

込制度のあり方、 会費滞納者の対策)

(会費滞納者の整理方法、 支部交付金制度内容の検討)

62.1l.18 ホ テ ル ニ ュ ー フ ロ ン テ ア (昭和62年度予算経理執行状況、 支部別会費収納

63. 2. 4 エ ル ム 会 館

状況、 会費滞納整理経過、 会費自動払込 (郵便局) 利用

状況、 旅費の支給事務の是正、 中間監査講評の対応、 昭

和62年度事業の実施状況、 昭和63年度事業計画及び予算

(案)) -

(昭和62年度12月末現在事業実施状況、 会員異動状況~ 自

動車団体の事務所所在地の変更登録取扱い、 会議開催状

況、 会費滞納の不納欠損決定、 昭和62年度収支予算執行

状況、 支部別会費収納状況、 旅費支給内容変更に伴なう

額の比較検討、 事務連絡等交付金の支給検討、 職員の 4

週 5休方式の試行~ 会則施行規程の改正検討、 昭和62年

度事業報告及び昭和63年度事業計画の考え方、 昭和63年

度予算要求の考え方)

(3) 総務経理合同部会

昭和 63. 2. 5 エ ル ム 会 館 (昭和62年度12月末現在事業実施状況、 会員異動状況、 自

動車団体の事務所所在地の変更登録取扱い、 会議開催状

況、会費滞納の不納欠損決定、 昭和62年度収支予算執行

状況~ 支部別会費収納状況、 旅費支給内容変更に伴なう

額の比較検討、職員の 4週 5 休方式の試行、 会則施行規

程の改正検討、 昭和62年度事業報告及び昭和63年度事業
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計画の考え方、 昭和63年度予算要求の考え方)

“) 企 画 部 会

昭和 62. 6 5 雪 印健保会館 (定時総会における意見 ･要望の対応、 事業計画 (法令の

研究と業務の改善、 会報の発行~ 業務の啓発宣伝、 報酬

額の改定))

" 6 2 . 8 , 8 本 会 会 議 室 (法令の研究と会員への周知、 会報の編集発行、 新聞広告

今後の課題、 行政事務手続無料相談、 報酬額の研究)

" 62. 1l.18 ホ テ ル ニ ュ ー フ ロ ンティ ア (昭和62年度事業の実施状況、 中間監査結果の

対応 昭 和63年度事業計画及び予算(案)、 業務の啓発宣 ぽ
伝)

" 63. 1 28 大通公園ホテル (昭和62年度事業の実施状況、 昭和63年度事業計画及び予

算(案))

(勧 業 務研修部会

昭和 62, 6. 5 雪 印健保会館 (定時総会における意見 ･要望の対応、 事業計画 (支部研

修会、 研究会の推進、 金道研修会の開催、 業務資料の作

成、専門部会の充実強化))

" 62 . 9 . 10 本 会 会 議 室 (専門的取扱業務の報告、 建設業法の一部改正、 道路運送

車両法施行規則の一部改正~ 全国研修会)

17 本 会 会 議 室
" 62 ･ 1l. 5

l8 ホ テ ル ニ ュ ー フ ロ ンテ ィ ア (専門的取扱業務の報告取りまとめと活用方、

昭和62年度事業の実施状況、 中間監査講評の対応、 昭和

63年度事業計画及び予算(案))

" 63, 1.27 本 会 会 議 室 (昭和62年度事業の実施状況、 昭和63年度事業計画及び予

算(案))

" 6 3 , 3 . 18 (全道支部業務研修担当者会議、 専門部会~ 業務の専門者

間の交流、 これら三つのもつ性格及び差異について、 専

門者間の交流に関する具体的活動について、 専門者の代

表による会議の開催)

(6) 支部業務研修担当者会議

昭和 62,10.20 エ ル ム 会 館 (業務研修の現状と今後のあり方、 業務研修のあり方の分
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析、 新人会員研修の進め方~ 新人会員研修の実施結果~

業務研修の方向~ 意見発表)

“) 監 察 部 会

昭和 62 6 . 5 雪印健保会館 (定時総会における意見 ･要望の対応~ 事業計画 (職域の

確保と非行政書士行為の排除、 監察強調月間の設定とキ

ャンペーン活動の展開、 官公署 ･他士業並びに諸団体対

策、 調査活動の強化~ 違反事案の処理)、 全道監察担当

者会議の開催)

" 62. 7.10 本 会 会 議 室 (監察強調月間実施要綱、 月間に使用する広報資材、 道及

び関係団体に対する協力要請、 企画部との協力、 事業実

施計画)

" 62.11 18 ホ テ ル ニ ュ ー フ ロ ン ティ ア (昭和62年度事業の実施状況、 中間監査講評の

対応、 昭和63年度事業計画及び予算(案)、 監察活動の啓

発)

“ 63. L 28 大通公園ホテル (昭和62年度事業の実施状況、 昭和63年度事業計画及び予

算)

(8) 企画 ･監察合同部会

昭和 63, 1 2 8 大通公園ホテル (業務の啓発宣伝 (電柱広告、 T V 放映~ 新聞広告~ 立看

板))

{9 ) 全道監察担当者会議

昭和 62. 11.10 雪 印健保会館 (監察部事業の中間報告、 事業の推進状況、 強調月間の実

施状況、 各支部の監察活動状況、 監察活動の反省点)

(鴎 綱 紀委員会議

昭和 62. 6. 5 雪 印健保会館 (委員長の互選、 委員長代行順位、 委員の職務)

" 62. 1L 13 本 会 会 議 室 (雇用行政書士問題、綱紀委員会のあり方)

(1D 役員 ･綱紀委員合同会議

昭和 62. 6. 5 雪印健保会館 (理事会の決定事項、 監事会の結果、 綱紀委員会の結果の

報告)

(職 車庫証明対策特別委員会

昭和 62, 7.16 北海道婦人文化会館 (定時総会における意見の要望の対応、事業実施計画
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(中央情勢の対応、重点地域対策、自販連又は官公署との

折衝、 業務誘致、 違反行為に対する措置))

昭和 62. 9.18 北海道自治会館 (陳情書、 通告書(案)、 各地域の業務の実施状況、 業務誘

致の状況調査、 業務の実態調査、 業務誘致拡大月間の実

施、 違反容疑に係る調査)

" 63. 2.15 ホ テ ル ニュ ー フ ロ ンティ ア (中央の動向、 昭和62年度事業の実施状況~ 業

務の実態調査結果 (6項目)~ 昭和63年度委員会のあり

方~ 昭和63年度事業計画及び予算(案))
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璽 監査執行、 行政書士登録資格調査状況調

1 監 査

昭和 62. 5. 13 本 会 事 務 局 (前年度決算監査)

15
" 62.10. ; (中間監査)

16

23
" 63. 3. ‘ { 決算予備監査)

24

2 行政書士登録資格調査委員会

委員会開催
年 月 日 調 査 件 数 登録することを適

当と認める件数
登録することに疑
問がある件数

登録することを不
適当と認める件数

昭和 62. 4.2 3 ]3
件

13
件

0
件

o
f7-;

〃 5.22 9 9 0 0

イン 6.26 5 5 0 0

" 7.30 3 3 0 0

" 8 2 8 8 8 0 0

" 9.29 2 2 0 0

“ lo.29 5 5 0 0

ノン 1l.27 5 5 0 0

ノン 12.26 4 4 0 0

昭和 63. 1.29 8 8 0 0

" 2.29 10 10 0 0

" 3 3 1 4 4 0 0

計 76 76 0 0

(注) 63.3,31調査の4名は63年度登録となる。
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図 支部総会の開催状況調

昭和63年 3月3l日現在

支≧梁分 開催年月日 総 会
構成員数 出席者数 特 殊 議 題

札 幌
昭和
62 5.16

人
589

75 人

( 262 )
役員改選、 代議員選任~ 支部規則改正

函 館 6 2 , 4 , n 152
55

( 0 ) 役員改選、 代議員選任

小 樽 62. 5,16 76
23

( 64 )
役員改選

空 知 - 62 6. 7 118
34

( 77 ) 役員改選

旭 川 62, 5 , 24 137
31

( 6 1 )
役員補欠選任

留 萌 62. 6 . 7 18
10

( 13 ) 役員改選~ 代議員選任

宗 谷 62. 5 .2 3 12
8

( 11 )
役員改選

網 走 62. 5.27 28 24 役員改選

室 蘭 62, 5 , 9 56
26

( 40 )
役員改選

苫 小 牧 62. 6.20 59
24

( 44 ) 役員改選

日 高 62. 5 . 10 l8
=

( 16 )
役員補欠選任

十 勝 62. 5 .2 2 136
31

( 100 )

釧 路 62, 6.13 63
24

( 46 )
代議員選任、福祉年金、支部規則改正

根 室 62. 7. 5 19
12

( 0 ) 弔慰規程改正

注 1 総会構成員数は、 代議員制を採用している網走支部は代議員の定数、 その他の支部は会員

数による。

2 出席者数の ( ) 内は、 委任による出席者を含めた数を示し、 ( ) 外は、 出席実人員を

示す。
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図 昭和62年度会員異動数調
昭和63年 3月31日現在

支部名
,

H1
入 会 及 び 転 入 出 退 , 会

本年度末
会 員 数会 員 数 入 会 転 入 転 出 計 廃業等 死 亡 計

札 幌 59 1 人 42 人 3人 2 人 43 人 43 人 8 人 51 人 583 人
函 館 152 8 0 0 8 8 0 8 152

小 樽 76 2 0 11- 5 2 7 70

空 知 = 7 6 0 0 6 2 11- 3 120

旭 川 137 6 0 0 6 5 0 5 138

留 萌 18 ｣1･I▲ 0 0 1 0 1 1 18

宗 谷 l2 0 0 0 0 0 0 0 12

網 走 128 ず--- 0 0 1 9 1 10 119
室 蘭 56 2 0 0 2 2 1 3 55

苫 小 牧 59 0 0 0 0 5 1 6 53
日 高 18 0 0 0 0 0 0 0 18

十 勝 139 10 0 0 10 11 2 13 136

釧‐ 路 64 2 0 3 3 2 6 62

根 室 l9 0 0 寸--▲ △ 1 0 l 1 17

脅す‐ 1 586 80 4 4 80 93 20 113 1.553

注 昭和62年度中の会員異動を示す。

團 会 員 数 o 代議員数調
昭和63年 4月 1日現在

支 部 名 会 員 数 代 議員数 支 部 名 会 員 数 代 議員数
札 幌 583 人 20 人 室 蘭 55 人 2 人
函 館 l52 6 苫 小 牧 53 2

小 樽 70 3 日 高 18 ノー.Î

空 知 120 4 十 勝 136 5

旭 川 138 5 釧 路 62 3

留 萌 18 1 根 室 17 1

宗 谷 12 1

網 走 ll9 4 計 1.553 58

会 則 抜 粋

(代議員の選出)
第4l条 代議員は、 毎年 4月に~ 当該年の 4月 l日現在の会員数に基づき、 各支部で選出する。
第42条 代議員の数は、会員30人につき 1人とする。
2 会員の数に30人未満の端数を生じたとき又は会員の総数が30人に満たないときは、 その端数又は総数につ
き、 代議員 1人とする。
(構 成)

第58条 綱紀委員会は、委員10人以内で構成する。
2 委員は. 総会において、会員のなかから選任する。
3 委員は、 本会の役員並びに支部長及び代議員と兼ねることができない。
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圓 補助者使用会員数調
昭和63年 3月31日現在

※ 補助者を
]名使用
している
会 員 数

補助者を
2名使用
している
会 員 数

補助'者を
3名使用
している
会 員 数

補助者を
4名使用
している
会 員 数

補助者を
5名以上
使用して
いる
会 員 数

計

会員数に
対する柿
助者使用
会員数の
割 合

札 幌 82 人 27 人 19 人 11 人 9 人 148 人 25 %

函 館 14 8 2 3 28 18

小 樽 l2 4 2 0 19 27

空 知 17 6 3 114 2 29 24

旭 川 20 7 0 0 28 20

留 萌 3 2 0 0 0 5 28

宗 谷 2 11- 0 0 1 4 33

網 走 18 4 0 2 3 27 23

室 蘭 5 3 2 0 1 11 20

苫 小 牧 6 4 1 0 0 = 2 1

日 高 2 0 0 0 0 2 =

十 勝 22 8 4 5 40 29

釧 路 13 11- 0 2 0 16 26

根 室 11･ 0 0 0 0 1 6

計 2 17 68 37 22 25 369 24

準ぜ

団 昭和61年分年計報告提出状況調
昭和63年 3月31日現在

区 分

提 出 状 況 業 務 取 扱 い状 況

摘 要報 告 義
務 者 数

A

提出者数
B

未 提 出
者 数

C

提出奪
A
講駿

D

非業務取
扱 者 数

E

D

B F

札 幌 526 人 474人 52人 90,1
% 353人 121人 74.5

%

函 館 136 121 15 89.O l03 18 85 1

小 樽 84 80 4 95.2 68 12 85.O

空 知 107 98 9 9 1.6 82 16 83,7

旭 川 127 蛙4 13 89.8 97 17 85.1

留 萌 18 17 94.1 l7 0 1n n o

宗 谷 13 13 0 100･0 10 3 76 9

網 走 12 1 116 5 95･9 10 4 12 89 7

室 蘭 52 49 3 94 2 45 4 9l.8

苫 小 牧 55 52 3 94.5 39 13 75.O

日 高 17 16 94 1 16 0 100･0

十 勝 124 u 8 6 95 2 98 20 83. l

釧 路 58 50 8 86 2 43 7 86.O

根 室 19 16 3 84.2 10 6 62.5

合 計 1,457 1,334 123 91.6 l,086 249 81.3
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第29回定時総会会場案内図

公立学校共済組合

ホ テ ル ア カ シ ヤ

鯖( 011 ) 52 1 一 5 2 1 1
札幌市中央区南12条西 1 丁目西向⑩

⑩⑩◎ 圈易
⑧ 線

地下鉄南北線

幌平橋駅から徒歩 5分

中島公園駅から徒歩 8分

ススキ/

札幌 す
東急ィン

地

下

市 鉄

ススキノグリーン
ホテル1

韓
　　　

市
ノ
ー

　 　 　　
　　 　　

中の島駅
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別冊 1
昭和62年度一般会計収支決算

款 項 目 師 当初予算鰯 檮正予算甑 予算現額 凋 定 額 収入済額不耕欠損額収入水済朝予算現鱗に
対する墹癬 説 明

- 会 費
F

9も332,000 ‘ P
94.332,000

円
10銭健0.050

F
94.083,280 1,和も,050

円
1G48L720

円
ハ第0,720

-会 費 ′ 94,3aaの0 0 94,332.om 1僻,i瓦,050 別,0“診即 も605,0,恥 lq416l、720△筏8,720 ･

m現年度分 現年度会費 86.α23,000 0 郭,023,000 94,脳1,000 B7,846,700 時,皿 6,429,300△ 1763の収納率 93江劣

‘トン) g ‘軸u全 6,知9、000 0 6,期,節 = ,7m,0脚 6‐2l6‐田b 1,5ぬ050 4,032 420△ 92,420収階率 527%稲柄韻越会戦

2 入 会 金
.･′U

&節0,000

3 5⑪,000 8
法5叩0皿

3,5m 皿

4JOO0,000

4000,GOO

、000.000
一̂. ^

0 0 500,00O
し
4,⑪,桝

し̂ ^
o 0 め0,GOO

出入 会 金 入 会 金 3,500,OM 0 3,めqooo 4,のOJOOO &のo.… 0 0 5凹,GOO 50の明り×80l5

3説銭講鑿 気321.000 0 4,321,00O d作36,000 d,43G,000 0 0 1-5,000

壗期交鰹

n)教 祖 金 特 別会計
目 刺 金

432I,000 0 礼32Lom 4.雛第,000 4月邸粉の 0 0 =5,の0

1,160,000 0 1･l60･ほめ 1,I側,duo 1,1印,00O 0 0 0

乾縣 助 命道 補助金 2幻鱒,0の 0 2,伽QOOO 1,蜘,剱 l.眺め,mo 0 0人 四,00O 腫研怖彰案楢助命 I,980.【1伽l1j

脚交 付 金 ll鼾連交付金 LI61,0の 0 1,船上000 1,燐,⑨ l,2鱗pOP 0 0 135‐はめ
登鰐事務取扱交付金 854Poolリ
ト｣行遊證全出席代議員旅費交付金

292節0円
その他交付金 ISO飢OP】

4 償 還 金
円

0,165,閲0 D
@ 円

9165,00O
門

?,465,600
円

2465,600 6 #△ 699お0O
円

l瓶 超 企 3,l65.加O 0 a l馬,… 2,465,5m 246S,bm 0 0八 699,5m

全 ご 超
q)碩 避 金 宙 逼 金 a l6S.奴ho 0 3,165,mo 2,465,5① ad6S,6100 0 0ハ 6箆,500 指 命 l

-

5 綬 国 金 6ヌ2&00O 0 6,728,00O 6.720.489 6雁28489 0 0 489

t繰 越 金 6,728000 0 6,?28,OCho 6.728料99 G 728489 n n り鞘
J“ J ′“U"】 -“、

唱轉鬼前年度繰越金 G,72且の0 0 G 728,虻虹 67笈虱489 6,728,4B9 0 0 渦9制年度煌盈金

6 從 収 入 2皿,00D 0 200,000 37も0$ 3710郭 0 0 -74,056
･

l雑 収 入 加,… 0 200,00O 374,0まあ 37払慌6 0 0 -?4,α柘

lD雑 八 雛 人 即0,000 0 2の,000 374,0$ 374056 n
-

o I74056

祝 儀 御粉節円
預 金利 子 旧J3= =
閑書斡旋手教程 93675円
氏済年金手数村 川,540円

20鈍川'蕨
政治連盟事務所費貸判 60の00--1
政府連盟発送貿等nl日金同,5:35円
出 門! 金 50,⑧0円
そ の 他 約註251-l

合 計 -乾湿46,000 0 =2,2鮑,問0 124,l34,095 112067.325 1,卸5,050 -0内61.720△ "急675
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款 項 目 節 当初予算鱗械正予算額 流 充 用 商 手勢現師支出銭師不 用 朝 説 明

- 錺鸚管理費 85,420,000
門
0

P
0 85,420』00就“86‐199 4,933.80l

l 駐機管理費 85召20-000 0
『

n 85ノー20の0O 80.486.I99 4.933、801

m 会 議 費会 議 費 13,7n.00O 0 0

レレ‘‘““h JJ

0

l3,7=,00O l2,809,9m 961,040

経 全 1割 3?86J 62円
理 事 会 5回 23 610 00円
常任印中食 8回 l,!872節l‘j
支 部 長 会 5回 39 n12れPl
設日･籾記委口合同会議 ==! 966あG7円
山･副会長会損 鮒Dl 238、890円
胎 会 鍼 - 3252 30円
カセットテープ 53 0SO-ij

‘2) 支部炎付全支部交付金 れ,695,0の 0 21695、00O 21G95,00O O

支部達樹…餓交付金 2l695P ool-!
札 琺 5‘649r, 蛎定 2on2･
国 館 1,9-I7 銘 間 LOZO
′トーリ 1,255 苫小牧 937
空 知 1,766 B in 519
旭 川 脇897 --勝 転け卸
留萌 Sl4 釧路 1,263
深 谷 5S7 限“ 599

‘別 負 担 金連合会会費 13,440-00O 0 0 13川40、000 18 27Z OOO IG8,00O

連合会会役
1議8G名x G力H = 6路6L200円

自知0円×
L574名y 6カ月= 6粁!0.8簡円

=)総 務 費 4,7節の00 0 0 4 796P m 3,654 617 L id a 83

総 務 部
活 動り費

P

1,611.om ･
宝 容

･

1、611,on{}

‘･

L27巍3‘1?

H

R35,603

q69銘o

部 会 食-1'"者2 =‘1I
官2、鱒連係協訃報, 節Q m舛I-
登録“f方諸費 胛L2‘m ll-
‘=‘# 保険円 G7玉銅!Ii
楼= ･支部長フγクソミ鶏受講肋域費

2‘10,-1‘1l回り
部 活 動 費 彎M,3Sm l11

部 会 5回 289‐22制
満船移叩対策費 261.l90l-]
仝費Fl勃〃、j△{郵便局)推進費 “P加‘-i
-M‘鷹 動 費 鮒3 60l-i

経 理 部
活 動 費 1･101000 O 0 L m l･‘ゆく】 fi337 7{

監 査 費 670.oon 8 8
ら7Q OOO

I,H)0,節0

489 dgo 80再70

2M ,〇0〇

弘 舎 費
& 舞 金 的,00‘}
JI} 竪 企 750,節0
供 物 代 ;!'･野戦見舞金 ,.100,0OG 鋭q㈲‘1

諸支出金 380noo 0 O 380 mm 375! lo 48
雙

新人会=‘打物件費 25i.000
そ の 他 I24.llo

過年度支出 3ては〕‘〕l)

【]

-''過年度支出 翔り0O 0 ○ 34、nOC 3‘IJ)On

国 威 自 費 18,553,nno 0 0 I8.5$蓚.noの -79 02、62$ 560 975

鈴料手当 l7粉33 000 0 n -?.m R OOO I6,6餌,n87 425 413

隣 鍵 総 (5′““ 用ヮ希
扶 養 手 当 2騙.nm
通 勤 手 当 590,400
時間外勤偽下野
期 末‐手 当 3.68r久lon
燃 料 手 当
臨時峨日賃金

-
1

l
l
}
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禍利j字l乏費 1.S20,卸n 0 n̂…鰤鱒
(印 希 用 賀

“
0 0

㈱
8.047.R29 肋

･
籟
…

曲

+備 品 費 緘 nY O 2S0,卸O * 2l07卸 郎 立 他 2 39.ROOPI

硝廉潔,費 岬 =̂… 0 960,noo 調 溺
鰤
粍
費

沁
浦
井

無
用
灯

用
務
=

』轡

滯 中 増き 蛔 鰍
会
封
“

通信運爾費

か
nv =̂ Z観Song‘)

幼
2鞘越知-

れ
鯏
御
難
鱒

9
4
0
R
H

れ
厨
M
鯛
偽

〆h…
?】?しRM
I･

JF･
放迷性

M局
･
村
料

、各
内

送

-
て
案

は

戈
銹
杁
話
刈

載
録
齋

A

.“‘
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料
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=
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･･‘

指。上 野 396-･obo 0 0
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科

料
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代
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費
他
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会
･

儲
倍
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析
報
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そ
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o
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詔 旅 費旅 費

“ =̂… 0 面卿 潟 熊部支
そ 蝉

-
-

1

(印 渉 外 資渉 外 費 ,5即noo O =̂… 鱒抑 郷 峨

加
節
皿
節
柵

部
畑
わ
"
卸

解
義
舞
金
融

視
観
･円

中
間
u
n
)

行
御
冲
会
ク

潔
曰
M

観

支
各
晒
想
そ

-9) 交 際 費交 擦 費 G節,000 0 轡
皿

繊
鳳

榧
伽

蹴
鰄

⑳
㈱

酬繃費姥銀
2 企 画 費

螂
hnu nU

1 企 画 費

鴛
0 =̂〉 鰤纖 節浅̂船6 ㈱

田 会報発行費会報発行費 3906,0節 0 ○̂… “̂“節06RU 締 ㈱
釦
m
m
m
m

=̂
?し-h“̂溝}?“

3

粉
駝

費
礼
金
制
料

穿巣
掃

懇
校
費
印
送
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-“ 啓発指導費啓発指導費 2,120.000 0O G 2,l20,000 2,OS3,120 668 RI)
行政事務手錠飼料刊談助成 奮0,onn
新 聞 広 告 1話30P OO
そ の 他 38 120

l
円
円
円

(鋤 企画諸費企画諸費 I、527,00O0 0 0 1,527.00O 1,3!-97n 2Ia ORO

部 会 川-'l 28G,040閻 朽 費 脂?J 30
報酬額表印刷 釣,GOO“ 運用費細印刷 340,om報酬前受け0スター印刷 翔2脚
報釧領改定検討会 l33,276報酬師印刷物送料 266 730

円
1J
I-!
-;
リ
q
‘i

3 輔弼研修費

1 V -
,‘" ,0 0 0 0 6,43.･0O 5,380,110 73.ego0

1 V - 5,434 000 0 0 5,434,000O S,.飾OJ IO 73、890
u-̂ “‐‐‘ 2,828

= 研姥会費活 動 費 4,664,閃0 0部会話効費から 4、7la硝沿 4‘7l2話9｢ 810

講師派岨旅費 738 40円
研修事業癪費 1訓話70IJI
業務習得印刷費 547.non◆11" 送 料 74.450円中央研俺会出席旅賀 2-5,28聞リ支部川野者会議 m羸n50円

物 部会活動費 活 動 費 770P oo 0研修会費へ ?21･0O G47,920 73,ORO
部 会 5国雛刻.{5卸円
郡 活 動 費 2隧290円

4 聽聽部費 2,190,00O 0 0 a fgo,00 1,飢餓860 773,14

1 監察部費 2話90,00O 0 0 2.l90-㈲ 1、4l6,860 773 140

m 監察部費活 動 費 2,1gD0,00O 0 0 2 190.00O 1,416.860 773,l40
部 会 4回 202,0即金道監察相当者会議 679,684監察活勃諸費 円04 8G
ui 制 費 添付忠伽

Ii
=
リ

5 委員会費 呂2,BO0,000
H0 ｢

0 2,BOO.ooo 2.-70,655 429趙範
←

1 委員会費 2,卸0,000 0 0 2･6()IDg oo a l70,鮖5 42仇345

= 礬紀萎碁活 動 費 600.000 〔 謳庫対亀委員会費へ 589P OO 』59,940 42Q OGU

285

委員会開催戦 1599 40円

委u会開催費 1.096義40円
対策活動諸費 324 !75円
活 動 費 に･ma n!IP

乾慶 難費活 動 費 2-000,ODO C 鮒虹委員会費から 2.0l1,000 a olo,71f

B 積 立 金 8,263.000 0 0 6.263,000 B,28糺000 0

1 積 立 金 6,283,00( 0 0 6,2830 00 6、28或は刃 0

亀 5 84R m ^ mの 積 立 金積 立 金 62 83,鱒[ 0 0 6,283卸O G283.00O 0 退職榴立金 440.000円

7 予 畑 費 2,766.00O 0 O 2･了66.00〇 0 2,766,00O

1 予 備 費 2.766、0虻 0 0 2,7臨、卸( 0 2,766,0OC

田 予 備 費予 備 費 れ766-OG。 0 0 2,766,0OG 0 2.766、ooぐ

合 牲 2,2‘8,DOO 0 0 -l2,246,00( O2,BO0,244 9.845コ58

　
収入支出差引残顔 9,467,081円

翌 年 度 へ 繰 越 9 467,081円
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収 入 , 昭和63年度特別会計収支決算

款 項 目 節
予 算 峩 頻

支出度鮫不 用 毬賀 説 明当初予算箋 他止丁丹朝 流 充 用 師 3l

i 仕 入 費 1,451.00
r
0

･
0

r
1,451,000 L I06,258

r
344 742 建設業許可申請腐その他仕入費 !,1062 58円

2 印 刷 工 料 1,929,00 0 0 1,929,000 l,46a即O 459,200 印刷製造費 1,4698 00円

3 発 送 費 80,00 0 0 B0、0の 422 30 37-770 通信費、頒布品選科 4之れ0円

4 負 担 金 IJ60,000 0 0 1話60,000 L I印.000 0 管理費負担金 l 16Q Oの円

5 雑 費 卸,000 0 0 ぬ… 2,840 27,!60 事務用品代等 2,劃0円

6 予 備 費 100･000 0 0 l00･000 0 -O0,000

合 計 4,760,00 0 0 も,50,000 3.70-.126 888.872

(注) 予算科目(款) G質)(目)(節)-"、何れも同一科目名のため錮別封上を省略した。
収入支出差引残飜 20毎94円
翌 年 度 へ 擬 越 20,594円

積 立 金 の 状 況

目昭和62年 4 月 1日 至昭和63年 3月3軒寸

区 分 財政調整積立金 退 職 積 立 金 計 摘 要

期 首 積 立 金
円

10, 2 lo, 269

円

3, 866, 554 14 076,823

62
年
度
中

積 立 額 5, 843, 000 440, 000 6, 283,000

預金 利息 1, 9 11, 533 721, 758 2, 633, 29 l

期 末 積 立 金 17, 964,802 5, 028, 3 12 22, 993 114

←J
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財 .産 目 録
昭和62年度末現在

区 分 金 額 摘 要

資

産

の

部

1. 現 金 A 1OQ 925 円

2. 預 金

= 積 立 金 以 外 の 分

銀 行 普 通 預 金
銀 行 当 座 預 金

郵 便 振 替 貯 金
中期国 債 フ ァ ン ド

小 計
乾) 積 立 金 分

中期 国 債 フ ァ ン ド

銀 行 普 通 預 金

銀 行 定 期 預 金

小 計
預 金 計

10'177'100

9 1,538

862,455

8 764

B I1,139,857

19 , 166 ,8 4 5

9,259

3,8 17,010

22,993 114

34訓 32,97 !

A + B 二 11,240 7 82 円

一般会計剰余金 9,467,08 1 円

特別会計剰余金 ′ 20,594 円
預 り 金 1,7 53 , 10 7 円

計 1l,240,782 円

財政調整積立金 17 9 64,802 円
退 職 積 立 金 5,028,3l2 円

言･-･ 22,993,1l4 円

3. 未 収 金

の 62 年 度 分 会 費
(2) 61年度以前分

小 計
侶) 斡 旋 物 資 代 金

未 収 金 計

6,429,300

4 032,420

10,46 1 720

16,650

10,4 78,370

一般会計分

特別会計分

4. 敷 金 l,4 20 000 札幌市中央区北 1条西 7 ｢目タキモトビル㈱に差入

5. 斡 旋 物 資 棚 卸 品 846,420 特別会計分
6. 什 器 備 品 634,584 原価償却後の残存価格
7. 電 話 加 入 権 60,600

8. 貸 付 金 7,31Q OOO " ‘ - へ獺 が【虜金言を金 7 ,R 1n ooo 門川拂堺胄上本腰

資 産 合 計 54,983,870

“狄胄 L 云“≧ -【事 余白を金 7スーn ooo 円

負

債

の

部

1. 未 払 金 0
2. 預 り 金

社 会 保 険 掛 金

雇 用 保 険 掛 金
源 泉 所 得 税
住 民 税
63 年 度 分 会 費

入会金(実装鴎ら
手 数 料 (日行連分)

斡 旋 物 資 代
そ の 他

計

94,863

70,199

8 1江20

390, 120

66 1,285

325,00O

100･000

27,520

3,000

1,753, 107

3. そ の 他 負 債 0

負 債 合 計 1,753 ! 07
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昭和62年度監査報告書

北海道行政書士会会則第13条第 4 項の規定により昭和62年度における本会の財産及び

会計並びに会務の執行状況について監査したところ正確に執行、 処理されており、 又、

収支決算書も関係諸帳簿等により突合したところ適正であることを認めます。

昭和 63 年 4 月 27 日

監 事 豊 田 春 男 ◎

監 事 宮 下 豊 ⑯

監 事 野 坂 房 市 ⑩

儀
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参 考 資 料
ー. 会 費 収 納 状 況 調

昭和63年 3月31日現在

ー
-
の
]
--
-

支部
＼
名
＼
区
＼

分 現 年 度 分 滞 納 繰 越 分

調 定 額 収 入 額 不納欠損額 収入未済額 収納率 調 定 額 収 入 額 不納欠損額 収入未済額 収納率

札 幌 35,556,000 33,169,800
円

2,386,200 93,3
%

4,373,375 2,598,555 3 95 P OO 1,379,820 59.4
%

函 館 9,195,000 8,312,600 40,000 842,400 90.4 1,947,450 674,750 462,200 8 10,500 34.6

小 樽 4,375,000 4,009,900 365,100 9 1.7 362,000 230,000 132,000 63.5

空 知 7'170･000 6,730,000 440,000 93.9 679,375 433 375 92,000 154,000 63.8

旭 川 8 210,000 7,690,00O 5,000 515,000 93.7 l,098,225 368 750 2 15,475 514,000 33.6

留 萌 1,085,00O 1,025,000 60,000 94 5 214,375 45,00O 169,375 21.0

宗 谷 720,000 720,00O 0 100 0 64,375 64,375 0 100･0

網 走 7,420,000 6,7 14,800 705,200 90.5 625,250 446,000 73,000 106 250 71 3

室 蘭 3,290,000 3,154,900 135,100 95 9 146,375 114 375 32,000 0 78.1

苫 小 牧 3,335,000 3,135 0 00 200 P OO 94.O 436 000 316,00O 120,000 72.5

日 高 L 020,000 1,020,00O 0 10 0･0 145,000 15,000 130,000 10 3

十 勝 8 135,00O 7,874,700 20,000 240,300 96.8 6 14,500 48 1江25 133 37 5 0 78.3

釧 路 3,755,000 3,340,000 4 15.000 88 9 832,750 334,375 137,000 361,375 40.2

根 室 1,075,000 950,000 125,000 88.4 250,000 94 900 155,100 38.O

合 計 94,34 1,000 87,846,700 65,00O 6,429,300 93江 11 7 89,050 6,216,580 1, 54 0 ,0 5 0 4 032,420 52.7



昭和63年 3月31日現在

品 名 数量 購入年月 品 名 数量 購入年月

会 旗 4 6
.

3 石 油 ス ト ー ブ 11-
49
.

=

タ イ プ ラ イ タ ー 52
.

5 ト ヨ ス ト ー ブ 〔乙 52
,
10

タ イ プ 机 4 7
.

5 ウチ ダユニッ トキャビネット9O H 55
,

6

リ コ ピ テ デ ス ク 49
.

7 ウ チ ダ G S ノぐ ン チ 11" ･ 焉宛 名 印 刷 機 52
.

8 ロ ツ カ ー QJ 56
.
1 1

宛 名 印 刷 カ ー ド整 理 箱 52
.

8 ユ ニ ッ ト キ ャ ビ ネ ッ ト 11-
56
,
11

テープレコーダー K Q 217 11･
52

,
5 片 袖 机 11･

56
.
1l

録 音 用 ミ キ サ ー 52
.

5 事 、 務 用 椅 子 11- 蜘マ イ ク 用 フ ロ ア ス タ ン ド 52
.

5 会 議 用 机 に･〉 願キ ヤ ノ ン カ メ ラ 5 3 5 折 た た み 椅 子 リノム 蜘耐 火 書 庫 52
.

l テ ー フ ノレ ハノム 56
.
11

両 柚 机 ハノム 49
.

7 コ ー ト ハ ン ガ ー 琉溝 1

片 袖“ 机 n乙 46
,

8 手 押 車 56
.
11

" 50 5 日 立 エ ア ーコ ン R D - 5 A B I R 57
.

6

" 不 詳 会員証パック用 ラ ミ ペ ッ ト 57
,

6

脇 机 11-
47
.

5 ナ シ ョ ナ ル 加 湿 器 hd 5 8 1

" 詳不 型
一墜Mコー

ツセ力
--
□クイ

.

ソ
マ 那

会 議 用 机 11̂ 詳不伍 2ーT子椅付肘 11･ “̂〕･
Q
U

ro

" ′'---
に。･

ワ.･
れれす 庫書夕チウ 11-･

O
Jにu

" リ
ム 燃 トーツ･ネ･ヒヤキず二ュ夕チウ

ノ
ず･I･ ･

鶉

" Q
J乙̂にU

、
′物Û12×鋼ro自作せ

′、、
机用議会 11･ 槻肘 付 椅 子 "/Q

〉
自生 イ

.ーボト
ーーォンノ

ノ
ヤキ 11̂ つ

ムーqJで。

" Q
J･

リ
ム
ro 庫書 n乙 ○、〕

n
ー

A
V

事 務 用 椅 子 Q
U

R
U鮑 ト

ーツ･ネヒヤキ弁二ユ 11-
QJ･

n
Y

A
Y

折 た た み 椅 子 rhu nbA
Y

“陸 掛トrーコ 牟ユ QJ･
n
Y

R
U

" 〔MV 詳不 棚品物 リ
ム

“カ性卸

ロ ツ カ ー Q
U

ハリ“生 SD"hrT挙ーコしブーテワイア 11-
テリQAV

" 11- 働 子椅転回付肘用務事 11-
リ
ム

1
ム

AU

" リム ワ
‘49 クイ

ーマ遠望 11▲
ら乙11ぬ【〕

" 11-
ワ!･

Q
J

〃
"

十
1

三一口時掛ーコイ
ーセ QJ鷲

上
AV

" hD 詳不 子
1ニニロ時掛ンズチシ 11▲

?J･
1Lハb

書 棚 ワ
‘･

ワ‘れ寸 机用議会 JTIL
rb11▲

A
V

フ リ ー ケ ー ス 40 P nU.･-｣･
り&rb 開価庫書 11- 鵤物 品 棚 "4 〕̂〉49 棚助補用ク

ノ
ス【ブ QJ 11-

11-
11AU

戸 棚 (木 製) 11-
ハノム4--▲･

ワ
ー

“4 ー力ツロ用衣更 つ
& QJ･

ハノム
A
V

一 82 -
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品 名 数量 購入年月 品 名 数量 購入年月

宛名タイプライター･ (中古) 1｣ 62. 7

脚 ′ 立 (S P - 33) 11- 62,10

ホ ッ チ キ ス ( H D - 1 N A ) 111 63. 2
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3ゞ -斡旋物資在庫数 (特別会計)
昭和63年 3月31日現在

品 名 単位 在庫数量 品‐ 名 単位 在庫数量

事 件 簿 冊 43 農地許可申請 3 条 組 21

領 収 証 たり 458 " 4 条 れソ 70

(高級) ズソ 303 " 5 条 ノン 96

諫 求 室再月 日 ノン 196 農 地 法 届 出 5 条 ノン 24

領 収 (請 求) 証 " 526 納 税 不 添 付 理 由書 冊 18

会員バッチ (正 章) 個 17 新 風 営 法 れソ 75

(略 章) 裟ソ 45 戸籍等交付請求書 ノン 794

(ヒモ付) " 3 行政書士業務案内
1組
100 枚
組

57

補 助 者 バ ッ チ メソ 91 内 容 証 明 書 冊 200

委 任 状 冊 104
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昭和63年度一般会計収支予算総括表
科 目 本 年 度

‐預欝

度

挾巴

年
書,r

o

前
一
濯

門
･

比 較 増 籟
当初予算差 決 算 差款 項 目 予 算 類 構成比 B額

門
算と“〆

当初予算差

1 会 費 衲g2,097 ぜ 椰が
算
蝸

と“〆 巴
粁

什
飢

ー
8

C
M63一切

7
…0 了P△ 2,235

拝△ 1,986

l 会 費 u) 現 年 度 分 ･ 86,657 76 5 88,023 784 B7,847 △ 1,366 △ 1l90

{2) 諦執繰越分 " 4 3 6,の9 “ 鮴 △ 869 △ 776

2 入 会 金 纖 報 繊 3 2 @ nU △ 600

1 入 会 金 n) 入 会 金 3,500 田 贓 3 2 4,⑪O ○̂〕 △ 500

3 6 将吻 金 桝 範 硼 鍋 " Ru .･ △ =1

l rヂ 卷 ‘寸 ‘" 船 賃 担 金 贓 1 0 1,160 関 ･ n〉 23 第

(a 補 助 金 },980 氾 2,000 郎 l,980、
△ 即 =̂〉

圏 交 付 金 l,162 鱒 脚 国 RU的･ 脳△

4 償 還 金 2,芻6 幻 總 劉 烟 Û卸△ 湖△

T 償 還 金 ○) 償 還 金 2.365 勾 鵡 2 8 ho鱒乙̂【 800△ 棚△

5 籤 入 金 1,134 前 - - - 隅 弼
事 繰 入 金 n) 基金繰入金 L IM ゆ 一 ] ー 斜･ 酬

6 鮒 越 金 駒 M 硼 蜘 硼 鸚ガ 翻
1 輯 越 金 m 前年度鰤国金 燧 揃 硼 鋤 RU“G 郷 汕

7 蠅 収 入 加 第 加 飢 374 100 74△

1 雑 収 入 川 雑 八 300 0 3 Û加 餌 374 100 舛△

合 計 中 鬱 絲 ㈱ 鰤 9
,
範

4

仇 会

J

粉熟

円 目 本 年 度 鯖 年 “ 度 比 燦 婚 滋

歌 頃 "日 予 算 強 描高廿 .･o騨
当

予
初

儲
.

決 算 制 『初手･算差 決 算 矛

- 総 輛 瞥 理 嗽 窄 "』%
8

終
騨
簡

Jr 儲
." 76叢%

満
流
仏 を 鮒1 総 務 管 理 費 = 会 議 費 12,H56 =.4 l3.71 l2.2

{2) 文部交付金 22、372 l9 8 21,695 I9.3 21.6篤 677 677
③ 負 担 金 13,鋭6 =.5 la440 l2.0 la 272 ども 394 人 226
t創 絶 窃 費 6.578 5 8 翻 4 3 3,655 782

*搬扇 職 員 費 20J30 弼拗
18553 16 6 17.鑿ン2 l 577

圏 需 用 費 9,338 9話野5 技3 8,04̂る 3 290
期 旅 費 2,320 2 0 2740 U“‐↓“-̂24

･･ “-2Jl腿 U t′-hご. 420 ワー劉
{81 渉 外 費 550 0 5 捌 0 6 37り･f 0 173
(朝 交 際 費 Û印 O S 鱒 0 5 5l船 0 8l

2 企 芭 費 銭479 7.5 7,653 6.7 6 ĝ QU 920 亀590
1 企 画 費 は) 会報発行費 3,810 M 纖 鴇 〆̂〕51□̂ %△ 292

乾) 対外広報費 3 592 3 2 卿 1 9 ハゾーnY RU 駝 纖(別 企 画 緒 費 Lo" 館 紹 慥 引惚

州
刻△

3 鍵 残 研 修 費 7056 露 纖 " rb "↓nU 難 95L唯】1 裳 務 研 修 費 動 研 姥 会 費 42円 3 8 観 俎 ““引屹 ｢bQV△ 椰△
(勁 部会活動費 2,776 羽 770 昭 AV 猟 都4 監 擁 部 費 2.237 2 0 印幻 如 =打 “ 捌

1 監 察 部 費 鋤 監 察 部 費 2,237 “ 蜘れ ?~ 俎7･ “ 拗
5 委 員 会 費 3,600 欽 榊 第 り‘解 峨 燃1 委 員 会 費 (D 綱紀じ番目会費 桝 0 5

2 7
釦 ○̂〉

‘-‐ ?“
拗
皿

0
餓

“

=̂〕“

8 磁 立 金
&

纖偽 潴 "
“ 罐 L

5 6
ソ̂し
AV
皿
鱒 "̂△“

000
250 甜q△

1 積 立 金 出 演 立 金 3,033 “ 娯G｢ 5 6 CU 獺 ‘̂〕△ 即 △ 凋
7 予 備 費 1･00

0 ㈱ 嫡 姫 nU △ 瓣 期
1 予 備 費 m 予 備 轡 1･⑪0 館 郷 2 5 ĝ 766△ =̂〉①

合 計 轢 飜 鰊 脚 “ %壽 --
努轟
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昭和63年度一般会計収支予算
収 入

教 項 目
予 算 額

師 予算細 説 明本年俄 前年度 鯏△薄

l 会 員 02,097 94,332 △ 2,235
円

1 会 費 92,097 943 32 △ 22 35

m 現 年 度 分 86,657 B8,0芻 △ 1,3“ 現年度会費 路6 57 のg oo円× !,553名×930 % = 86,657,400円

囮 滯餓饉国分 5,440 6,309 △ 869 滯跡繰越会費 5 440 lo“6l.720円×52弱 = 5.440,094円

2 入 会 金 3,500 3,500 0

1 入 会 金 3,500 3,Sの 0

田 入 会 金 3,500 3,500 0 入 会 金 3,500 入 会 金 50P OO円×70名= 3,500.000円

3 蕾金、字鍼茎 4,325 も321 4

1 抄E製欄序翌釜 4,325 4,32l 4

御 負 担 金 1,183 1,160 れ 特別会計負担金 l,183 特別会計管理費負担金 -,183,000円

鰯 楠 勘 金 1,980 2,伽 △ 20

l

避 描 勤 金 !,9卸 道枡悠事案補助金 1,知,000円

4 憤 避 金 2,386 3,165 △ 800

日行連交付金 1,162
雨上 720,節olq

l 償 還 金 2,365 3J 65 △ 800

償 還 金m 償 還 金 2,365 3溝65 △ S釦 2,365 会鰡建投資鎖運金 碕 傘 2･離郷皆
5 踵 入 金 1,I34 ー

拝
l話斜 -- ←

1 繰 入 金 1話鋭 1J 34

御 者金繰入金 1,134 !,134 基金滌入金 1話料 退職独立金から 1,134の0円

0 鑄 餉 金 の,467 6,728 2.739

1 繰 越 金 9,467 67 28 2.739

鋤 前年度繰越金 9,第7 67芻 2,739 前年度繰越金 9,467 前年度観国金 9,467,081円

7 雑 収 入 300 200 1㈹

1 雑 収 入 3の 200 100

の 雜 人 3の 200 100 鰻 入 300 預金利子その他 知0,0{〕○円

合 計 1l3‘186 ll22 46 942
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約

款 項 目
予 算 額

師 予算額 説 明本年度 前年度 増･△掻

l 鞄抽蟹理費 67,790 86.･知 2,370
M

1 総務管理費 87,790 854 20 2,370
-“′ -

q) 会 纜 費 l2856 13,7日 △ 855 会 窺 費 12,856

機 会 - - - -1回 礼2即,0脚円
理 事 会 4‘nI 3,第0,000円常任理事会 6-uI l,578,節円
支 部 長 会 4lui 32勾0 00円
IE ･副会長会蹟 4回 428,0鱒円
搭 会 議 300,000円

I2" 支部交付金 " ,372 2l,695 677 支部交付金 22,372 支部運営一般交付金 22.37a ooo円

‘則 負 担 金 l3,046 13,440 △ 394 連合会会費 13･046
連合会会費
月700円×!,653名×12カ月 ^̂ ‐̂･

副 総 務 費 6,578 4 796 1了解

邊筋部活動費 2,254

部 会 31t'l 444
官公署連係協調費 450
登録事務諸費 200
傷害保険料 - 1OQ
役員、支部長フックシミリ投園助成費 l60,部 活 動 費 5加,各土嚢協議会費 2閲
地方協議会費 2の、

円
円
円
円
円
円
円
円

憊
…
㈱
伽
閲
脚
伽
伽

経理部活動費 -,090

部 会 4回 340
高熱整理対策費 3印,邸 活 動 費 400

000円
000円
m o円

監 査 費 5卸 監 査 費 5勾.000円

弔鐘A見舞金 l･100
見 舞 金 -500 00円
弔 慰 金 9郎,000円

椚 椚 椚

事轄通信費

1卒

!,464

事業通信費 -4 64
会 長自書A5Doo円 監 事月雑Zoobp
副会長 " 5,oobl可 友 部 長 ~ 3.000平
常並理事 “ 4,0の円 繕足袋 H 長 〃 2,0卸P
躍 事 " aoの円羸辯艶朧 珍.om p

の0円

}。“
賭 支 出 金 150

新人会員交付物件費
そ の 他

50
loq

000円
000円

{勒 戦 自 費 20,130 18.蜜絆 1,577

給 料 手 当 18,510

職 員 給 (5人分) =、
扶 養 手 当
通 勤 手 当
時間外勤務手当
期 末 手 当 3.
燃 料 手 当
退 職 手 当 l,
盛時截員資金

l44
93
20,
80,
14
85,
34
40,

脚円
000円
000円
000円
鱒0円
の0円
000円
000円

福利厚生費 袋,620
法定福利厚生費 1,
職員レクリェーション費

の･
20,
の0円
000円

(6) 需 用 費 9,縦 9,335 q

備 品 費 250 備 品 費 250 皿円

消 耗 品 費 9劫 一般事務用消耗品費 300
事務用図書費 50,

n節円
000円
000円

印 刷 費 600

70,000円
会員のうとき 80,000円
封 問 100.000円
嗽務用語用紙その他 350,000円

(6) 需 用 費 9,縦
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4 監賤部費 ?,237 2,190 47

l 監禁部費 2,237 2,190 47

〇 監察部費 2237 2 lgo 47 活 動 費 2,237

部 会 3回 47鼠000円
全通監察担当者会議 701.000円
監察活動諾費 280,000円
印 刷 費 477,000円
調査活動費 300,000円

5 委員会費 3,GOO 2,BOO L ooo

1 委員会買 3,600 2,6卸 L ooo

① 墾紀増 600 600 0 活 動 費 600 綱紀問題活動費 600,000PI

乾)裏費鑿鬚 3,卸O 2,釦0 L om 活 動 費 3,000

委員会開催費 3回 I.-13,000円
対策活動費 】,l87,0の円
支部対策行動費 700,00ofq

8 醸 立 金 3,033 6,283 △ 3,260

l 精 ,立 金 3,033 62 83 △ 3,250

財政調整積立金 2,753,の0円
(= 積 立 金 3,033 6,283 △ 3.2印 樹 立 金 3,033 退職縦立金 280D OO円

7 手 倒 費 1･000 2,766 △ ",760

1 予 備 費 1,の0 2.?66 △ 1、766

m 予 備 費 l,節0 2,766 △ 17 66 予 備 費 1,0皿 予 傭 費 1,000,000円

合 計 113,188 =公雄6 9‘2

昭和63年度特別会計収支予算
収 入

款 項 目
予 算 額

節 予算額 説 明
本年度 前年度 増△滴

1 物品頒布収入 ‘,M 2 4,6l8 △ 174 物品伽布収入 4,442
物品頒布収入 現年度分 4 4258 00円

" 糒納繰越分 16 650円

8 操 鎧 金 20 59 △ 39 前年魔繰越金 20 前年薩繰越金 ･ 20,694円

3 雑 収 入 72 76 △ 3 雜 人 72 蹴布物品送料 70,000円
預金利子、その他 ‐ 2,000円

合 計
･

4,534 4J 50 △ 216
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支 出

て増

款 項 目
予 算 額

蹄 予算攝 説 明
本年度 前年度 増△戴

1 仕 入 費 1,390 l,451
T円

△ 61 出 入 費 1,390 舳布品性入費 ･ 1,3892 50円

2 印 刷 エ 科 1J 71 1,929 △ 158 印 刷 工 料 1･771 印 刷 工 料 1,770,!⑪円

3 難 迭 費 60 BO △ 2O 発 送 費 60 発送資材費及び送料 60,000円

4 負 担 金 1註83 l,lBO ‘ 23 負 担 金 1,183 管理費負担金 1江田,000円

5 搏 竇 30 3O 0 雑 賀 30 事務用品、その他 ′ 30,000円

6 予 備 費 ‘00 100 0 予 備 費 100 予 備 費 -00,の0円

合 計 4,534 4,750 △“ 216

(注) 予算科目 (歌) (項) (目)‘& 何れも同一科目名のため個別!計上を街略した。

昭和63年度支部運営一般交付金

トトミ辺 l. 総 会 費 2.“[ 3. 事務諸費 礼 E 5. 積 立 金 G て ‘‘･一 計 前年度対比

札 幌

l. 総 会 費
可円

384

2.“[

駕
918 2,233

礼 E
粋

160

5. 積 立 金
胡

l42 1,987 5,824

躍 樹翻
褶

276

函 館 1邸 4鋭 396 200 58 694 2,0l9 72

小 磚 159 416 200 140 58 290 1,263 8

空 知 185 509 285 200 ‐ 58 597 1,834 68

旭 川 -77 523 318 1の 58 ?24 -9 60 63

留 萌 66 !50 13! 60 23 93 523 9

宗 谷 75 180 141 60 23 81 一660 3

網 走 l97 678 328 '80 58 690 2,031 29

室 蘭 M 5 366 2m 60 46 233 1,050 30

苫 小 牧 131 300 !92 60 46 219 948 =

日 高 67 154 133 60 23 94 531 -2

十 勝 門6 518 325 !40 58 73I 1,948 68

釧 路 146 369 238 卸 58 389 1,御 27

根 室 81 204 15! 45 23 97 601 2

合 計 2,174 5,67l 52 71 f,805 732

ヒ不足が呈することも

6,919 22.372 877

ね
支部の必饗経費を算定するために適宜設定したものであるから、支部が予算を鰓成する甥合において、この實目に拘癬されるものではない。
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日 時 昭和63年 5月28日 (土)

目10時00分 ~ 至15時41分まで

会 場 札幌市中央区南12条西 1丁目 西向
ホ テ ル ･ ア カ シヤ 2 階 にれの問

醸成貪 全道14支部 支部長、 代議員 73名

執行部役員 会長以下 27名

他に事務局職員 局長以下 5名

合 計 105名

< 総会に出席された来賓>

北海道知事代理企画振興部
地域振興室市町村課長

池 島 健 朗 殿
北海道労働基準局長

浅 井 英 男 殿
札幌市議会議長 吉 野 晃 司 殿
日本行政書士政治連盟北海道支部顧問
北 海 道 議 会 議 員

岩 崎 守 男 殿
北海道社会保険労務士会長代理

副 会 長 信 太 政次郎 殿
北海道税理士会長代理

常務理事 宮 沢 勝 治 殿
札幌司法書士会

会 長 伊 藤 義 博 殿
札幌土地家屋調査士会長代理

副 会 長 太 田 廉太郎 殿
北海道行政書士会

顧 問 葛 西 義 雄 殿

○ 開 会 式
午前10時、 定刻 4分過ぎ日向寺会長の先導に

より横路北海道知事代理道市町村課長池島健朗

殿をはじめ、 来賓として臨席された方々が入場、
参会者一同拍手でこれを迎え、 阿部総務部長司

会のもとに開会式が盛大に挙行された。

開会式は、 後平副会長の開会宣言に始まり、
続いて五十嵐副会長の発声により、 昭和62年度

中に他界された物故会員の方々に対し、 生前わ

が会の会務運営に当り積極的な協力に感謝の意

を表し、 併せて故人の末永いご冥福を祈り 1分

間の黙檮を捧げ、 次いで本総会の開会に当り日

向寺会長より平素会務運営についてのご支援ご

協力に対しV 謝辞と今後一層のご指導ご支援を

お願いし、 更に昭和62年度中の各種事業の経過

についての反省と昭和63年度の事業推進につい

ての取り組み方を述べ開会のあいさつとした。
引き続き来賓の方々よりの祝辞があり、 更に佐
藤義哉日行達会長殿のメッセージ (後平副会長

代読)、板垣札幌市長殿他の方々から寄せられ

た祝電の披露のあと、 過去 7年間に亘り本会事

務局次長として行政書士の登録入会事務及び各

種の事務処理に尽力され、 本年 4月30日退職さ
へれた石川卯佐吉殿に対し日向寺会長から感謝状

と記念品の贈呈を行い開会式を終り、 来賓一同

万場の拍手に送られ退場した。 時に午前10時41

分であった。

※ ここで会場整理のため - 担休憩する。

午前lo時50分再会、 議事に入った。
議事は総会順序に従い進められた。

1. 議長、 副議長の選出

議長、 副議長の選出に当り、 仮議長に指名

された日向寺会長が議長席に着き、 選出方法

について議場に諮った結果、 仮議長一任の発

言があり、 仮議長はこれに応え、 議長に空知

支部新川司支部長、 副議長に札幌支部佐藤良

雄支部長の 2人を指名万場拍手をもってこれ

を承認した。
※ 議長団の就任あいさつ

議長団を代表して新川議長は次のように就任

第 “ 国
電 時 総 会 の あ ら ま し
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のあいさつをした。

私ども両名は只今ご指名を頂きましたが誠

に未熟であり、 特にこのような議事運営は不

馴れで果たしてこの重責を全うすることが出

来るや否や危惧しているところでございます

が、 皆様方の温いご支援とご理解のもとにこ

の役を果させて頂きたいと思っておりますの

で何分よろしくお願い申し上げ、 就任のあい

さつと致します。

2. 総会成立宣言と議事録署名人の選出

議長は、 議事録署名人の選出に先き立ち、
本日の総会出席者について報告し、 本総会が

有効に成立している旨を宣言した。
総会構成員支部長14名、 全道支部代議員59

名で合計73名で定足数は支部長 7名、 代議員

29名、従って午前10時30分現在の出席者、 支

部長14名、代議員58名であり本日の総会構成

員の過半数以上の出席者があり、 本総会は有

効に成立している旨を宣言し、続いて議事録

署名人の選出に入った。

議長は、 議事録署名人の選出方法について

議場に諮ったところ議長一任の発言があり、
議長はこれを受け次の二人を指名した。

議事録署名人 旭川支部

古屋 福治 (旭川支部長)

札幌支部

細貝 政道 (代 議 員)
3, 議案の審議

議長は、 これより執行部提案の議案の審議

に入る旨を告げ、
･第 l号議案 昭和62年度事業報告について

･第 2号議案 昭和62年度一般会計収支決算報

告及び第 3号議案昭和62年度特別会計収支決

算報告並びに監査報告について、いずれも関連

があるので一括上程審議願いたい旨を議場に

諮り、 議場から異議なしの発言があり、 議長

は総務部より順次報告するよう求め、総務部 ･

経理部 ･企画部 ･業務研修部 ･監察部 ･車庫

対策特別委員会の順に各々別記のとおり報告

した。 (報告に当っては各部とも提出議案書

に基づき補足的説明をした)。

別 記

各部の事業推進結果報告の概要

総務部長 総務の方からご報告申し上げます。
既に議案書は前もってご覧いただくように事前
に配布してございますので、 ここに記載してい

る項目について、 あるいは内容についてさらに

これを読み上げるという重複なことをやめまし
て、 簡単に報告をさせていただきます。
第 l点登録事務の適正化、 これは登録調査委

員会が中心にやっております。 特に現在のとこ

ろ問題点としましては、 規則の改正に伴って変
更登録が非常に少なくなっているということは、
写真を添付したり、 見取図、 配置図というもの
を添付しなければならないということで、 非常
に面倒になっているということがございまして,
変更登録については非常に低調であるというこ

とが現在の問題点でございます。

2番目の会務活動に対する傷害保険制制度の

継続、 これは昨年に続きまして継続実施しまし
た。 これについて幸いにもこれを適用するよう

な事案が 1件もございませんでした。 これで報

告を終了します。
3番目の官公庁の連携強化。 これにつきまし

ては、 道の地方課土木部管理課といったところ
と連携をもち、それぞれの交流を図っておりま
す。 以上で終わらせていただきます。
五十嵐副会長 皆様おはようございます。 経理
部におきましては、 大変皆様にもご迷惑をおか

けしたと存じますが、 担当の経理部長が一身上

の都合によりまして辞任致し、 それからまた経
理部長代行もまた一身上の事情により辞任致し

て、 現在経理部は 2名欠員ということになって
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おります。 従いまして経理部担当の副会長であ
ります私が、 ご報告申し上げます。 経理部の基
本の根源は、 やはり健全財政の確保、 これを大
きな旗印にいたしておりまして、 既に皆様内容
はご承知のごとく、 この財源措置はいわゆる約
1,600名の会員の皆様の貴重な会費が根源にな
るわけでございます。
しかし、 財政事情につきましては登録入会の

暫減傾向にあり、 それからまたやはり後程収支
決算にもご報告申し上げますが、 会費の滞納者
が暫増傾向にございます。 特に62年度におきま
しては、 大口の滞納整理を重点的に執行いたし
まして、 諸手続きを完了し約 160万 5千円分の
不納欠損処分を決定させていただいたわけでご
ざいます。

なおこの間におきまして、 各支部長様方、 そ
れぞれの会員の皆様方のいろいろのお力添えを
いただきましたことを、 この席で厚く御礼申し
上げるわけでございます。

2番目は、 この収納状況を数値で表示してあ
りますので、 参考にしていただければ幸いと存
じます。 やはり滞納の大きな要因というのは、
みなし退会制度が撤廃されたことによることも
一つ起因している原因ではなかろうかとと分析
をしております。

3番目につきましては、 いわゆる通常経費の
節減。これを会務の適切な運用をもちまして、
できるだけ経常経費の節減に努めてまいったわ
けでございます。 全体的には、 964万 5 千円の

不要額を得たわけで、 結果的に62年度におきま
しては、 皆様の多大なるご協力をいただきまし
て、 健全財政の確保を一応維持出来たものと確
信をもってご報告を申し上げる次第でございま
す。 以上でございます。

企画部長 企画部長の坂下でございます。 報告
書として印刷されている部分については、 報告

を省略させていただきます。 反省している点を

2、 3、 要点だけ申し上げたいと思います。
法令の研究と業務の改善事項について、 会報

あるいは速報等でお知らせしておりますけれど、
この程度でいいのかどうか、 あるいはもっと幅

広く、 もっと奥深く必要なのかどうなのか、 例
えば、 農地の売買に基づく所有権移転申請協力

請求権の事項等については、 農地を取り扱って
いる方には極めて重要な事項なのです。

こういったことがもっと必要なのかどうか。
ご意見を頂戴出来れば幸いだと考えております。
それから会報ですが~ 各県と比べましてそんな
に遜色はないと考えております。 もっともっと

内容を充実したいと考えております。 これにつ
いてもどういう内容の詳述をしたらよいか、 こ

意見を聞かせていただきたいと考えております。
業務の啓発宣伝については、 ｢あなたはご存

じですか｣ というチラシ、 新聞広告等について

は、 大変苦心をして製作したつもりでございま
すので、 その効果内容についてもご批判を頂戴
したいと思っております。
行政事務手続無料相談でございますけれど、

ことに記載させている通りですけれども、 188

件ありました。 この相談内容をトータルいたし

ますと民事関係が56 % の 105件、 その他が17 %

の32件、 合計 137 件の73 % です。 つまり、 73 %

が行政事務手続無料相談というような、 行政書
事務手続になじまないような内容になっている

わけです。

各支部の名称などを拝見させていただきます
と、 例えば函館の ｢暮らしの法律手続無料相談｣
36件、 旭川の ｢暮らしの法律行政無料相談｣ 24
件です。 十勝の ｢暮らしのよろず相談会｣ 25件
というような内容で、 相談件数の多い所では名
称に工夫を凝らしています。

だとするならば、 本会の標題の事業方針でい
いのかどうかと反省しておりますので、 良いご

意見があれば今日聞かせていただきたいと感じ
ております。 以上でございます。

4. 業研部長 業務研修部長におきましても、
この記載の通りでございまして、 要点のみご報

告いたしたいと思います。
業研部といたしましては、 前年度の事業を踏

まえながら次に記載されている事業を実施いた
しました。
支部研修の推進については、 行政書士会研修

開催要領に基づき、 新人研修並びに一般研修の
実施を別表の通り実施いたしました。

なお別表 1に掲げられた表の内訳は13ページ
に記載してあります。
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2の本会研修の開催については、 記載の実情

により今後の事業の指針並びに各支部の業砂担

当の情報交換を図るべく会議の実施をいたしま

した。

業務の資料の作成については、ここに書かれ

ている通りでございます。

次の12ページについては、 専門者名簿の作成

を62年の 9月26日から始めまして、 現在検討中

でございまして、 4 号議案で説明したいと思い

ます。

簡単ですが、 以上で終ります。
5. 監察部長 監察部長の佐々木でございます。
昨年の実施状況については、 記載の通りでござ

いますけれども、 若干補足をしてまいりたいと

思います。
まず一番目の監察協調月間の設定及びキャン

ペーン活動の展開でございます。 当初8月から

9 月の 2 カ月を予定していましたけれど、 昨年

は車庫問題に関係する陳情並びに諸調査がござ

いました。 lo月までといたしまして、 8月から

10月までの 3カ月間を月間といたしております。
この間本会といたしましては、 ここに記載の

通りポスター、その他しおり等を配布をしまし

た。
このキャンペーン活動の実施状況につきまし

ては、 22ページから27ページに記載してありま

す。 この間各支部の支部長さんを中心に、 監察

担当の先生方のご尽力に対しまして、 活発な活

動していただきましたことを厚くお礼を申し上

げたいと思います。

次の監察担当者会議でございますが、 これも

10月に予定しておりましたが先程の経過がござ

いまして、 1カ月伸びまして11月 10日に各支部

からそれぞれ運動の結果について、 あるいは新

年度に向けての会合をもち、 大変有意義な会議

で終わらさせていただきました。

次に官公庁並びに他士業とのことでございま

すが、 これ ついても記載の通りでございます。
特に 2番目の商工団体連合会との会合につきま

しては、 11月11日に相手方の会長さん、 事務局

長さんのご出席をいただき、 違反防止について

協力方要請をいたしております。
次に調査活動の評価ですけれども、 これにつ

いては昨年度は該当事項はございませんでした。
違反事案の処理ですが、 これも告訴、 告発ま

でにいく事件はございませんでしたけれども、
二つほどありました。
一つにつきましては、 旭川支部の会員の先生

から通報を受けたわけですが、 昨年、 一昨年も
出ております建設業関係業務の監察の強化をす
るということで、 本会でも調査いたしましたけ

れども、 留守番の女性しかいなくて本人に逢え
ることが出来ませんでした。
従って各支部長さん宛に、 注意をするよう文

書を回してあります。
2番目ですが、 市町村商工会の行政書士法の

違反行為ですが、 これも金道監察担当者会議の
席から今年は非常に多く、 6支部から出てまい
りました。 さっそく本会といたしましては、 北

海道商工会連合会の方に連絡いたしまして、 12

月 9 日にお話し合いをもつことが出来ました。
さっそく文書を流していただきました。 これ

もそれぞれ各支部の方に連絡をしております。
6番目の各支部における違反例の対応等につ

いてはここに記載の通りでございま して、 約18

件ございましたけれども、 それぞれの支部で対
応していただきました。 なお、 現在調査中のも
のも 3 件ございます。

7番目の監察活動の反省点ということで、 こ
こに列挙してありますが、 集約いたしますと監
察活動というのは月間のみではなくてゞ 日常の
活動が必要であろうということが確認されまし
たo

最後になりますけれども、 昨年の総会に十勝
支部の瀬尾代議員から質問がございました、 民
主商工会との問題でございますけれども、 昨年
日行達総会に質問事項ということで申し入れを
しておりましたけれど、 日行達の方では要望と
いうことで受け取られました。

過日、 日行達の方に連絡したところ、 全国商
工連合会と交渉げもっということを回答いただ
きましたので、 ご報告を申し上げます。 以上で
す。

6. 車庫証明対策特別委員会委員長 車庫証明
特別委員会よりご報告申し上げます。 お手元に
ありますように中央情勢についてはご存じの通

岬
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りでございます。
第 2番目の車庫証明対策事業の推進について

は具体的に申し上げます。
まず車庫対としては、 警察に対する問題、 デ

ィーラーに対する問題、 どのようなことを方針

として運動を展開 しているかということをとら

えて、 まず警察に対しては陳情をいたしました。
何とかして窓口規制をしていただきたいという

ことを強力にお願いしました。
それからディーラーに対しては、 車庫証明は

合意確認しているから本年度は今まできている

以上に出してもらいたいということを強く要請
しました。

それからその間において、 事業計画に基づい

ていろいろと皆さん方に協力をお願いしたわけ
でございます。

その 1 はキャンペーンをすること。 ディーフ

ー回りをすること。 そのようなことを具体的に

お願いしたわけですが、 結果としてはこの表に

ありますように非常にかんばしくない結果でご

ざいました。
しかしながら、 このことについては私達とし

ては倍増している、 培増とまではいかないけれ

ど増加しているという確信を得ているので、 こ

の際申し上げておきます。･

第 2の告発問題については、 前向の総会で決
められていることであり、 責任を感じてどうし

ても告発をやろうではないかということで、 14

支部のうち 1支部が出されております。 3 件で
ございます。
その 3 件について、 正 ･ 副会長さんにお出を

願って車庫対としては慎重審議をいたしました。
しかしながら、 ここに説明してあるようにいろ

いろと条件が揃わないので立件出来るか、 出来

ないかということでもめましたが、 本年度は出

来なかったということを申し上げておきたいと

思います。

それは何故かというと、 領収書や注文書だけ

ではなかなか立件出来るような状態ではない。
保完書類、 補充書類をなんとか協力してもらい

たいということで、 本総会には間に合いません

でした。

これは、 63年度に継続審議をして現在保留の

状態でございます。 以上でございます。
第 2号議案 昭和62年度一般会計収支決算

報告について

第 3号議案 昭和62年度特別会計収支決算

報告について

経理部担当 五十嵐副会長 皆様のお手元にも
ございますように、 昭和62年度一般会計収支決

算報告をさせていただきます。
以上総会議案別冊 1の報告書にもとづき要点

のみ報告した。

監 査 報 告

監事団を代表して私宮下が監査の結果につい
てご報告いたします。

昨年の総会で豊田春男氏と野坂房市氏と宮下
と監事に就任させていただきまして、 去年 1年
の監査についてご報告申し上げます。
当初我々 3人の監事の基本概念としては、 北

海道行政書士会の発展と会員の皆さんの地位の
向上というものを基本概念として監査事務に当
たろうと決めておりまして、 それにのっとりま

して監査事務をさせていただいたわけでござい

ます。

監査事務は、 10月に中間監査がございました。
3月に予備監査をいたしまして、 4月に決算監
査をさせていただきました。
監査の時に不明な点は、その場で解明してい

ただき、 さらにこちらで修正すべき事項につい

ては指摘いたしまして、 それぞれ修正されてお

ります。
次に監査報告書について、 本年は監査報告書

は別冊とか別紙を添付しないという方針で決め

ておりましたが、 製本の関係が昭和62年度収支

決算書の12ページに監査報告書が添付させてお

りますが、 これは本来議案の32ページに添付さ

れるように希望しておりましたのでそのむねご

了承の程をお願いいたします。
この報告書を読みあげます。
昭和62年度監査報告書 北海道行政書士会会

則第13条第 4項の規定により62年度における本
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会の財産及び会計並びに会務の執行状況につい
て監査 したところ、 正確に執行処理されており、
また収支決算書も関係諸帳簿等により突合した
ところ、 適正であることを認めます。

昭和63年 4月27日

監 事 豊 田 春 男

宮 下 豊
野 坂 房 市

これで監査報告を終わりますが、 監事団とし
て一応希望の所見を申し上げますが、 行政書士

法の改正についてはご承知のように、 連合会で
は努力をなさっているように先程の連合会長の
祝辞にも述べられておりましたが、 遅々として

あまり進んでいないようでございます。
車庫証明の問題については、 共存共栄とこち

らが打ち出しておりますが、 相手の方はその意
思はあまりないようにも見受けられる感もござ
います。

次に大型間接税の問題がございますが、 この
記帳の関係で、 年に 2回報告をして消費税を計
算するようになっています。
本来行政書士は間接税については、 行政書士

の業務であったように記憶しておりますが、 55

年の税理士法の改正によって大分分野が減った

というようなことも考えますと、 このまま大型

間接税に対する記帳や決算事務の業務は税理士

の専門業務になる可能性が非常に強いのではな
いかというような問題も起こるかと思います。
これが行政書士の仕事とすれば、 かなり行政

書士の仕事の分野は増えるということが考えら
れます。 こういう事態にありますので、 会員の

皆さんの融和と今後の益々一致団結ということ
をご希望いたしまして監査報告を終わらせてい
ただきます。

･

どうもありがとうございました。
以上で第 l号議案、 第 2号議案、 第 3号議案

及び監査報告を終り昼食のため議長は一時会議
を中止する旨を告げ休憩に入った時に午前l1時
54分であった。

※ 休憩時間中北海道議会議員 (本会顧問)
吉田英治殿よりの祝電披露があった。

祝 電

お集まりの皆様にご苦労様です。 街の弁護士

としての先生方の役割は一層重要になってきて
おります。 先生方のご健勝とご活躍をはかるに
お祈りいたします。 公務出張のため出席出来ず

申し訳ございません。
中華人民共和国 国竜河省にて

北海道議会 議員 吉 田 英 治
◎ 午後 0 時53分、 議長は休憩を解き、 休憩前

に引き続き会議を開会する旨を宣しあらかじ

め提出されてある質疑、 要望通告書に従い次

のとおり執行部担当常任理事が夫々答弁に入

っ た。

※ 質問通告要望に対する答弁要旨

第 1号議案 総務部関係

総務部長 加藤先生のご質問にお答えします。
退会者の取扱についてということで 3 点ござい

ますが、 会員が退会した場合、 会員証等の返還
について本会ではどのような方法をとっている

かということでございますが、 本会が負担して
おります会員証、 登録証、 会員の証と三つござ

いますが、 これらにつきましては返納していた

だくようにしております。
ただし、 現実の問題としまして亡くなられた

遺族の方、あるいは退会した人の中で記念品と

質問第 1 退会 (廃業) 者の取扱いについ

て

1 会員が退会した場合、 会員証

携帯用) 等の返還について本会ではどの
ような方法をとっているのか。

2 会員が購入した物 (看板等) について
はどうか。

3 現在会員が購入している物について、
今後が費用を負担して (入会金に加算す
るなど)、 会員に貸与することにして、
退会した場合、 返還を義務づけてはどう
かo

質問通告書提出者 代議員 加藤 博
(函館)
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して取っておきたいという方、 あるいは無くな

ってしまったということで紛失届けで処理して

いる部分も一部ございます。原則的には返納し

ていただくようにしております。

二つ目の会員が購入した物 (看板等) につい

てはどうかということですが、 これは取扱業務

を記載した掲示板であり、 例えば0 0 事務所、
○○行政書士事務所といった表示板だど思いま

す。 これにつきましては、.規則上は掲示の義務

はございますけれども、 大きさ、 材質等につい

ては規制がございません。
従いましてそれぞれの先生方が任意で作られ

ているのが現状でございます。 そういった任意

で作られた物件を、 一部は本会の方で物資斡旋

ということで斡旋をしておりますが、 これらの

個人で買った物件を返納させるということは、
実質的には退会された方にその物件を本会に郵送

料を支払って送り返せということにもなりかね

ないでしょう し、 そういった物件については、
全会員が全部等しく購入しているという現況で

はございませんので、 ご指摘のように会費等に

上乗せしてやるということは今のところ考えて

はおりません。
しかしながら、一部の先生方で退会された後

もそれらを掲示しているという話も聞きますの

で、 今後従来やっておりませんけれども、 退会
された方については看板等紛らわしいものにつ

いては、 必ず撤去していただくように文書をも

ってご忠告申し上げるということに致しており
ますのでご理解いただきたく思います。以上です。
議長 質問者加藤代議員よろしいですか。

続いて質問第 2、総務部長。

総務部長 2 項目の斉藤先生のご質問でござい
ます。 登録調査委員会は資料をどのように収集
して判断しているのかということでございます

が、 すでにご承知だと思いますが、 入会登録を
希望される方の資料は規則に基づきまして、 申
請書あるいは履歴書、 戸籍抄本、 行政書士とな
る資格を有する書面、 あるいは誓約書、 事務所
の使用権を証明する書類、 あるいは事務所の位
置図、 平面図、 外観の写真、事務所内の写真、
こういったものを全部整備して出すようになっ
ております。

調査委員会としましては、 これに基づいて進

達の適否を判断してやっております。 従いまし

てその過程において不備とかあるいは、異議が

あった場合は申請者に照会をして具備条件を完

備した上で日行達の方に進達しております。 と

いうことで理解していただきたいと思います。
3 番目に登録調査委員会に対するチェックは

万全かということでございますが、 調査委員会

は委員長高松先生以下、 上田先生、 宇野先生の

3名でございますが、 毎月 1回開催して実施し

ております。
総務としましてもその過程についてはわかり

ませんが、 進達文書の決裁の時点でどのように
処理されているかということをチェックしてお

ります。
なおこれらに関連しまして問題となるのは、

よからぬ人が加入することについて、 抑制につ

いてどうしたらよいかという問題があろうかと
思います。

これらについても履歴書、 誓約書あるいはそ

の他の資料だけで十分判断出来ないものについ
ては、 各支部長さんにもお願いすることで、 よ

からぬ人の加入抑制については努力したいと思
います。

先般も支部長会議の際にも、 そういういかが

わしき情報等がございましたならば会員の先生

から支部に、 あるいは支部から本会に、 また本
会でわかったことについては支部の方にとお互

いに連絡を密にし処理していきたいと考えてお

ります。 以上でございます。
議長 質問者 斉藤代議員。
斉藤代議員 (十勝支部) 私のお尋ねした部分で

質問第 2 登録事務の適正化と雇用行政書

士について

1 登録調査委員会は、 どのような資料を
どのように収集してどう判断しているのか。

2 雇用行政書士の定義は?
3 登録調査委員会に対するチェックは万
全か ?

質問通告書提出者 代議員 斉藤 英雄
(十勝)
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登録調査委員会のやっている内容等については、
存じあげているつもりでございます。

ただ問題なのは、 その過程において例えば支
部の方においてはその人間は不適切であるとい
う言い方は失礼かもしれませんが、 我々の行政
書士としての品位を欠く人間がいた時に、 今の
ところ道会の方へ登録申請の書類が上がってい
るわけですが、 その時に各支部に下げて ｢こう

いう人間から登録申請が出ているがどうなんだ
ろう｣ という確認のことは今までやっているの

でしょうか。

そしてもし、 今おっしゃられた書類が形式的
に具備されていれば多分進達をなさるのだろう
と思いますが、 意見書をつけて ｢この人間は不

適切です｣ という形の進達をなさっておられる
かどうか。

これは 2番目に書いてあります雇用行政書士
の定義とのかねあいもありまして、 再度お尋ね

いたします。

総務部長 実は実務的には退職された石川事務
局次長がやっておりましたが、 今ご質問ありま
したように今まで疑わしいものを支部の方に照

会したかということ、 それからそういうものに

ついて不適切であるという進達をしたかどうか

ということですが、 いずれもございません。
ただし、 疑わしいものについては本人の方に

申請書を受理した時点で ｢あなた杖こういうこ
となので、 これは登録を申請されても駄目です｣
ということで申請を取り下げた例は 2件程あっ
たように聞いております。
議長 斉藤代議員よろいしですか。
斉藤代議員 (十勝支部) 関連というよりは、 私
の希望している部分が明確に伝わっていないき

らいがありますので少しくどくなるかもしれま
せんが、 確認をいたします。
要するに、 例えば十勝に過去にあった例なの

ですが、 自家用自動車協会におりました行政書
士が退職いたしました。 その後に登録申請が出
された時に、 我々の支部の方からその人間は前
の退職した人間と同じような形で業務を始める
はずだからその辺を注意していただきたいとい

うことで、 これはまだ日行運で登録をやる前の
話ですが、 そういうことが過去にあったわけで
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ございます。 その場合に支部の方では駄目だと
言っているけれども、 形式要件具備でそのまま

登録をされてしまったわけです。
形式要件具備であっても、 我々のモラルを低

下させるというモラルのない人間を登録するこ

とについての拒否をすることが上のきちんとし

た形で進達をしてほしい、 そして登録調査委員
会でのチェックが万全かということは、 私の考

え過ぎなのかもしれませんが、 登録調査委員会
が 3人で合議して決めたけれども、 実際にはそ

ういう事実があったのを伏せた形で、 資料が添

付されない形で上の方へ上がっていく時に問題
があるのではないかという意味を含めてチェッ

クは万全かということをお尋ねしたのです。
議長 総務部長。
総務部長 今の斉藤先生のお話しですと、 規則

の改正前ということですけれども、 ご存じの通
り規則改正になったり、 背景は大きくは雇用行

政書士を排除しようと水際作戦で入れないとい
うのが大きなねらいでございます。
従いまして、 先程も登録の際にどういう書類

が必要なのかということを簡単に申し上げまし

たが、 変更登録の場合にでも必ず契約書、 事務

所の契約を証する書面、 あるいは外観の写真、
見取図、 平面図、 共同でやる場合でもそれの契

約書、 こういったものを全部具備するようにな

っておりますので恐らくこれから出ていくのに

ついては問題ありません。

札幌でもあったのです。 自動車会社の中に一

緒に設けるというものは事前に登録の時点でお

返しして趣旨を説明して ｢事務所が別の所にな

ければ駄目です｣ ということでお断りしており

ます。

ですから今後も自販連に務めて、 自販連の中

でやっていたという意味では扇用行政書士の問

題で別に取り上げますけれども、、登録の時点で

はそういうことは、 私達は万が一でもそういう

ことはないだろうかと思います。

ただし、 人間がやることですから完壁性はな

いにしても、 そういう場合にもし先生が言われ

たように支部からそういう情報があれば、 その

ように登録調査委員会、 あるいは総務、 あるい

は事務局の方で完壁は対応をしていきたいと考



えております。
議長 斉藤代議員
斉藤代議員 (十勝支部) まだ意思の疎通がうま
くいっていないようなので、 私の方でこうして

ほしいという部分の要望だけさせていただきま

す。

それは登録の申請が本会に上がった段階で、
絶対やってほしいのですが、 各支部にこういう

人間の登録申請がなされているけれども、 この

人間に問題はないかという形での問い合わせを
必ずやっていただきたいというのが一つです。

そうしてそういうことについて、 登録調査委

員会で協議された部分についての協議事項を、
添付して日行連の方へ登録の進達をしていただ
きたいという 2 点を要望いたします。
議長 質問の 3、 総務部長
第 1号議案 総務網綱紀委員会関係

質問第 3 北海道行政書士会会則第61条

(綱紀委員会の調査) について

最近、 行政書士を巡る話題がマスコミ等
で取り上げられているが、 綱紀委員会の活

性化について、 以下の提案と質問をしたい。
北海道行政書士会会則第6l条について

役員が全道に点在していること等で、 事
件の調査及びその継続が物理的、 経済的要

因により、 機能の満足がないのではないか
と思慮される。
加えて、 行政、 司法機関の中枢が、 札幌

を中心に在庁されている事を考慮すると、
委員会指導の下、 この方面の支部役員に協
力を願って第一次チェック機関を設け、 こ

とに下調べを依頼する方法を試みられては
如何がであろうか。
質問通告書提出者 代議員 早坂 翹弘

(札幌)

総務部長 早坂先生の質問にお答えします。 こ
のご指摘の通りであります。 こういう行政書士

としてあまり好ましくない先生方が最近マスコ
ミを騒がせております。

これにつきましては、 初動の迅速性、 確実性

を期するためには従来は綱紀委員会でやってい

たものを、所管が初動の調査について総務でや
るということで、 私自身の方でやることにして

おります。
その結果を会長に報告し、 会長が必要であれ

ば綱紀委員会に付託をするという格好でやって
おります。
まだ件数的には少ないのですが、これから無

いとい“う保証はございませんので、 今後こうい

った問題が発生した場合には、 やはり私の方で
は所属支部の先生方、 あるいは近傍の先生方の
応援を得まして迅速に確実にやって行きたいと
考えております。
ただしこれに伴う組織を作ってはどうかとい

うことについて、 現在のところは考えておりま

せん。 これで答弁にかえさせていただきます。
議長 早坂代議員よろしいですか。

それでは質問第 4 五十嵐副会長

五十嵐副会長 斉藤先生の滞納会費の回収につ
いての趣旨のご質問でございます。

まず第 1に会費滞納者に対する回収手続きの
ようなものはあるのかというご質問でございま

すが、 現在ございます。
これは会費滞納処分事務処理要領というもの

を、 62年 5 月 9 日の第 l回の理事会で決定して
おります。
昨年の決算にもございましたように、 未収入

済額 1,046 万、 1,7 20 円というふうに非常に
大きな滞納額が発生しております。

この原因になるものは、 いわゆる登録が日行

運に登録切替になりましたと同時にその時点で
みなし退会制度が出来なくなったわけです。

質問第 4 滞納会費の回収について
l 会費滞納者に対する回収手続基準のよ
うなものはあるか。

2 滞納会費の滞納期間は、 どうなってい
るか。

3 みなし退会制度が無い事が要因という
なら、 会則に規定を置くことを考えても
いいのではないか。

質問通告書提出者 代議員 斉藤 英雄
(十勝)
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従いまして、 その制度がなくなったための逐

次滞納会費というものが増えてきているという
ことで、 昭和62年度におきましては、 滞納処理
をいかにしてやるかということが経理部会、 並

びに理事会に諮りまして、 この手順といたしま

してはまず昨年は 9ケ月以上の滞納者を全部洗
い出しましてみたところ、 その中に既にみなし

退会制度の時代にみなし退会者として退会処分
を受けている者の額が残っておりました。

こういうことで昨年は、 順序といたしまして

納期後 1カ月以内に納入されない滞納者には、
必ず会費納入の催告書を発行して、 第 1期の会
費が納入されなくて、 第 2期の納入をする時に
も依然として納入されない場合は、 ｢あなたは

第 l期の未納会費がこれだけあります。 2期分
も納めて下さい。 ｣ という順序になっているわ

けです。
そしてさらに 6カ月を滞納した者に対しまし

ては、 滞納催告書を発行し、 支部長さんのど意

見も承りまして今度は次にその方に対する内容
証明の郵便物の発送をして、 ｢あなたはこうい
う理由によって会費の滞納があるし、 会員とし
ての資格要件が備わっていないのだ｣ というこ

とで、 素直に ｢廃業して下さい｣ という廃業の

勧告の手続きをします。
それでなおかつ住所が不明なものについては、

所轄の役所に行って住民票を取り寄せたり、あ

るには戸籍謄本を取り寄せたり、 手続きをして、
それからさらに進んで支払命令をかけるという

ことになりますと、その経費負担を秤にかけて

みて、 裁判所に呼び出しをして諸手続費用をみ

てどうしても費用がかさむ場合は、 それぞれの

基準に当てはめていって滞納処置をするという

ことになっているわけでございます。
お尋ねの第 1 については、 そういうような要

領で滞納処分要領によりまして手続きを進めて

おります。
2番目の滞納会費の滞納期間はどうなってい

るか、 3 番目のみなし退会制度がないことが要

因というなら会則に規定を置くことを考えても

いいのではないかということは、 2 と 3 が共通

いたしますので、 いわゆるみなし退会制度その

ものが昭和58年の日行達におきます行政書士法
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の改正によりましたその時点に、 自治省の方か

らいわゆるみなし退会制度というものは罰則に

当てはまるからということで、 削除されたわけ

です。

ですからそれぞれ退会におきましても、 みな

し退会制度による退会処分ということが出来な

いということが、 各単位会におきましても大き

な悩みになっておりますので、 それに基づいて

いつまでも不納欠損処分に該当するような滞納

額というものを沢山抱えていては、 健全財政の

維持がおぼつかなくなるということで、 先程決

算報告書の中でもご説明申し上げましたように、
62年度におきましては所定の手続きに基づきま

して、 会員に死亡により退会される方を含めま

して、 会員で34名の方の 160 万 5,0 50 円をとり

あえず処分したわけでございます。
なお、 詳細につきましては63年度の予算書の

中でも滞納の額がどういう状況になっているの

か、 会員と既に退会なされている方達の状況が

どういう状況になっているかを予算案の中でも

再度詳細に説明を申し上げたいと存じます。
以上でございます。 これで了解いただきます

ようにお願いします。
議長 斉藤代議員、 よろしいですか。
第 1号議案 業研部関係

議長 次、質問の第 5、 業研部長

業務研修部長 十勝の斉藤先生にお答えします。
1番につきましては、 結論から言いますと62年

度における対象人数が 103名、 受講数56名で56

% となっております。

質問第 5 業務研修の在り方について

1 昭和62年度の支部の新人会員研修の受

講者数と、受講対象新入会員数は ?

(受講率は ? )

2 業務研究会なる構想を打ち出してから

2 年を経過したが、支部において、 実施

されたことがあるか。
3 業務研究会を今後如何されるか伺いた

いo

質問通告書提出者 代議員 斉藤 英雄
(十勝)



ちなみにこれは行政書士会の研修等開催要領

以前における全道研修においては39 %、 その後

における61年度においては35 % となっておりま

す。

2 番目につきましては、 業務研究会について

はこれも開催要領の中の支部研修会の実施指針

という中に位置づけられまして、 2 については

一部の支部が実施されております。
割とついては、 同じく開催要領について支部

独自性の業務研修計画の中で業務研究会をより
良く実施されたくお願いいたします。

以上質問にお答えいたしました。
議長 斉藤代議員よろしいですか。
斉藤代議員 (十勝) 私の聞きした業務研究会に

ついての部分はさておきまして、 1 番目の新入

会員の問題なのですが、 強制という問題が考え

られないだろうかということがまず新入会員研

修の先程からモラル、 品位の向上という意味に

おきます皆のモラルをそういう形の新入会員研

修を道会の方で、 しかも強制でそれを受けない
と開業できないく らいの強い形の研修にしてい

ただけないだろうかというのが、 要望事項でも

掲げてありますのでその辺をご検討願いたいと

存じます。
ですから、 1番についてはこれで結構ですの

で要望しておきます。
2 番目と 3 番目の業務研究会については、 一

部のの支部で開催されたということですが、 私

が認識している業務研究会というのが間違って
いるのかもしれませんが、 ある業務について継

続的にその業務の内容を研究し、 我々の業務の

レベルを上げていくための研究会だと私は認識
していたわけです。
｢行政はっかいどう｣ に戴っておりました業務

研究会というのは、 日高と胆振でやられたこと
かと思いますが、 あのような形も一つの方かも

しれませんが、 もっと業務研究会という形で何

かを研究して、 そういうところで出来た資料等

を皆の方へ回せるような形の業務研究会という

ものをもっと制度化するような形で、 各地で沢

山出来るように本会の方で後押しをしてくれな
いかと思っての質問であります。
議長 業務部長。

質問第 7 自動車登録業務の推進について

自動車登録業務は、 車庫証明業務を含み

ながら、その誘致や拡大を図らなければな

らないが、交渉相手が自販連のみで、 業務

窓口である陸運事務所や行政書士法違反の

疑いがある自家用自動車協会と、 何ら交渉
していないのは、 何故か。
質問通告書提出者 代議員 熊谷 陽一

(宗谷)

質問第 6 車庫証明業務に関しての告発に

ついて

昨年の総会で決議されました告発の件は
その後どのような方向で進んでいるか。
質問通告書提出者 函館支部長

安保 幸雄

業務研修部長 これに関連しまして、 4号議案
でも出てくる問題ですので4 号議案で述べたい
と思います。
第 1号議案 車庫対関係

議長 それでは質問の第 6 車庫対委員長

車庫証明対策特別委員会委員長 安保先生にお

答えします。 昨年の総会で決議されました告発
の件は、 その後どのような方向で進んでいるの

かというご質問に対しましては、 先程少し申し

上げましたのですが、 総会の決議で全道的に告
発の資料を収集方いわゆる資料というのは注文

書、 領収書等の収集を各支部に 1件から 3件お

願いした結果、 3件の提出があったので慎重審

議をしたところ、 立件告発のためには更に補充
書類が必要とされるので提出された支部にこの

ことを協力方お願いしている状況であります。
従って結論的には、 62年度は告発が出来ない

まま63年度に継続審議保留することになってお

ります。 以上でございます。
議長 安保支部長よろしいですか。
第 1号議案 車庫対関係

議長 続いて質問の 7です。 車庫対委員長

車庫証明対策特別委員会委員長 自動車登録業

務の推進について、 熊谷先生にお答え申し上げ
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ます。
このことは昭和62年度の事業を実施する中で、

道警本部、 自販連支部、 陸運支局、 中古販支部、
整備振興会連合会、 自家用協会、 陸運協会と合
わせて、 車庫証明登録に関する陳情要請を行い、
各支部については地区の実情によってこれらの
接触実施方をお願いしております。 以上です。
議長 熊谷代議員、 再質問
熊谷代議員 (宗谷) 宗谷支部の熊谷です。

陳情ということなんですが、 警察署にも陳情
ということを言われていたのですが、 その陳情

の内容について質問したいと思います。
どこまで陳情が進んでいるのかということと、

登録業務で言いますと私の感想ですが、 今の段
階では登録は一切やれないという状態になって
いると思います。
特に私は稚内ですから、 地方ですので管轄は

旭川陸運事務所ですが、 稚内においては自動車
税、 自動車取得税に関しても窓口はありません。
その自動車税の窓口は自家用協会に出張所があ
りま して、 そこでしか受け付けられないという

状態です。
取得税に関しては、 自販連が取得税の代行を

行っているという状態で、 そこでしか取得税も

納められないという状態です。
そういうようにがんじ絡めになっている状態

で稚内にどのようにして登録をやれというのか

ということになりますと、 かなり大変な問題な
わけです。

諸官庁といいましても、 車庫証明から登録ま

で連続して業務をすることになりますと、 全部
引っ掛かってくるわけです。
例えば稚内市役所の窓口、 税務課、 警察署の

窓口、 支庁の道税関係の窓口、 陸運事務所等が

あるわけですが、 申請書さえ陸運事務所から貰
えないという状態なのです。
自家用協会から買ってこなければ登録出来な

いという状態になっています。
そういうことを含めて、 陳情は良いのですが

その陳情がどこまで進んでいるのかということ

をお聞きしたいと思います。
議長 車庫対委員長
車庫証明対策特別委員会委員長 最初のどうい

う陳情の内容であるかということについて申し

上げます。
何年来車庫証明の問題についてはお願いして

きたのであるけれども、 自販連側は頑として受
け付けていない。 現実に受注されていない、 合

意確認に基づいてやらないということについて

強力なる指導取り締まりをお願いしたいという
内容でございますけれど、 そるしいですか。
付言をしておきますが、 道警察本部も警察署

も、 そんなことを言ったって駄目でないかと。
それで今度はシーズンに百って私達の方では窓
口規制をお願いしたい。 しかも自販連でやって
いる行為に対しては、 裏口申請であるからこれ

を除いてもらいたい。
現実に警察署では取り扱わないでほしいとい

うようなことも陳情の中に入っております。 書
面としては、 第 1回書面は強力なる指導取り締
まりをしておく。

結果としては、 ｢あなた方が強力取り締まり
をするよりも告発すればいいではないか。 ｣ と
どこの警察署でもそういうことでございます。
よろしいですか。
議長 熊谷代議員
熊谷代議員 (宗谷) 陳情は良いのですが、 いく
ら陳情しても駄目ではないかという気がしてい

ます。 実際に前から行動する行政書士というこ
とで言われているように、 窓口規制は行政書士
がやると、 そのくらい頑張らないと到底出来な
いのではないかと思います。
宗谷支部では、 稚内警察署が窓口規制をやっ

ておりますが、 それは行政書士が実際に違反だ
からやめてくれということで窓口で規制したの
です。 そういう行動を起こしてしつこくやった

結果がそういうふうになったわけですから、 陳

情陳情ということではなくて、 そういう結果を
いつまで待っててもどうしようもないと思いま

す。

僕は10年間自動車屋さんにおりましたから自
動車屋の内情をよく知っていますが、 行政書士
が本当にやる気でやらないと絶対駄目だという
ふうに思っています。 以上でございます。
議長 車庫対委員長
車庫証明対策特別委員会委員長 そのことを咋
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年度実施計画の中に取り入れまして、 委員会で

決められたことを皆さん方にお願いしたわけで

す。

陳情そのものは何回やっても駄目だと受け止

めておりません。 陳情しながらいろんなことで、
各支部の方々が出向いてお願いしていく。 これ

はディーラーも同じです。 そういうことで、 強

力に陳情しながらディーラーも受けていくとい

うことでお願いしてあるわけです。

それから今一つ登録関係のことについて、 車

税の問題、 あるいは取得税の問題。 これはどう

しようもございません。 私の方でこれをどうし

ようこうしようというわけにはまいらないので

はないでしょうか。
これは向こうの機構がそうなっているのだか

ら、 それに合わせて登録業務を実施する以外に

ありません。 登録業務が違反であれば、 登録業

務を告発する以外にないということでございま

すので、 よろしいでしょうか。

議案 1、 2号 総務部関係

議長 それでは質問 8、総務部長

総務部長け斉藤先生の総会答弁等の処理状況に

ついてということで、 質問の内容が昨年の総会

で前執行部が前向きに検討します。 計画中であ

ります等の答弁にて、その後の処理状況はどう

かということですが、これは今年も同じであり

ますけれども、 この総会が終わりましたら総会

資料を全部整理いたしまして、 この部分につい

ては総務所管、この部分については経理所管、
この部分については業務所管というふうに、 各

所掌別に問題点を部会におろします。
部会におろしましたものを部会で検討しまし

て、 その検討結果をもとに理事会、 あるいは常

任理事会、 必要により支部長会等に報告をして

事後の計画推進に資しております。
2つ目の処理状況は、 会員から要求ある時は

提示出来るような形で処理されております。 こ

れはお説の通りであります。 議事録等全部整理

してございます。会員の先生がどうしてもそれ

をご覧になりたいという時については、 施行規

則第14条 2項に従いまして閲覧申請をしていた

だければ、その整理状況はいつでもご覧になれ

るというわけだと思います。 以上でございます。
議長 斉藤代議員
斉藤代議員 (十勝) 処理状況について私がお尋

ねしました分はこの中には盛り込まれていない

わけなのですが、 実際問題として処理される時

に、 出来る出来ないという感覚的な形の処理を

やっていないかということをお尋ね したいわけ

なのです。

つまり、 これは社会情勢からはこうだ、 法律

の条文に照らしたらこういうのが実行出来る、
出来ないといった形の細かな資料を作成して、
そしてこれは出来る、 こういう条文に照らして

もっと先になるかもしれないけれど、 検討して

いかなければならない状況だという形の処理を

やっているかということなのです。

それは議事録の中で見れば、 少なくとも討議

をしたという形はあるかもしれません。 ですけ

れども、 裏にある我々が要望している検討しま

す。 あるいは計画 しますという部分について、
逐一私のくだらない質問に対してまでやる必要

はないかもしれないけれど、 それについてはく

だらない考えたならば、くだらないと考えたよ

うな形の処理を明確にしてほしいと思います。
ですから私の考えているのは、 できれば各部

会におろしているんだと言われた部分のものを

一つの形にして、 どういうところまで進んでい

るのか。

議事録を一つ一つ見ていかないようでは、 困

るのではないかということの一つの問題なので

す。 うやむやにして終わってしまっている部分

があっては困るということの意味においてこの

処理状況をきちんとしておいて下さいというお

願いしたいわけなのです。 よろしくお願いいた

します。

質問第 8 総会答弁の処理状況について

1 昨年の総会で前執行部が、 ｢前向きに

検討します｣、 ｢計画中であります｣ 等

の答弁につきその処理状況は ?

2 処理状況は、会員から要求有るときは

提示出来るような形で処理されているか

質問通告書提出者 代議員 斉藤 英雄
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議長 総務部長
総務部長 わかりました。 当然私共も法律上の

問題、 あるいはそれが財政的にどのように影響

を及ぼすかというようなことを総合的に考えて

やっております。
例えば、 昨年まで支部に上げてくれという問

題についても総務 ･経理の方で合同部会で財政

的に詰めてございますし、 その他の総会につい

て ｢たまに函館でやってはどうだろうか。 旭川

でやってはどうだろうか｣ という問題も提起ご

ざいましたが、 これが財政的にどれだけかかる
か。 代議員が一人ここから行った場合に、 日当、
旅費、 宿泊料等総合的に 150万円かかる、 200
万円上積みになる。 これでは果たして会員のた

めに役員としてやることであるか、 財政上問題
があるということまで詰めてやっております。
またこれからもやるように努力いたしますの

でそのようにご理解いただきたいと思います。
議長 斉藤代議員よろしいですか。
第 1号議案 総務部関係要望

議長 続いて要望事項に入りますが、 要望

第一、 総務部長

総務部長 滝沢先生のご提案について、 まった

くその通りであります。
私共何かといいますと、 従来は反対のための

反対とすることではなくて、 この主旨を踏まえ

て、 今度わたしも日行運へ行って参りますので、
これを十分日行連の方に要望してこれから対応
していきたいと考えております。
議長 滝沢代議員よろしいですか。 はい、 続い

要望第 2について。 車庫対委員長。
第 1号議案 車庫対関係要望

車庫証明対策特別委員会委員長 車庫証明手続

きの O A 化について申し上げます。 このことは

まだ新聞情報の範囲内のことでありまして、 日

行連よりの評報を受けてはおりません。 新聞の
見た限りの内容としては、 車庫証明の簡素化と
違反防止のために警察署が予算化して調査の段
階のようですので、 ご承知ください。

第 1号議案 総務綱紀委員会関係
議長 続いて要望第 3、 綱紀委員長

要望第 3 綱紀委員会の廃止について

今般、 旭川での雇用保険助成金詐取事件
で逮捕された柏原純一会員は綱紀委員会で
諮問されることになったと聞いたが、 一方

では有力な本会会員 (函館支部所属、 元本

会副会長を務めた事もある某会員) は、 過

去数回にわたる刑事事件でも、 また、 つい
最近の事件の時にも綱紀委員会にかけられ
た事はなかったと問いている。 これは誠に

不思議で不愉快、 不公平な措置である。こ
のような委員会は、 行政書士の品位の保持
と名誉を守る為にも、 いっそのこと廃止し
全道民の信頼に応えるべきである。 以上要
望する。
要望通告書提出者 代議員 熊谷 陽一

(宗谷)

綱紀委員長 綱紀委員会の廃止についてという

ば

要望第 1 行政書士制度の独占資格の移行

臨革審 ｢公的規制のあり方に関する小委

員会｣ において、 資格制度の見直しが議題

となり、 その中で行政書士の制度が業務独

占資格から名称独占資格へ移行することを

目指す方向性で議論されたと承っておりま

すが、 これらの動向に対し毅然たる態度で

望まれることを要望します。 特にその際 ｢

行政書士の仕事がなくなる｣ ｢死活問題で

ある｣ という反対論ではなく ｢行政書士制

度の社会的役割、 社会的重要性｣ を基本的

理念、 運動の姿勢として活動していただき

たいと存じます。
要望通告書提出者 代議員 滝沢 俊行

(札幌)

要望第 2 車庫証明申請手続きのO A 化警

察庁は、 車庫証明申請手続きのO A (オ
フィス ･ オートメーション) 化に乗り出

すという話がありますが、 それらの情報
については即報をお願いする。

要望通告書提出者 代議員 上田 保雄
(札幌)
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ことで、 宗谷支部の熊谷先生にお答えいたしま

す。 廃止するしないにつきましては、 会長の方

か らお話をしていただくことにしまして、 新聞

紙上をにぎわした旭川で発生した札幌市南区の

柏原純一会員の件につきましては、 会長より綱

紀委員会に調査方の付託がございましたので、
綱紀委員会を開催して、 関係被害者官庁等につ

いて実態を調査し、 本人については拘留中でご

ざいまして面会その他は出来ませんので、 本人

からは直接調査はしておりません。
その結果を会長に報告して相当処分方をお願

いしてあります。 次にもうひとつは、 これも新

聞紙上をにぎわした函館支部の黒島会員のこと

だと思いますが、 この件につきましては、 61年

頃からずっと引き継いだ時点で逮捕され判決を

受けて控訴している状態であります。 その後、
その他のことで問題になった時に、 会長からの

付託がありまして、 綱紀委員会を開催して、 調

査員を選定し、 市役所関係その他関係につきま

して調査をし、 本人に対して、 その当時副会長

でございましたので、 副会長を辞任されたらど

うかというような意見をつけまして会長に報告

をしており、 会長の方では本人に勧告し本人は

副会長を辞めました。
その後、 その事件の捜査が進展し、市役所の

方からの告発も具体化したということで、 昨年

の12月本人は警察に逮捕されました。 逮捕され

た当時わたしは私用で函館におりましたので、
その状態を知りすぐ函館警察署に行きましたら、
もう拘置所に身柄を送られてまして、 本人に会

うことも出来ず、 勿論会わせてくれませんが、
警察の方でもいま検事の取り調べ中であるから

ということで、 詳しい事情は聞きませんでした

が、 飛行場の騒音防止法に対する不正を自供し

たということで、 逮捕されています。 その後公

判が開かれて、 懲役10ケ月執行猶予 5年という

ことでございましたけれど、 現在本人から控訴

中でございまして、 本人はわたしは正しいんだ

ということで否認しているようでございます。

このような経過を辿っておりまして、 この件

につきましては、 いまのところ刑事処分を待ち

まして、 綱紀委員会としては会長に報告をし会

長が知事に報告をするというようになろうかと

思います。 いずれにしましても、 柏原さんにし

ましても、 黒島さんにしましても、 その新聞に

山たとか、 そういう時点にそれぞれ会長の方か

ら知事の方に報告をしています。 この処分につ

いては知事の考え一つでありますのでどうなる

かわかりません。 以上でございます。

議長 会長。 熊谷先生の後段の方ですね。
会長 このような委員会は廃止すべきであると

いうご要望でございますが、 これは前段、 不公

平な不愉快な機能性のない委員会であれば、 当

然廃止すべきだというご意見のように承るわけ

ですが、 現在の会則57条で綱紀委員会の設置を

義務づけられております。 従いまして、 皆さん

が綱紀委員会がいらないというのであれば、 廃

止することも可能なわけでございますが、 この

意見の中身から言いますと、 不信感をお持ちの

ようで、 そういう不満をぶつけたように受け取

っておりますが、 公平にやっていることをご理

解いただいて後段の方も納得いただけるのでは

ないかと思います。

続いて十勝支部熊谷代議員から提出された企

画部に対する要望意見について、坂下企画部長

か答弁した。

要望第 4 年計報告書の是非について

毎年、 何らかの形で問題視されているが、
秘密保持の問題と活用性やその効果が定か

でない現況では、 条件が整うまで提出義務

を撤廃する事を望むものである。
(但し、 自己啓発の為、 従来通りの作成管

理する事は望ましい。 )

要望通告書提出者 代議員 熊谷 陽一

(宗谷)

企画部長 企画部長の坂下でございます。 実は

年計報告のとりまとめについては、 庶務の所管

でございますけれども、 この年計報告の分析と

か活用については企画部の所管であると考えて

熊谷代議員の年計報告の是非についてご要望事

項についてお答えしたいと思います。

ご要望の主旨は、 秘密保持に対する考え方は

どうなっているのかということと、 年計報告の

活用が定かでないと、 年計報告の活用をしてい
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ないということであるならば、 廃止したら良い

のではないかというご意見のようにご理解して

おります。 実は企画部と致しましては昨年度の
総会を終わりましてから、 年計報告の分析をし
てみたいということで、 事務局といろいろと話

合いをしながら年計報告のとりまとめについて
進めて参りましたが、 わたしの手元に年計報告
のトータルが届いたのは 4 月の始め頃でありま

す。

それを総会の間近でございますので、 大急ぎ

で合計数字だけをとりまとめしましたので、 合

計数字だけ申し上げます。 その前に年計報告の
分析というのは企画部において以前に昭和57年
度までの分が会報に出ております。 いまわたし
の手元にコピーしておりますのは、 昭和56年度

つまり61年度に比較すると 5年前の資料がコピ
ーして参っておりまして、 古い会員の方はご存

じかと思いますが、 経理、 運輸交通、 建設土木、
労務というふうに全体の会員の収入の割合がど
うなっているか、 専業の行政書士の取り扱いの
金額と兼業者の取り扱い金額はどうなっている
か、 いろいろな資料が 2 ページに渡っ出ており

まして、 これは大変参考になると、 このような

分析をずっと続けていきたいと思い、 昨年総会
の直後資料を求めたところが、 つい 4月の始め
頃企画部長の手元に届いたということになって

おります。 それによりますと、 昭和56年度の全

道会員の取り扱い総金額は19億 2千万円です。
こまかい金額は省略いたしました。

ところが昭和61年度になりますと24億 8 千万
円、 これは61年度のトータルでございます。 い

まは63年になっておりますから、 62年度の実績

は25億か26億く らいになるのではないかと考え

られます。 この増額した金額は 5年間で 5億 6
千万ですから、 毎年毎年行政書士の皆様方が働
いていらっしゃる金額は 1 億 1 千万くらいプラ

スになっております。 非常に喜ばしい数字が出
ております。
その中で特徴的なことが見受けられますのは、

この増額した金額は専業の行政書士が働いてい
るのか、 兼業の行政書士が働いているのかとい
いますと、 兼業の先生方の収入が56年のときは
9 億 5 千万円だったのですが、 61年度は 9億円
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と逆に 5 千万円マイナスになっておりまして、
行政書士専業の方が 6 億 1千万円として、 圧倒
的に行政書士の専業の方か稼ぎの基本になって
いることが伺われるわけでございます。 また、
毎年毎年総会のときに問題になっております車
庫証明関係、 運輸交通関係の収入は一体どうな
っているのかと申し上げますと、 56年のは 6 億

4 千万円、 その後 5年たった61年は 9億 6千万
円と運輸交通関係の総額が上がっております。
プラス 3億 2千万円と、 全体が増額したのが、
5 億 6 千万円ですから、 そのおおよそ57 %、 約

60 % 近い行政書士の収入の増額の中で運輸交通
で占める割合が57 % にもなっております。 車庫
証明関係運輸鮫通に関わる先生方が大変頑張っ
ていらっしゃるという数字が出ております。 こ

れにつきましては、 総会が終った後に企画部な
りの分析表を会報に載せていきたい、また62年
度の年言l̂報告もその後、 なるべく早くトータル

をして63年度中の会報に載せていきたいと考え
ております。

そこで問題になるのは日本現在、 62年度の年

計報告の提出率は53 % 前後でございます。 すで
に 3 月末日までに提出しなさいということにな

って い るの に、 2 ケ月経過した現在でも53 % し
かなっておりません。 61年度の年計報告の提出
率はこの事業報告の最後の参考資料に出ており
ますが、 91,6 % になっております。 これから

40% 程度の年計報告のとりまとめをするのに大
変な苦労が必要になってくるわけです。 昨年度
もわたしは札幌へ出てくるたびに事務局の担当
の石川さんにまだかまだかと申し上げたような
事情でありまして、 こういう年計報告の提出状
況では、 活用しなさいと言われても誠に活用が
出来ないというのが実情でございます。 本日ご
出席の代議員の先生方は各支部において指導的
立場で会員を指導しておられるわけですから、
是非とも年計報告は期限に正確に報告するよう
にご指導いただきたいと特に執行部からご要望
を申し上げたい。
年計報告に対する法律関係について申し上げ

ますと、 行政書士法の第 7条においては、 日本
行政書士連合会は行政書士が引き続き 2年以上
業務を行なわないときは、 その登録を抹消する
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ことが出来る。 85条で会員は毎年 1月から12月
の間に処理した事件は翌年 3月末までに規定で
定める様式により、 年計報告を提出しなければ
ならない。 その定めについて強調していただき

たいと考えております。
秘密保持の点についてはどうなっているかと

いうことについて申し上げますと、 一時年計報
告の個人のデータが外部に漏れているのではな
いかというご意見もございましたけれども、 現

在会長副会長、 常任執行部においても個人の年
計報告については閲覧をしておりません。 私共

の知りたいのは、合計のトータルの数字でござ

いますので、 トータルの数字になってしまえば、
個人の秘密に属さないということですので、 い

ろいろな角度から分析して、 会報などで参考資

料として、 提供申し上げたい。 是非年計報告の

正しい提出をしていただくようお願いしたいと

思います。

以上答弁を終り、 最後に年計報告は会則に規

定かありむしろ期限内に提出されるように要請
し、 有効に報告の活用を図りたい旨申し添えた。
議長は、 熊谷代議員の了解を促した後、 以上

で質疑応答を終り、 第 1号議案から第 3号議案

までの採決に入る旨を議場に諮った結果賛成異

議なしの声があり、 何れも原案各部報告のとお

り承認可決された。
続いて議長は、 第 2号議案昭和63年度事業計

画案。 昭和63年度一般会計収支予算案及び同特

別会計収支予算案を一括上程し執行部各部担当

常任理事が夫々提案理由の説明に入った。
議長 それでは執行部から得順に説明を求めます。
会長 第 4 号議案の各部の具体的な方針を説明

する前に、 私の方から63年度基本方針について

午前中冒頭のご挨拶でお話したように、 この三

つの柱を立てて、 方針としたものでございます。
行政書士の地位の向上、 会員の和と団結、 健全

財政の保持、 これは前年を踏襲するものでござ

います。 前年も同じく基本方針として三本の柱
を考えてございます。
中身として行政書士の地位の向上ということ

を特に強調するのは、私どもの会の性格、 目的
から言って当然のことでございます。 先程来お

話もありましたように、 新聞紙上を賑わすよう

な問題も出てくるというのは、 これは、 ある意

味では行政書士の社会的地位が向上してきたと

いう一面の証左でもあると思うのでございます。
あまり、 認められていないv 新聞には小さくし

か出ないと、 大きく出るようになったというの

は、社会的な地位というものが認められてきた

ということにもなろうかと思いますが、 これが

大きく出されることにより、 また、 マイナス面

も大きく響くわけでございまして、 品位の保持

ということ、 地位の向上を大いに図っていかな

ければならない。

そのためには私ども専門家としての専門分野

における研鑽を努めていくと同時に、 さらに社

会的ないろいろな活動等を適して、 行政書士を

認識していただく、そして経済的職域、 社会的

にもその効果を発揮していくということに努め

な ければならないと思います。 それには次の会

の和と団結というものが、 これは大きな絆にな

ってくるものと思います。 そ して、 お互いに仲

間意識を持って、 一般的に同業者間が反発する
ということになりがちでございますが、 我 、々
行政書士会は本当に皆さんの、 お手伝いをする

という基本姿勢に立って･ 皆さんに仕事の面も

手ほどきしてあげる、 或いは、 専門的な面にお

いてさらに研究もともにやっていこうと、 こう

いう考え方でお互いに和と団結を持って、 進ま

なければ、 これからの社会的ないろいろな立場

において、行政書士制度そのものが脅かされて

くるというようなことになり兼ねないわけであ

ります。 これも皆様方と団結をともにして戦っ
ていかなければならないと思います。
何といいましても、 健全財政でなければなら

ないわけでございまして、 これにつきましても、
前年も本当に経費節減、 或いは効率的な執行を

運用して参りまして、 余剰金を出して参ったよ

うな次第でありまして、 今後もそうした意味で

健全財政を保持していくために、 経理に努力し

ていきたいと、 こういう考え方を立てたわけで

ございます。

これに基づきまして各部で、 それぞれ事業計

画を検討した結果、 さらに支部長さんの意見等

を聞いたり、 理事会にかけて本日このような提

案をするにいたったわけでございます。 よろし

- 107 -



くご審議のほどお願いいたします。
議長 続いて総務部長

総務部長 63年度の総務の計画について、 ご説

明申し上げます。 前段でお話をしましたので、
項目だけについて、 さらに項目の中に考え方に

ついて若干触れさせていただきたいと思います。
昨年度と変わりましたことは、 一項目の会員の

品位の保持、 四番にあります、 他士業との情報

交換及び連携の保持であります。 特に一項目の

会員の保持につきましては、 さきほど先生方か

ら会員の品位の問題、 会長からもお話がござい

ますけれども、 これらにつきま しては、 登録時、
あるいは会報等あらゆる機会を通じて、 品位の

保持の P R に努めたいと思います。

なお、 雇用行政書士の疑いのあるものについ

ては、 その実態の把握をするとともに配慮に努

めたいということで、 大体の文書はできており

ますけれども、 この雇用行政書士の問題はさき

ほどからご議論がありますように、 言うは易く、
この辺は大変なのであります。 しかしながら、
これをいつまでも放置するわけにもいきません

ので、 従来は、 綱紀委員会がこの所掌に当って

おりましたが、 綱紀委員会からは雇用行政書士

の問題はないんではないか、 事後の問題は総務

でやってほしいということで、 それであれば、
総務の方で頂戴して少しでも努力をしてみよう

ということで、 63年度に計上したわけでござい

ます。 本来ならば、 各支部の方のご援助をいた

だいて、 十分にやってみたいと思うのですが、

初年でありますので、 実は私の腹構えの中には、
札幌を中心にして、 63年度何人か、 7 ~ 8人、
あるいは10人以内にそういう疑いのある人に来

ていただいて、 これは総務と、 私の出身の母体

であります札幌支部の役員の先生にご援助して

いただいて、 その実態を把握してみたい。 その

上で、 理事会、 支部長会等に報告して、 事後の

進展をいかにするかまたご相談を申し上げて

少しでも雇用行政書士の排除に努力してみたい

と思います。

大きいことを言いますけれども、 どの程度で
きるかわかりませんがやってみたいと思います。
ただ、 かって札幌では、 行政書士法第19条違反

で勝っております。判決をいただいた実績があ

一 108 -

りますので、 その実績をもとにあたってみたい

と孝えております。
四番目の他士業との情報交換及び連携の保持、

これにつきましては、 昨年税理士会さんの方か

ら話がありまして、 士族が過去ばらばらでは、
うまくないと、 少なくても同じ士族がおなじテ
ー ブルについていろいろな問題点、 あるいは情

報交換しようということで、 昨年一回実施して

おります。 その結果良いことだと、 話し合うこ
とはひじょうに良いので、 これを毎年継続しょ

うという話合いになっておりますので、 その日

もそれをやって、 さらに弁護士の先生方にも入

っていただけるように、 我々のをまず固めよう

ということになっておりますので、 63年度に計

画したわけでございます。
登録事務の適正化につきましては、 先程、 斎

藤先生からご指摘のとおり、 これについては変

更登録等を主体にこれらの水際作戦でしっかり
やっていきたいと考えております。 最後に会の

活動に対する傷害保険制度の継続でありますが、
これも昨年同様、 怪我のないように安全に会務

執行ができるように保険面で補償していきたい

と考えております。 以上で終わりたいと思いま

す。
五十嵐副会長 経理部から63年度の基本方針を

申し述べさせて,いただきます。
ただいま会長から、 本年度の方針、 全くその

とおりでございま して、 ことに掲げてございま

すように、 健全財政の確保、 後程予算案のとき

にも詳細に申し上げますが、 何と言いましても

収入の確保、 皆さんの会費を foo % にいくよう

に一層の協力をお願い申し上げたい。 それから

適正な経費の執行に努めて、 健全財政、 最終的

には適正な経費の執行を、 頭を使った経費の支

出を計っていきたいと思います。 それから会費

滞納者の回収に努め、 長期滞納者に対しては強

制執行をとると、 昨年は全部で、 昨年の処分者

は34名でございますが、 残りまだ88名の方がお

られるわけです。 これについては相当な決断が

必要になってくると思いますので、 長期滞納者

については、 飽までも強制執行の処置をとって

いき、 早くすっきりした形でこの滞納をなくし

ていきたいと考えております。
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2番目に交付金の増額でございますが、 これ

も数年来、 毎回の総会で交付金の見直し、 支部

からは特定の事務所を設け、 職員も採用出来な

いじゃないかと、 いろいろな要望がございまし

て、 経理部会、 並びに経理総務合同部会におき

ましても、 再々検討して参ったわけでございま

す。 しかし、 理在の支部交付金の支給要領が完

壁とは言えないけれども、 なかなか良く出来て

おり、 ひとつをいじれば、 こっちも見直 ししな

ければならないということで、 完全な皆様から

のご要望にお答えするためには、 それぞれの地

域性の格差もありますために、 なかなか大変で

はないかと、 とりあえず今年度は交付金の一番

最後に、 人当割、 一人当たり、 2,250 円という

のが、 頭割で計算しております。
それを63年度につきましては、 一人当たり 5

00円アップしていただき、 2,750 円の均等割の

アップを計ったということで、 各支部の皆さん

方におかれましてもV 財政については大変な時

期とは思いますが、 何とか本会の健全財政の継

持のためにご協力いただき、 一人当たりの 500

円アップの交付金、 その他これから各部におき

ましても、 いろいろご説明があると思いますが、

その中で一般交付金外でそれぞれの支部に適応

した内容の予算の配分も考えておりますので、
経理部としての一般交付金については 2,250 円

を 2 7 50 円に変更させていただき一人当たり 5

00円アップしたことで了解願いたいと思います。

以上です。
企画部長 企画部から申し上げます。 事業計画

として印刷されている部分は朗読を省略いたし

まして、 企画部としての事業の実施について、
基本的にはどんなコンセプトを持って望んでい

くつかについてお話を申し上げたいと思います。

会報につきましては、 会の執行部と会員間の情

報の交流であると。 もう一つは会の会務と各事

業の執行の有力な手段になっているという理解

をしておりまして、 個人的、 文芸的なものは会

報の中から外していくという考え方であります。
つまり、 内部の人が見ても外部の人が見ても好

ましい内容に折り込んでいきたいという考え方

で、 今年度は事例研究欄などを新設したいと考

え内容の充実をしたいという方針を持っていま

すo

専門的取扱業務について報告を受けておりま

すので、 そういう専門的な方々に企画部の方か

ら“あなたこういう点について書いてもらえま

せんか" というような要望が参りますので、 是

非とも事例研究欄などについては会員の皆様方

から多数の応募をいただけるように毎号を 2 ~

3出来れば載せていきたいと考えております。
次の対外広報でございますが、 行政書士はそ

れほど社会的地位が高いとは考えておりません。
したがいまして、 より市民に対する信頼と信用

を高めるためには、 対外広報を強化しなければ

らないということで、 昨年度は企画部の部会

を開くたびにこういう問題を審議して参りまし

て考えた対外広報についてどのようにしようか

ということでいろいろ検討いたしました。 テ レ

ビスポットをもう少し回数を増やそうかと、 新

聞広告の回数もも少し増やしてはどうかとか、
あるいは主要国道にロー ドサイ ンを設けてはど

うか、 あるいは税理士会のように電柱広告を全

道的に作ってはどうかというように、 いろいろ

なことを検討しましたが、 いろいろな問題もあ

りまして、 新年度はことに書いてありますよう

に、 各支部にl0万円づつの対外広告料を助成し

ようと、 札幌支部については15万円ということ

で、 各地域にあった独自性のある対外広報を展

開していただきたいと、 それについては基本的

な要領を作成したり、 支部長会などで検討した

上で実施していただきます。
また次のコマーシャルステージの募集でござ

いますけれども、 市民に対する新しい行政書士

のニーズを掘り起こすような呼び掛けの有効な

葉を集めてみたいと、 それを対外広報に活用

していきたいという考え方で、 予算を計上して

ございます。 計上してございます。
次に行政手続き無料相談でございますけれど

も、 事業報告の中で申し上げましたように、 行

政手続き無料相談というよりも行政書士の法律

実務相談といったような内容になっているよう

でございますので、 このタイ トルの是非につい

て、 もしこのままとするならばサブタイ トルに

適当な文書はないかという点について検討を進

めながら支部長会において、 この実施について
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は検討してみたいと考えております。また、 将
来対外広報は市民との対話であるという考え方
に立てば、 この無料相談事業は、 現在の何倍も
努力をしなければならないことだと思います。
弁護士会あたりは対外広報委員会を設置して

いる弁護士会もあります。 わたしの提案といた
しましては、 理事会にも申し上げたのでござい
ますが、 対外広報部を独立して企画部の持って
いる対外広報事業と開発部の持っている対外広
報事業を一括して、 年間 5 ~ 6百万の予算で対
外広報に力を入れてはどうかと理事会でお話を
しましたが、 理事全員寂として声がなかったと
いうことがございますけれども、 どうぞ会員の
皆様方からそういう対外広報に対する新しい考
え方を出していただくような雰囲気を作らなけ
れば、 行政書士の業務のニーズの開拓を図って
いけないのではないかと考えております。
そのような考え方で企画は新年度の事業を執

行して参りたいと思いますのでよろしくご理解
のほどお願いいたします。
議長 業研部長
業務研修部長 63年の業務研修の事業計画につ
いて述べていきます。 基本方針にありますよう
に、 行政書士の地位の向上を柱とする業研部と
致しましては、 昨年度に踏 をして支部の業務
研修会または、 研究会の推進を行なっていきた
いと思います。 その中にあって各支部長さんの

協力を得ながら、 新人会員の研修、 会員の品位
に関する項目は必修科目となっておりますので、
そのような実施計画を立てていただくべく本会

の方から要請するところでございます。
支部研修の助成基準の中にちょっと書き代え

ていただきたいのですが、 部外講師または助言
者、 その下に都内講師、 または助言者と入れて
いただきたいと思います。
次の 2の全道業務研修担当者会議の開催につ

いては、 これは業務の研修の指針を図るところ
の政策的な会議を旨といたしますので、 今年度
においても開催いたしたいと思います。 次に業

務資料の作成については、 ここに掲げられてい
るとおりでありますが、 かっこ 2 に樅ける、 日

行連における中央研修の情報をこういう形で会
員の皆様に支部をとおして、 実施していきたい

,思っております。 今回この業研といたしま し

ては、 4の専門者名簿の作成、 及び専門者の交
流については昨年の62年 9 月 26日において、 皆

様の本会の方から各皆様に業務の報告について
実施されましたけれども、 これについては今年
度において名簿の完成をするべく考えておりま
す。
併わせて専門者の交流については精通者の地

位向上を目指しまして、 専門者の交流の場とい
うことで、 今後一年間において実施していきた
いと思っております。なお、 専門部会において
は昨年の委嘱状が出ている関係上、 この体制の
中で、 専門部会の活動を実施していきたいと思

っております。 以上でございます。
議長 監察部長
監察部長 それでは監察部からご提案を申し上
げたいと思います。 まず、 一番目の監察強調月
間の設定でございますけれども、 これは昨年同
様 8月から 9月の 2ケ月間について実施をして
いきたいと思います。 変っているところは本年

度は警察署も回っていただきたいということで、
ここに警察署を加えてございます。 後程、 全道
監察担当者会議のことについても出てきますけ
れども、 その中でいろいろ話が出ておりますの
で、 各支部でそれぞれ工夫されまして、 活動を
展開していただきたいと存じます。
次に行政書士 1 10番の開設については昨年ま

では企画部にございましたけれども、 本年度か
ら監察部担当で、 1 10番を開設いたします。
次に 3番目の全道監察担当者会議の開催も昨

年は11月でしたけれども、 今年から10月中に開
催をしたいと思います。 4番目の官公署他士業
などの諸団体対策につきましては、 総務と連携
を保ちながら必要に応じて随時展開をしていく
ということでございます。 なお、 札幌支部さん
のように三土業間の協議会を持っている例もご
ざいます。 それぞれの支部におかれましても、
それぞれの土業との話し合いの場を持っていた
だければと思います。

5番目並びに 6番目については支部と本会と
連絡を密にしながら事案の処理をしていきたい
と、 このようなことでご提案を申し上げます。
以上です。

U(ご“““、.-〉(、“““““““““
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議長 車庫対委員長
車庫証明対策特別委員会委員長 まず車庫対委
員は、 このたび変ったわけでございます。 前年

度の総会におきまして変ったわけでございます。
しかしながら、 前年度の委員会を引き継いで、
62年度はいろいろな面で踏襲してきたわけでご

ざいますけれども、 今度は新しい車庫対として

実際に実施をしているわけでございますので

実施要項を少々変えました。 これは何故変えた

かと言いますと、 いままではデーラーを対象に

した実施要項でございましたが、 本年は新しい

ですから、 全部自動車業界ということで対応し

ていきます。

しかしながら、 官公庁、 あるいは陳情要請、
自販連の要請、 あるいは運動は前の通り実施し

ていきたいと思います。 それらは今度の委員会

で煮つめて実施するつもりでございます。 それ

から、 告発の件については継続してやる考えで

ございます。 特にわたしの申し上げたいことは

共存共栄が告発とどうなるのか、 お願いします、
お願いしますと言って告発していたのではどう

にもならないのではないかと。 わたしは決して

共存共栄とは相反するものではないということ

で確信しております。
現実は現在は少々ながら、 車庫証明もデーラ

ーからも自動車協会からもやっている人達はた

くさんきている勘定でございますb やっていな

い人はこれは来ていませんかもしれませんが、
そういうことでやっていきたいと思いますので

よろしくお願いいたします。
議長 続いて第 5号議案。 五十嵐副会長

五十嵐副会長 それでは昭和63年度の収支予算

案について皆さんに説明申し上げます。 第一ペ

ージにつきま しては、 1 から 7 までの、 それぞ

れの収入、 根源でございます。 それで、 1億 1

千 3百18万 8 千円。 このような収入予算を組ま

して、 一応一表総括表にとりまとめわけでござ

います。 それから、 2 ページの支出でございま

す。 1 から 7 までの玉 総務管理費以降 7まで

の予備費、 これを含めまして 1億 1千 3百18万

8 千円の予算の計上をしたわけでございます。
以下、 3 ページにわたりまして･ 若干補足説

明を申し上げますが、 ちょっと詳細にご説明さ

せていただきます。 まず、 本年度の会費総収入
総予算でございますが、 9,209 万 7 千円。 これ

を計上したわけでございます。
(1) 現年度分これは 8,665万 7千円、 説明書

にもございますように、 我々の年会費が一人当

たり6 q ooo 円でございますから、 1,553 名、4

月現在、 これに掛ける6 0,000 円 ということに

なると、 9,318 万円になるわけでございます。
従来から見ましても 100 % の達成は非常に至難

でございますので、 従来のある確実性の数宇を
把握いたしまして、 この93 % をとりまして、 8,
665万 7千円を計上したわけでございます。
その次ぎの(2) でございますが、 これにつき

ましては、 先程決算案で決算の承認を賜りまし

た現在の滞納金が、 現会員で 234名、 退会者 2

34名で 957 万 7千円、 それから退会者が20名、
88万 4千円。合計 254名でこの l,046 万 1 7 20

円という数字が構成されているわけでございま

す。 ただし、 L 046万 l千円の内訳は昭和62年

度ということは、 第 4,四半期の我々の所に請求

書が回って参ります。 第 4.四半期分昭和62年度

の当然 1月末までに62年の 3月に該当する第 4.
四半期分の会費のまだ未納額が、 642万 9千円

あるわけでございます。

それから、 滞納会費、 昭和61年以前の滞納分

が403万 2千円あるわけでございます。 その内

訳が退会者の20名の方が88万円で残りの方が現

会員で314 万 7千円ということで、 合計滞納分

が 403 万 2,420 円ということになるわけでござ

いますので、 先程申し上げましたように、 健全

財政の補充のために、 この61年度以前のこの20

名の88万 4 千円の、 すでに退会の方については

居所が不明だとか、 非常に病弱だとか、 支払い

能力がないとか、 こういうことがほぼ把握出来

ているわけでございますので、 滞納処理要綱に

基づいて所定の処分が出来るのではないかと存

じますが、 問題は現会員の新の昭和61年以前の

会費の 314 万 7千円をいかにして皆さま方のご

協力をいただき、 そして当該年度分とをいかに

して収入を図っていくかと、 これが非常に大き

な健全財政に貢献するかと存じます。この点を

よくお含みいただきまして、 1,046 万 l,720 円

に対して、 52 % の収入 544 万円を収入案として
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計上したわけでございます。
2番目についての入会金、 これは当然これだ

けの新入会員70名相当分の方の入会があるだろ
うと、 それから、 3番目の負担金並びに交付金
は、 この中に(1) 特別会計負担金は後程の特別
会計の方から管理費相当分をこの一般会計の方
に繰入れするわけでございますので、 ここで 1

18万 3千円を計上してございます。 以下道の補
助金に目行連からの交付金、 それから償還金で
ございますが、 本年度の償還金の予定額は、 2
36万 5千円を予定計上しております。
次に繰入金、 これは実は先程、 石川職員が退

職しましたので、 当然退職手当を支給しなけれ
ばだめでございますので、 退職積立金の方から
113万 4 千円をとりくずしして、 繰入金として
計上したわけでございます。 それから、 繰越金
は先程の収支決算でご承認を賜りました62年度
の繰越金、 946 万 7千円ございます。 雑収入30
万と、 以上収入総合計 1億 1,318 万 8千円を計
上したわけでございます。

それから支出でございますが、 第一に総務管
理費でございます。 今年度の支出総予算、 8 7
79万円でございます。 これは以下 1 から 9 まで

の交際費、 ここまでの合計でございまして、 特
に注釈を申し上げますのは、 (2)を支部交付金、
先程申し上げましたように、 本当に満足な数字
とは申し上げられませんけれども、 各支部に-
人当たり 5do 円、 これを増額して、 2,237 万 2

千円を計上したわけでございます。
それから負担金が若干増えてございますが、

これは先程総務部長からのお話もございました
ように、 各士業協“ とか、 今年度は日行連の
地方協議会もございますので、 ここで40万を計
上してございます。

それから、 経理部の方といたしましても、 滞
納整理対策としまして、 35万の予算を計上をし
てございます。 その次の事業通信費でございま
す。 これは皆さん、 とくと後程、 ご検討をいた
だき、 質問要望事項の中にもございますが、 こ
の説明書の中にもありますように、 このように
事業通信費として新たな項目に相なりますけれ
ども、 これを計上したわけでございます。
それから 員費、 これは質問事項の中にもご

ざいますし、 ここにございますように、 いま収

入の部で説明いたしましたように、 積立金を取
り崩し、 退職手当といたしまして、 l13万 4千
円を計上したわけでございますので、 前年度比
で若干増えております。 以下、 説明書を御覧い
ただければ、 特別注釈を必要としないんではな
かろうかと、 かように存じますので、 一応総務
管理費、 8 7 79万円を計上したわけでございま
す。

それから企画費につきましては、 847万 3千円
を計上しました。 これにつきましては、 ただい

ま企画部長の方からもお話がございましたよう
に、 わたしが先程一般交付金じゃなしに各部か
らの支部に還元できる要因も含まれていると申
し上げましたように、 特に企画部につきまして
は、 説明書の末尾の方にございますように、 支
部対外広報助成金 145万円、 これを新たに大き
く計上して、 それぞれ支部に配布するというこ
とでございます。
企画費といたしましては、 847 万 3千円、 こ

れを予算計上したわけでございます。
次の業務研修費、 705万 5千円、 これを計上

致しました。 これの主に大きなのは支部研修会
の助成、 285 万 3 千円、 それから先程来、 いろ
いろ申し上げておりましたように、 専門者名簿
の作成、 そしてこれの発送費並びに、 それに基
づいた専門者の交流費、 こういうものに重点を
おいていきたいということで、 業務研修費とい
たしましては、 総額で705万 5千円を計上した
わけでございます。
監察部費でございます。 予算額が 223万 7千

円を計上いたしました。 これは先程監察部長か
らのご説明の通りで一部従来企画部で行ってお
りました印刷費そのものが若干監察部の方に移
項して参った関係もございますので。
議長 すみません、 先程もいいましたが、 簡単
に言って下さい。
五十嵐副会長 それでは以下、 5、 6、 7、 こ

れについては特別説明はないと思いますので省
略させていただき、 収支共に 1億 1,318 万 8 千
円の63年度の予算をここに上程申し上げる次第
でございます。 次の特別会計でございますが、
御覧の通りでございますので、 収支共に 453万
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4千円の予算を計上致しました。 以上でござい

ます。
議長 以上で収支説明を終わりまして、 これか

ら質問並びに要望事項に入りますが、 先程以来

簡潔にという要望がございますので、 答弁も努

めて簡略化にお願いしたいと思います。
それでは執行部から自由にどうぞ。 はい会長。

会長 質問通告書の 2ページ目の 9番、 旭川支

部の永沼先生のご質問でございますが、 会員の

和と団結について、 質問の要旨がちょっとわた

くしのとり方が間違っているかもしれませんが、
特別委員会を設置して制度的にも検討する考え

はないか。 例えば 5章第 3条の 3項の削除など

ということでございますけれども、 37条 3項は

支部長は本会の役員と兼ねることは出来ないと

いう規定でございますので、 これから考えます

のには支部長を理事にするというような考え方

ともとれますし、 これについては、 わたしども

の考え方としましては特別委員会はなるべく作

らないという考え方にたっておりますというの

は、 それぞれ所管の部がございますので、例え

ばこの会員の和と団結につきましては、 所管部

の総務部とで担当することになります。
永沼先生の言われていることは、 本会役員と

支部会員との中で、 つながりがとぎれているの

ではないかと、 意思の疎通を欠いているのでは

ないかということを指摘されているのかなとも

考えられますので、 それであるならば、 例えば

札幌支部のように、 本会の副会長さん、 あるい

は理事の方が札幌支部の副支部長をなさったり、
理事をなさったりしております。これは一向抵

触しないわけでございます。
それから、 理事の方と支部長さんとの意思の

疎通を欠いている面もなきにしもあらずでござ

いまして、 あるいは支部でそういうことで兼任

していただければ、 流れが良くなるのではない
かと、 団結が保てるのではないかというように

考えられます。 そんなことで答弁になるか分り

ませんが、 以上で答弁にかえさせていただきま

す。

議長 永沼代議員よろしいですか。 次はlo番、

会長 健全財政の確保についてこれもわたしど

も基本方針として出している問題でございます

が、 役員手当て等を含めて制度、 会則、 役員の

ボランティア関係について特別委員会を設置し

て検討する考えはないかと、 こういうことでご

ざいますけれども、 これも基本的には総務経理

部の担当でございますので、 特別委員会を設置

するというところまで考えておりません。

特別委員会を設置するということについては、
やはり特別なものということで、 本会では車庫

証明特別委員会だけでございます。 そういうこ

とで、 それぞれ所管の部でやっていただくのを

原則としておりますので、 特別委員会を設置す

るということは考えていないわけでございます。

議長 はい、 永沼代議員再質問

永沼代議員 (旭川) 申しわけございません。
和と団結については、 何年来、 10年来くらいや

っているのではないかと思います。 健全財政に

ついても同じことをやっているので、 ここら辺

で、 全体を少し見直したらどうかという意味な

んです。

熊谷先生の宗谷支部の関係もあります。 普通

のこういう業界では第 5 条37条の 3 項というの

は普通は、 先程支部長がやっぱり副会長だとか

というようにスムーズになっていそうなんです

が、 そういうのも考えて欲しいと思っています。

それから、 宗谷支部の熊谷さんが、 年計報告書、
これは、 わたくしの調査、 誤りなら謝りたいの

質問第 9 会員の和と団結について

特別委員会でも設置して検討 (制度的に

も) する考えはないか。
例えば、 第 5車第37条の 3項の削除など。
- により再質問いたします。

質問通告書提出者 代議員 永沼 祐
(旭川)

質問第10 健全財政の確保

役員報酬なども含めて制度、 会則、 役員

のボランティア関係について特別委員会を

設置して検討する考えはないか。
質問通告書提出者 代議員 永沼 祐

(旭川)
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ですが、 会長に質問しておきますけれども、 わ

たしの調査では、 北海道会だけだと記憶してお
ります。 年計報告を会則で義務付けているのは。
そういうことで、 年計報告について実際間違っ

た報告であれば、 熊谷さんはわかりましたと言

ったのですが、 これは削除したほうが良いので

はないかと思います。

綱紀委員会についても単的に熊谷さんは言わ

なかったけれども、 弱い物いじめをする会であ
れば、 止めた方がいいと、 こういうことで質問

の内容が変っておりますが、 同じことを同じ人
が同じレベルでやっていたらだめですから、 特

別委員会を作って、 特別委員会は予算はいらな

い、 本当にボランティアでやるような人を、 好

きならやっていただいて、 したらどうかと思っ

ています。 もうひとつ、 十勝さんと反対なんで

すが、 年内には人件費その他が変ってきます。
、同じ士業でも社会保険労務士と行政書士を兼ね

ている人もおりますが、 いろいろ少なくて相当
効率にやって、 そういうようなのをひっくるめ

て予算は使わないで特別委員会を設置して、 も

う一度年計報告だとか、 綱紀委員だとかという

ものを検討したらどうかなということですが、
皆さんで検討していただけませんか。
議長 はい、 会長。

会長 先生のお考えは前にも本会でも支部長さ

んを本会の役員を兼ねることを出来るような方

向付けをしたらどうかと、 検討をしたことがあ
ります。 やはりそれぞれ性格が違うものです
ら、 支部長さんと本会の役員を兼ねるというこ
とにいろいろ問題があるわけです。
支部長に限り本会の役員は兼ねれない。 本会

の役員が副支部長であれば良いわけです。 そう
いうことがありますので、 和と団結ということ
についての、 先程総務部が所管と言いましたが、
今回業務研修部の方で専門者の交流会等もやる
ということで、 必ずしも総務部ばかりではなく、
業研部の方でもそういうことで、 お互いの交流
を図りながら、 これも一つの和と団結の一環に
なっていくのではないかと、 特にわたしどもの

会の性質からいきますと、 業務を通しお互いに
同業という絆の中で、 仕事を通したり、 研究の
場を通して結びつくということが大事な要件に
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なるのではないかということも考え合わせて、
今回は業研部ではそういう方途をとったわけで

あります。
年計報告については、 わたしの知っている範

囲で説明いたしますけれども、 全国的に年計報

告を取っていない方が多いので、 北海道だけと
いうことではございません。 これは連合会の方

の法改正等において、 他士業の法改正があった

ときに、 行政書士はどういう業務をやっている

のかというデータにもなりますので、 連合会と
しては必要だと、 とれるものならとっていただ

きたいという意向なんです。
それは会則でうたってないところもあるのは

事実でございます。
議長 永沼代議員よろしいですか。
永沼代議員 (旭川) やはりそういうのは真剣

に検討していただきたいと思うんです。 年計幸隈
告についても、 パーセントが上であれば、 本部

の言うことを聞くのではなく、 相当10万円や20

万円いることですから、 やはりカットした方が

良いのではないかと思います。 綱紀委員につい
ても、 弱い者いじめになるのでしたら止めた方

が良いと思います。 その費用があるのなら、 創
造的な業務発展のために使っていただきたいと
思います。 以上です。

綱紀委員長 ただいまの永沼先生の綱紀委員会
の弱い者いじめというようなことでございます

が、 熊谷先生の質問といいますか、 これを見ま、 、、、 フ

すと･ そういう意味も 心 たのかもしれま
せんo 蔓孑@

- 人は行政書士、 一人は副会長の職にあったの
ですから、 調査しないのではないかという考え

があったかもしれません。
これについては、 先程お話した通り、 何ら不

公平な状熊ではなく、 調査するところは厳密に
調査しておりますし、 特に総務の方でも事案が

あった場合は仲間ですから、 出来るだけ擁護し

てあげようと、 そして内部的に解決出来るもの

は解決していこうという基本的な姿勢のもとに、
総務の方でも調査している。
それに基づいてわたしども会長の付記を受け

調査しているわけで、 決してそういうことはご

ざいません。 公平にやっております。 その点ご

了解願いたいと思います。 以上です。

礎



第 4号議案葉研部関係

議長 続いて第=、 業研部長

業務研修部長 旭川支部の高橋先生のご質問に

お答え致します。 高橋先生のご質問のご主旨は
非常に結構だと思っております。 しかしながら、
現在これを実施する場合、 実際に事務局側で作
業することになり、 いまの現状の事務局の欠員
あった状態では、 物理的には無理だという面も
ありまして、 これは支部長会または隣接の支部

等を通しまして、 個別に業務資料の提供の申し

出の交渉をしていただきたいと思っております。
また業研の方で専門者交流ということ、 また、
専門者名簿の中の目的の中にも資料の提供とい
うこともありますので、 活用していただき、 そ
ういうことにより、 基本方針にある会員の和と
団結にもつながっていくのではないかと思いま

すので、 協力のほどお願いいたします。 以上で
す。
議長 高橋代議員よろしいですか。 関連質問。
日高支部長

日高支部長 いまの業務研修の問題の関連で質
問させていただきます。 昨年日高支部と苫小牧、
それから室蘭、 3支部の合同の研究会というこ

とで、 特に建設業の許可問題について行なった

わけですが、 残念ながら、 この助成の対象に全

くならないということです。 今年実は車庫証明

の問題と車の登録の問題で、 合同の研修会の方

なんですが、 3 支部でやりたいという話が出て、

いま煮つめている最中なんです。 そこで、 これ

は支部業務研修会ということで、 各支部に対

して補助されるわけですけれども、 いまのよう

な合同でやった場合の補助の道が全くないとい

う状況なわけです。 これをなんとか、 考慮願え

ないかということが、 わたしの関連質問の主旨

です。

もし、 合同でやった場合に、 補助の道がない

とすれば、 3支部が同じ日に支部の業務研修会

をやったというふうに位置づけて申請して補助

の対象にしてもらえるのかということも含めて

お考えを伺いたいと思います。 以上です。
議長 はい、 業研部長。
業務研修部長 日高の進藤支部長にお答えいた

したいと思います。 これは研修会の開催要領の

中に業務研究会という位置付けの中に、 助成す

るべく基本的になっておりますので、 主催した

支部において交付請求があった時には助成する

ことになっております。 それで助成されていた

かどうか、 いえ、 請求があったかどうかという

ことになりますが、 請求があった際には助成し

ております。
他の支部において助成しておりますので

上です。
議長 日高支部長いいですか。 それから高橋代
議員よろしいですか。 ありますか 再質問。
高橋代議員 (旭川) いま会長さんが言われた

ように、 確かに他支部間のいろいろな研修とか
80回くらい開催しているわけですが、 それなり
に会員のる□と団結を唱えるのであれば、 それな

りの会員の業務研修を図る上では、 支部で研修
会をやっていただけない場合もあるわけです。
そこら辺は本会の担当、 各企画機関があるわけ

ですから、 それなりに他支部の提携といいます
か、 本会の基本方針として検討していただきた
いと思います。
ただ、 各自が問い合わせをしていただくとい

うのはちょっと弱いのではないかと思います。
一応要望として、 お願いしたいと思います。 よ
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質問第11 業務研修部 3業務資料の作成

各支部で必要に応じて業務研修会を開催
しておりますが、 各支部の研修テーマの研
修資料等を本会において報告を受けておる
と思いますが、 行政書士の業務内容v 法律
の改正等があり、 業務資料等の調査にも各

自ですべてやることは大変だと思います。
各支部で作成された研修テーマの業務資料
を本会において資料のコピーサー ビスをし

て頂きたい。 費用は実費でもかまわないと
思います。

会報において各支部の研修テーマのみを
記載するだけでなく、 資料枚数、 送料等を
記載してほしい、 業務資料の作成等を大い
に期待しております。
質問通告書提出者 代議員 高橋 正利

(旭川)



るしくb

議長 業研部長

業務研修部長 担当部長としてお答えいたしま

す。 先程、 わたしが主旨を述べましたのですが、
この件については物理的な問題等の話でしたの

で部会の中でも検討はいたいたしいと思います。

しかし、 業務資料というのは、 各支部で行な

われていることについては、 各支部長間の中で、

交流するというのも和の中に入ってくるのでは

ないかと思いますので、 その辺を踏まえながら、

わが部の方においても検討材料にしたいと思い

ます。 以上です。
第 4 号議案車庫対関係

議長 続いて質問第12、 車庫対委員長

質問第12 車庫証明対策について

組織上の重要課題として、 運動を進めて

きた ｢車庫証明問題｣ は、 いまや重大な曲

面を迎えている。共存共栄とか企業努力と

いう事では、 この運動のテーマは解決しな

いことが、 歴史的に証明された、 といって

過言ではないと思う。 いまこそ、 執行部は、

本年度を天王山の問いと位置づけ、 不退転

の決意で、 強い指導力を発揮して会員の統

一と団結をはかり一挙に事を決する闘争方

針を示すべきであろう。
そこで

l 闘争の重要テーマである ｢法と職域｣

を守るために、 本年度の闘争目標を ｢警

察窓口の規制｣ にしぼり、 あらゆる戦法

(道議会請願 ･告発…等々) を駆使して、
その実現をはかるべきである。

･霰禾昌 ^ ^ をし一碗 " を2 車庫証明ハ名ゞ N…ト ノ訊 :｣

強化するとともに、 理事機関も一体と

って協力な闘争を推進すべきである。
3 一拠点方式を見直し、 全道 5乃至 7カ

所に拠点を拡大し、 執行部の請負闘争で

はなく、 全会員の統一と団結による闘争

体制を再構築すべきである。
4 地域における運動の拠点である車庫証

明センター組織の整備強化す とともに、

センター長会議を開催 (拠点単位も可)

して、 意識高揚と闘争体制の強化をはか

質問第12 車庫証明 鮮 について

組織上の重要課題として、 運動を進めて

きた ｢車庫証明問題｣ は、 いまや重大な曲

面を迎えている。共存共栄とか企業努力と

いう事では、 この運動のテーマは解決しな

いことが、 歴史的に証明された、 といって

過言ではないと思う。 いまこそ、 執行部は、

本年度を天王山の問いと位置づけ、 不退転

の決意で、 強い指導力を発揮して会員の統

一と団結をはかり一挙に事を決する闘争方

針を示すべきであろう。
そこで

l 闘争の重要テーマである ｢法と職域｣

を守るために、 本年度の闘争目標を ｢警

察窓口の規制｣ にしぼり、 あらゆる戦法

(道議会請願 ･告発…等々) を駆使して、
その実現をはかるべきである。

･霰禾昌 ^ ^ をし一碗 " を2 車庫証明ハ名ゞ N…ト ノ訊 :｣

強化するとともに、 理事機関も一体と

って協力な闘争を推進すべきである。
3 一拠点方式を見直し、 全道 5乃至 7カ

所に拠点を拡大し、 執行部の請負闘争で

はなく、 全会員の統一と団結による闘争

体制を再構築すべきである。
4 地域における運動の拠点である車庫証

明センター組織の整備強化す とともに、

センター長会議を開催 (拠点単位も可)

して、 意識高揚と闘争体制の強化をはか

るべきである。

以上について、 会長並びに車庫対委員長の、
ご所見を承りたい。
質問通告書提出者 代議員 藤田 文夫

車庫証明対策特別委員会委員長 車庫証明対策
について藤田先生に申し上げます。 内容はみな

さんご承知のことと思います。 この質問につい

ては全くわたしも同感であります。 執行部の闘

争ではなくて、 各支部、 地域の実績によって業

務の誘致拡大運動を展開するようお願いした次

第でございますが、 しかしながら、 成果は期待

通りではありませんが、 反面増加の支部もある

わけで、 われわれの努力の足りないのではない

か、 和戦両用で進めるべきであり、 いつでも告

発できる用意をすることこそが肝要であると提

言されている支部もあります。 ただいまご提案

の要旨を十分反映するよう努力いたします。
これらの目的を達成できるよう皆さんの絶大

なるご支援、 ご協力をお願いする次第でありま

す。 以上でございます。
議長 藤田代議員よろしいですか。 続いて13番。
第 5号議案経理部関係

五十嵐副会長 質問13番の項目についてお答え

いたします。 先程予算案の中でご説明申し上げ

ましたとおり今年度の職員費の中には、 退職手

当 113万 4千円が含まれておりますので、 これ

の財源措置は退職給与積立金からとりくずして

おりますので、 実質的には特別の大きなアップ

にはなっていません。 以上です。

質問第13 1 総務管理費中 【5)職員費につ

いて

単純に収入に対する職員費の割合は、 前

年度で 16,5 %、 本年度は 17.7 % で 1 % の

アップとなっているが、 この割合について

執行部ほどのように考えるか ? (本年度実

績16 % )

質問通告書提出者 代議員 川股 英慈

(旭川)
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議長 川股代議員

川股代議員 (旭川) 川股です。 ただいまのど

弁答をいただきまして、 先程から合理化と節約

で総務管理費の 500万円が節約できたというお

話でございます。 これは対会費収入としてみた

場合、 62年度 9,400 万円に対しまして、 退職金

130万円を除いても平年度に比較しますと上7

40万円としまして、 この比率が 18.5 %、 63年

度の予算案を見ますと 92 00万円の会費収入で

職員費が 2,013 万円、 21 8 %。 大体 3 ポイ ン

トほど上昇しております。これがこのまま続く

のであれば、 5年後10年後どういう対応をなさ

るのか、 わたしの記憶が間違いがなければ、 パ

ーキンソンの原則ですが、 予算会計を採用する

官公庁においては、 毎年事業量に関係なく人員

と予算が増大するということになっております。
我々会員も常識の中で、 事務局に対して協力

もいたしますし、 役員の皆様もそれぞれの分担

の中で事務局に対して助力をしていただきたい

と思う次第であります。二つばかりお答えして

いただきたいと思います。

五十嵐副会長 ただいまの件につきましては、

全体的に確かに、 いまお話のように増加してお

りますが、 健全財政の意義は何年来続いてきて

おりますので、 いったい健全財政というものを

財政の積立金というものは何を目的にして何を

目標にしているのかということでございますが、

これは基本的にはいますぐ、 あるいは来年、 再

来年会費の値上げというのは当然望めません。
おそらく会員の皆さんもご承知にはならないと

思います。

逐次、 この財政積立金は、 もしも万が一のこ

とがあった場合に、 一年分の支部の交付金相当

額、 今回につきまして 2,200 万円と大きな額

になりますが、 先程の財政調整積立金の現在高

は 1,700 万円で、 もう何とか 600 万円まで、 積

み立てしていきながら、 適正なる執行の運用を

図っていき、 費用の低減を図っていきたいとい

うことでご了解いただきたいと思います。 以上

です。
議長 川股代議員

川股代議員 (旭川) 退職金が積立金の中で処

理されていますが~ これは職員費の中で項目を

立てて退職金として表せないのかを聞きたいと

思います。
議長 五十嵐副会長

五十嵐副会長 これは収入の部を御覧いただき

ますと確かに給料手当の合計は、 今年度は昭和

63年度の予算は 1,851万円、 昭和62年度の実績

は 1660 万 7 千円です。 この差額は 190 万 7 千

円で、 そのうち l13 万 4 千円、 この 113 万 4 千

円を差し引きしますと、 実質職員費のアップ額

は金額にして76万 9 千円だけです。 ですから、
実質 4.6 % が職員費のベースアップを見ないで

道職員並の賃金アップということでご理解いた

だけると思います。
63年度におきまして、 1,851 万円の中には l

聡方 4千円の退職金が含まれておりますが、 こ

の財源措置は、 収入金の 5項目の繰入金の 113

万 4千円を退職金そのものだけを見ますと、 プ

ラス ･マイナスゼロになるのではないかと、 実

質的には職員費のアップ率は4.6 % となります

のでご了解いただきたいと思います。

斎藤代議員 (十勝) わたし、 滞納会費の処分

で先程驚きましたのは、 61年度の12月以前の会

費だと思うのですが、 314万 7千円もあるとい

うことなんです。

これについては、 これらの人は現在会員であ

るということなんです。 わたしの場合を例にと

りましても、 6 千円づつ払っていくのでしたら

可能ですが、 1万 5千円とまとまると払わなけ

ればならない、 月末に金がないということもあ

り得るのではないか、 それでは毎月とるという

ことも考えていいのではないか。 先程 9 ケ月先

にならないと内容証明を出さないという話のよ

うに受け取りましたが、 もっと短い期間で滞納

の回収処理をやってはいかがなものでしょうか。

議長 五十嵐副会長

五十嵐副会長 ご質問に、 お答え申し上げます。
滞納につきましては、 よく ご理解いただいたと

思いますが、 残念ながら、 昭和62年度分の 1月

未納期限、 これが 642 万 9千 300 円という額が

繰越分の中に入ってきています。 しかし、 これ

は 4月 l日から 5月20日現在の間に 642万 9千

300 円は 100 % とはいかなくても80 ~ 90 % は入

るのではないかと予定して考えておりましたが、
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残念ながら4月 l 日から 5 月20日現在までに l

98万 3 千円の振込しかないわけです。

そうすると62年度すらまだ450万円残ってお

ります。 ご心配いただきました現会員の 314万

7 千 725 円については、 経理の方針で本年

もっと更に強行な手段を講じていきながら、 滞

納会費の納入方に協力をいただくことを部会で

あらゆる経理部、 総務経理部の合同部会、 ある

いは理事会で、 これをいかようにして回収して

いくかを検討進めて参りたいと存じます。
できるだけ、 滞納処分を少なくしていって、

効率の良い回収を図っていきたいと思います。
こういう基本方針でおりますのでご理解いただ

きたいと思います。
斎藤代議員 (十勝) 要望ということでお聞き

ください。 3 月たって請求を起こすということ

ですが、 もっと早く迅速に支部の方へ下げるの

なら下げて、 早急に溜めないうちに回収の手続
きを取ってくださいということです。 それをや

れば、 310何万円、 いわゆる今年の分ではなく

て、 310 何万円というものが、 1 千万円あって、
その内の 310何万円が61年度分だというのです

よ、 そういうものが残っていること目休、 こう

いう組織として、 これが会社だったら大変だと

いうのは、 十勝支部の支部長さんも支部長会議

で言われたと思いますが、 そういうことを良く

考えて、 健全財政というのは何かを考えて運営
してほしいと思います。
もっと早く手を打ったら、 1万 5千円まとま

っているものが、 3 万円になる前に、 1 万 5 千

円の段階でやれば確実に入ってくるはずです。
3万円になったらその分が倍入りにくくなりま

す。 また 4万 5千円になれば、 もっと入りにく

くなりますよ。 そういうことを考えて下さいと

言っているのです。 よくその辺のことを考えて

早目に手を打っていただきたいと思います。
議長 副会長
五十嵐副会長 ただいまのご主旨、 本日お集ま

りの代議員の皆様もよくいまのご要望に対する
ご理解をいただいたと思います。 どうぞ支部に

も持ち帰りまして、 われわれもただいまのど提

言に対しまして、 一ケ月以上過ぎた者について
は、 この69条の手続きに基づきまして、 一ケ月

以上の一期を経過した者については、 二期目に

ついてはあなたの繰越分はこれだけ残っており

ますよと、 6 ヶ月を 9 ヶ月、 9ヶ月を待たずに

6 ヶ月くらいを早目に区切って、 腎促を進めて

いくという方法をただいまのご要望を良く踏ま

えまして進めて参りたいと思います。 有難うご

ざいます。

議長 続いて要望第 5

斎藤代議員 (十勝) 度々申しわけありません

が、 業研の方でお願いした分の業務研究会につ

いて、 業務研究会というのは、 我々の専門的な

業務について継続的に任意に支部で研究を進め

ていくということを想定されて業務研究の指導

指針を作られていると思います。 ところが、 2

年たったいま、 先程確認したのに間違いがない

ということですので、 日高と胆振の方でやられ

た業務研究会しかないということです。
もっと積極的に任意団体ですから、 お金を出

すわけにはいかないかもしれませんが、 もっと

積極的に何か方策をもっておられるのならご説

明をいただきたいと思います。

議長 はい、 業研部長

業務研修部長 要望第 9 で副会長よりご説明も

ありますが、 斎藤先生の要望と受け取ってよろ

しいかと思いますが、 いまの業務研究会は任意

であろうとも、 支部長の認定があれば助成の対

象となりますので、 拡大については支部長さん

と協議した上で実施していただきたいと思って

おります。

要望第 5 行政書士業務の P R について

行政書士業務のP R 活動は、 例年強調月

間を設定して実施しており、 一定期間の活

動であっても、 それなりの効果は上がると

思う。

今道内主要道路を車で走ると、 パチンコ、
病院等の巨大広告塔が目につくのでこれに
ヒントを得て考えて見た。

北海道の主要道路に数カ所、 行政書士の

広告塔を設置するような年次計画を樹てて
ほしい。 又情報化時代に備えて、 テレビコ

マーシャルの年間実施計画に向けて、 逐次

予算の増額をお願いしたい。
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要望通告書提出者 代議員 瀬尾 朝則
(十勝)

企画部長 行政書士のP R について、 十勝支部

瀬尾代議員さんからの要望事項について企画部

からお答えいたします。
ご要望の通りでございます。 ロー ドサイ ンに

ついては企画部の部会で検討しまして、 札幌の

業者に見積りましたら44万 5千円、 帯広の広告

業者に見積しましたら、 15万 8 千円ということ

ですが、 全道的に公平に本会主導型でやるとい

うことは、 土地所有者との関係、 維持管理の関

係、 撤去する場合の関係、 非常に困難があると

いうことで、 各支部に対する助成という形に変

ってきました。 本年度新しく初めましたP R 対

外広告費の助成を各支部で有効に活用させてい

ただきまして、 ご要望通りになろうかと思いま

す。 来年度は若干増額になるのではないかと期

待しております。 以上でございます。

輪

ー-峨

企画部長 1年程前から商工会議所の毎月発行

される商工帯広という会報に十勝支部では、 代

議員のご要望の通り実施しておりまして、 行政
書士のイメージアップ、 あるいは業務のニーズ

の開拓等に大変役に立っていると思いますので、
しばらくの間継続することが望ましいのではな

いかと感じております。
ところで各地区から幅広い原稿文をお願いし

たいということについては、 地元の商工会議所

の会報に掲載するわけですから、 地元の先生方

でそれぞれ寄稿されることがベターでないかと

考えます。 たとえば、 帯広の商工会議所の会報

に札幌の会員から寄稿されても、 なじみが簿い

のではないかなと考えますし、 逆に地元の行政

書士のイメージがダウンするのではないかと考

えられますので、 地元でご検討をいただければ

幸いだと思っております。
因みに帯広の商工会議所では会員が 4,500 名

ございまして、 毎月 5千部くらい各企業体に配

布されていると聞いております。
議長 瀬尾代議員要望第 5、 第 6再質問ござい

ますか。
瀬尾代議員 (十勝) 十勝支部の瀬尾でござい

ます。 1番目の行政書士のP R でございますが、
大きい広告塔の効果 皆さんご存じの通り、 車

で歩くと巨大な広告塔が目につきますが、 あれ

は何をやっているのかというのが一目瞭然わか

ります。 そういう意味で計画に入れなければ、
いつになっても計画が進まないと思いますので、

年次計画を立てなければ一向に進展しないとい

うことだと思います。
広告塔については一挙に北海道の主要道路に

数箇所立てるということは困難だろうと思いま

すが、 テレビのコマーシャルの効果は言うまで

もなく情報化時代に備えて、 コマーシャルの効

果は非常に大きいと考えております。 十勝では

一昨年からテレビのコマーシャル、 監察強調月

間の中で実施しておりますが、 何しろ予算が乏

しくてやりたいことがやれないわけです。本会

の予算書を見ましても全体の予算の監察活動費

は 2 %、 支部段階で見ますと約 9 %くらいしか、
監察活動にかける経費がないわけです。 業務の

開拓ですので、 もう少し監察活動に力を入れな

ければならないというのが信条でございます。

具体的に申し上げますと、 テレビのコマーシ

要望第 6 商工会に対する広報活動につい

て

市町村商工会は、 会員から要請があるか

もJと称して、 行政書士業務を取扱っており

ますが、 これが違反ですと忠告しても、 一

挙にこの仕事を取り戻すことは困難と思わ

れます。 そこで、 商工会に近づき、 親しみ

を持つには自ら商工会に入会することを考

えました。 そして、 行政書士はこのような

仕事をしておりますと言う趣旨の原稿を会

員から募り、 商工会報に掲載をはじめて 1

年半を経過しました。 原稿募集は 1カ月 l

回ですが、 商工会から催促されることさえ

あります。
地味な活動ですが、 ねばり強く続けるた

め、 各地域から幅広い原稿応募をお願いし

たい。 一稿 1,000 字程度です。

要望通告提出者 代議員 瀬尾 朝別
(十勝)
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ャルは、 現在 1 週間に 2回、 1回の度数がお秒、
字数にしますと 150文字を- ケ月に 8 回放送し

ますと、 約12万円かかります。これを年間計画

に流しますと、 100 万円かかるのですが、 その

半分の50万円くらいで出来るという話も広告社

との間で話をしてみましたが、 なかなか予算の

関係もありまして、 実施するのが困難でありま

すので、 逐次予算の増額をお願いしたいという

のが要望の一つでございます。
次に商工会の広報活動でございますが、 わた

しが何回か訪問活動を通じて商工会の考 方を

いろいろ伺いました。 目販速と違いまして商工

会は非常に紳士的でわたしたちの要望をよく聞

いてくれました。

この業務が違反だと言 ましても、 なかなか

一気にそれではよいですよと言うわけにはいき

ません。商工会の職員さんは会員から要請があ

って、 それを断るに断りきれなくて、 やらてい

るわけなので、 自ら会員になって会員間で、 業

務のやりとりをしてもらいたいというのが、 事

の始まりでございます。

そして一昨年の11月から行政書士はどんな仕

事しているかということを、 まず商工会の会報

通じて売り込みをしようというのが、 わたしの

狙いでございます。 一ケ月に一度の原稿の募集

は大変な苦労でございまして、 なかなか原稿が

集まらないので、 実はここに全道各地域から一

稿でもお願いしたいというのが、 わたしの考え

でございます。

先程企画部長さんか･らご説明がありましたけ

れども行政書士がどんな仕事をしているかとい

うことは十勝も札幌も同じなわけでございます。
例えば相続であるとか、 建設業であるとか、 具

体的な業務の内容をいろいろな角度から開設し

ますと、 一つのテーマでも何項にもなると思い

ます。これを継続するためには皆さんの協力を

得なければならないのですが、 一稿でも結構で

すので、 ご協力お願いしたいと思います。

第 4号議案 総務葉研部関係

議長 続いて要望第 7、総務部長

要望第 7 新入会員研修について

新人会員研修については、 昨年も要望し

たが、 品位保持の面から、 行政書士として

の心構え、 注意事項等を、 本 において直

接本人に対して説明し、 徹底すべきである。
場合によっては、 雇用行政書士とならな

い旨の誓約書を提出させることも必要と考

える。

要望通告書提出者 代議員 斎藤 英雄

総務部長 斎藤先生からの新人会員の研修につ

いての要望でございますが、 新人会員の研修に

ついては昨年も要望ありましたが、 品位の保持

の面から行政書士の心構えと注意事項等を本会

において直接本人に対して説明をし徹底すべき

である。 というのが、 一項目で、 二項目が、 雇

用行政書士とならない旨の誓約書を提出させて

はどうかの二つですが、 一項目の新人会員の研

修につきましては、 従来は本会の方で統一して

やっておりま したが、 その後支部でやった方が

ベターであるということで~ 北海道行政書士会

研修会等の開催要領を定めて、 支部で計画実施

するものの中に新人会員の研修ということで、
昨年 5月 9 日にできています。

従いま“してまだそういう移行後間もないので、

各支部でやった方がいいだろうということでや

られておりますので、 もう しばらくこの通りで

やっていただきたいと考えております。

行政書士等の心構え、 注意事項等を本会にお

いて直接本人にやらせるということにつきまし

ても、 提案がございましたので考えましたが、
そういうのであれば、 従来は本会の方で登録証、
会員証、 会員の証というのを遠隔地については
送っておりました。 札幌近くについては本人に

札幌の本会に来ていただいて、 本会の局長なり

次長なり、 わたしどもが行った際にその時間帯

に合わせてご本人と面談しまして、 いろいろな

話の中で、 ご注意ご協力下さいということでや

っておりましたが、 それが遠隔地域は個々に郵
送しておりました。
そうしますと支部長さんを知らない会員がた

くさん出てくるという問題も一つ出てきます。
従いまして、 これを持ち帰って総務の部会は組

織ですから検討させていただきたいと思います
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が~ 一案としまして、 示後の入会会員がそうし･

うことでした場合、 遠隔地の場合、 支部長さん

にお願いをして会員の人は支部長さんのところ

に会員証、 会員の証、 登録証を取りに行くと、
その際に支部長さんから所要のご指導をいただ

く。 そうすればいまよりいくらかいいのではな

いかと思います。 そのようにもう少し時間を下

さい。

雇用行政書士とならない旨の誓約書の問題で

すが、 誓約書をとってございます。 簡単に申し

上げますと、 行政書士の登録申請をしましたが

偽り、 その他不正の手段によるものではありま

せんと、 また行政書士法並びに関係法令、 及び

貴会会則を遵守いたします。こういうことで総

括的に雇用行政書士とはうたっていませんが、
これでご了承ねがいたいと思います。

議長 議長から要請申し上げますが、 先程来議

事進行で随分意見が出ております、 午後から2

時間半で会議が熟しておりますので休憩をとっ

ておりませんので、 答弁者も再質問者も簡略に

お願いいたします。

米倉副会長 先程斎藤代議員が今後の研究につ

いてどう考えているかについて一言簡単に述べ

させていただきます。一つは支部主催の方法が

あると思います。 この場合については、 講師だ

とか資料だとか、 要望を本会に上げてもらえば

検討する。 もう一つは本会で主催するというこ

とですが、 本会といたしましては、 専門者交流

の中で将来は継続的な研究の場を作っていきた

いと企画しておりますので、 よろしくお願いし

たいと思います。

議長 要望第 8、 総務部長

翁

席ではその伝達すら思うにまかせず、 まし

て政運に至っては全然無視すると云った状

態である。

本会は会員の増加を図るのみならず、 新

人者に対してはもう少し責任ある処置をと

られたく要望するものである。
要望通告書提出者 代議員 山崎 慎一

総務部長 要望第 8 山崎先生の質問について、
先程斎藤先生にお答えした内容と全く同じでご

ざいますので、 ご理解いただきたいと思います。

議長 業研部長
業務研修部長 担当の方からお話したいと思い

ます。 山崎先生の質問の中に10月14日に堀口支

部長さんの方から申請がありましたのを確認い

たしましたが、 対象者が 7名で 5名参加、 参加

率が71% になっておりますが、 残り 2名に関し

ても支部長さんを通して阿部総務部長から言わ

れましたが、 会員証を渡すときに更にご本人を

呼んで研修していただくよう支部長さんに努力

していただきたいと望んでおります。 以上です。
第 4号議案 業研部関係

議長 要望第 9、業研部長

米倉副会長 対話集会は研修会に合わせてやっ
ていただけないかということですか、 過去に対

話集会がございましたが、 形式的には数やった

のですが、 内容としては、それほど効果が上が

らなかったということで、 現在は考えないで別

な面で考えて、 その一つは業研部として各地区

に分かれている専門者の方々とお会いする機会

を多く作って、そのときに支部の研修会等に出

要望第 8 新人会員の研修を本部において

実施されたい

ところlo名近くの人員が居るにかかわらず

出席したのは僅か 2、 3名にしてその目的

を果すことが出来ぬ状態であり過去の 2年

間同様であった。

かかる状態で雇用行政書士の排除とか品

位の保持 いは行政書士法の内部規程以外

要望第 9 講師派遣について

支部研修会に併せて、 対話集会を実施し

てはどうか。

本会役員と支部会員が一同に会して、 対

話集会を開催することによって本会の動静

及び中央の情勢などについて直接コミュニ

ケーションの機会を設けてはどうか。
要望通告提出者 代議員 山崎 慎一

(十勝)
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席させていただいて、 いろいろお話を聞きたい

と考えております。
本会の役員ということは三役を指しておられ

るのか、 どの程度かわかりませんが、 前回の対

話集会につきましては三役、 常任理事さんまで
出席しておりました。 何か問題があれば事前に

情勢を知りたいということ、 上げていただけれ
ば誰が行っても答弁出来るようにやっていきた

いと考えておりますので、 よろしくお願いいた

します。

議長 山崎代議員再質問ありますか。 ございま
せんか。 はい、 了解。 要望第10。
第 5号議案 総務経理部関係

斎藤代議員 (十勝) この要望第10につきまし

ては、 全代議員の皆さんにて賛同いただきまし

て、 来年の予算措置の中において、 役員の報酬

というようなものを考えていただきたいと思い

ます。
今回のいまの状態でいきますと、 事業通信費

がそのまま承認されると思いますが、 このよう

な少額のもので実質的に役員の方々がやってお

られる会務の状況というものが、 賄いきれてい

ないのではないかとわたしは思慮いたします。
どうしてかと言いますと、 例えば、 人の前で話

するためには、 話をするための少なくても 3倍

の準備というものが必要なわけであります。
そうすると、 そのために役員の方々はボラン

ティアで自分の仕事をしないで会務を処理しな

ければならないという状況になると思います。
ですからもうそろそろ役員の方々にボランティ

アで仕事をやって下さいと、 我々 1,500 何名の

行政書士のために、 あなたがたは役員という名

前をあげるからボランティアで仕事をしろとい

うのは、 そろそろ止めにして役員報酬というも

のを ご賛同いただけないだろうかというのが、
わたしの皆さんに対しての要望でございます。
議長‐皆さんに対する要望ですから、 他に関連

質問ございませんか。 これで質問要望事項を全

部終わりました。
議長 お諮りをします。
第 4号議案昭和63年度事業計画について、 第

5号議案昭和63年度一般会計収支予算について、
第 6号議案昭和63年度特別会計収支予算につい

て、 表決をとります。 賛成の方挙手をお願いし

ます。 (挙手多数)

賛成多数、 よって第 4号議案、 第 5号議案、
第 6号議案は可決しました。 有難うございます。
(拍 手)

議案第 7号

議長 続いて第 7号議案に入ります。
役員の補充選任について。

札幌支部長 副議長を努めさせていただいてお

りますので、 この場で副議長を降りまして、 支

部長として発言をさせていただきます。 今回の

役員改選でございますが、 今回業務上の都合と

一身上、 健康上の都合ということで、 お二人の

理事の方が、 任期途中で辞任をなされました。
非常に残念でしたが、 お二人とも札幌支部か

ら出ている役員でございます。 つきましては、
だから札幌が補欠の役員を出せるということに

はならないことはよく存じておりますが、 その

ことを踏まえた上で、 この補欠選任の役員に関

して札幌支部の方からご推薦をさせていただき

たいと思う次第であります。 因みに、 われわれ

方の提案の中で推薦をさせていただきたいとい

う理事は当札幌支部の現在本会の車庫対策委員

長をやっておられます本間留四郎先生と、 当札

幌支部の経理部長をやっておられます本間幸雄

先生を本会の理事としてご推薦申し上げたいと

思います。これを提案させていただきます。
議長 ただいまの提案に対してご意見ございま

すか。
※このとき函館支部安保支部長から動議あり、

要望第10 役員はボランティアでよいか

(事業通信費に関連して)

役員の方々は、 日当 ･交通費で清算でき

ないくらいに、 会務の処理に多忙を極め、
日夜奔走頂いております。

ような科目で支出しても良いのではないか

と考え、 役員報酬の支出に賛同頂きたく提

案、 要望いたします。
要望通告書提出者 代議員 斎藤 英雄

(十勝)

- 122 -



鮮で@

議長これを認め安保支部長次のとおり発言した。
函館支部長 函館の安保です。 ただいまの札幌

支部長の提案はよくわかりました。 まず、 本会

において補欠選挙をすべきかどうかというのを
諮っていただきたいと思います。
それを終ってから推薦なり自薦なりしてほし

いと思います。

議長 ただいまの意見にたいして賛成の方おり

ますか。 なければ動議として取り上げられませ

んか、 賛成の声あり。
それでは、 執行部側から提案理由の説明を求

めます。 執行部どうぞ。
会長 会則第l5条第 2項の規定により理事 2名

の補欠選任を認めるものでございます。 よろし

くご審議のほどお願いいたします。
会長 l5条の 2項でございますが、 補欠または

増員により選任された役員の任期は他の役員の

残任期間と同一とする。
失礼いたしました。 これは第 2 頃となってい

ますが、 第 3項の誤りでございます。 ご訂正願

います。 第 3項目で、 役員が任期の満了または

辞任により退任した場合において、 当該役員の

定数を欠くに至ったときは、 当該役員は後任者

が就任するまで職務を行う。
会則の上では補欠選任に関する規定はありま

せん。 従いまして、 ここに掲げてあります15条

第 2項の規定ということは誤りでございます。
現在理事二人欠員を生じましたので、 補欠選任
として、 二人とも経理部の理事さんですので、

経理部が大変なんです。 とりあえず補欠選任を

お願いしなければ、 全体的な会務が運営できな

いということでございますので、 牧に 2 名の補

欠選任を求めるということでございます。
会則うんぬんということは消していただきま

して、 欠員を生じたので2名の補欠をお願いを

するということで理解願いたいと思います。

議長 規定にはありませんが、 運営上困ります

ので補欠選任を求めたいという意向でございま

す。 (異議なしの声あり) 異議なしの声があり

ました。

最初に戻りまして、 札幌支部長の提案の札幌

支部におまかせいただきたいというのはよろし

いですか。 異議なしですか。続いて人選に入り

ますが、 札幌支部一任いただきたいというのは

よろしいですか。 はい、 異議なしでず。

決定いたしました。 札幌支部から 2名の理事

を選出する。 それぞれは札幌支部長から人選に

ついて。
札幌支部長 提案についてご承認していただい

たと理解をいたしましたので、 先程申し上げた

通り補欠選の理事には、 札幌支部より本間留四

郎先生と、 本間幸雄先生をご推薦申し上げます。
議長 お認めいただけますか。 (拍手あり) 有

難うございます。
なお、 このほかに斉藤 (十勝) 代議員から役

員報酬の件にか ･わり代議員に対して賛否の問

いかけをしたことについて、 永沼 (旭川) 代議

員から特別委員会を設置し充分検討すべきであ

るとの意見があった。

議長 どちらも要望ということで受け止めてい

ただきたいと思います。 表決をとりません。 以

上で議案全部の審議を終わりました。 他にご意

見がなければ、 会議を閉じさせていただきたい。
函館支部長ですか。
函館支部長 本会の基本方針で地位の向上とい

うのがございます。 それに伴って品位という言

葉か相当出てきております。 その品位と地位の

向上というのが、 裏腹になっているのではない

かと思います。 わたし方函館支部におきまして

も地位の向上を目指す、 品位をどうするんだ、
品位はどこを基準にして品位になるんだという

大きな問題かあるわけです。
函館支部としてもいままで、 その件について

はいるいると検討しましたが、 結論は由ないわ

けです。 ですから、 お願いなんですか、 本会の

方で品位の向上、 品位というものを近いうちに

なんらかで発表してほしいと思います。 要望で

す。 以上です。
会長 ただいまの安保支部長さんの質問でござ

いますが、 わたしなりに文献その他ものの本に

よりまして、 今年の新年号の中で、 品位の保持

ということについての定義付けではないですけ

れども、 どういう考え方ということはわたくし

の新年の挨拶に中に書いたつもりでございます。
それを読んでいただければ、 ある程度ご理解い

ただけるかと思います。
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函館支部長 十分読ましてもらいました。 けれ

ども割り切れないものがかなりあるわけです。
従って新人会員から言われますが、 品位の保持

という言葉が、 どこに物差しをおいたらいいの

か、 というのか現実に函館支部としては、 いろ

いろな問題があるわけです。 そういうものから

よく読ませていただいたのですが、 割り切れな

いものがたくさんあるものですから、 これは要

望です。 何かあ･つたときにお知らせしていただ

ければよいと思います。 以上です。

議長 これで提案されました議案の採決に入る

旨を宣し、 第 4号議案、 第 5号議案、 第 6号義
‐について原案どうり承認されたい旨を議場に

　　 　 　
　　

　　諮った結果、 満場異議なく承認可決した。
議長 つたない議事運営でございましたが、 終

始報行部あるいは、 構成員の皆様のご協力とご

支援のもとに、 どうやら議長団として責を全う

することが出来ました。
大変ありがとうございました。 また今後の会

の発展のための種々の要望がございましたが、
1年間の会務執行に当り~ 皆様からの要望意見

を受けとめ前進いただきたいと念願し降壇させ

て戴きます。
最後に米倉副会長が閉会のことばを述べ本総

会の全日程を終了した。
時に午後 3時41分であった。

溌 こそべ 鬘
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- 事務局人事 -
< 事務局次長の欠員補充>

(退任) 石川卯佐吉さん

本会事務局次長として 7年間にわたり

総務、 経理を主として担当され、 本会の

発展に寄与されましたが、 4月30日付を

もって退職されました。

(就任) 加地 毅さん

7月21日付で石川前次長の後任として

就任されました。

昭和24年11月に道庁出納局に勤務され

主として会計部門を担当し、 留萌支庁会

計課長、 監査委員事務局及び出納局物品

管理課の課長補佐を歴任し、 このたび道

を退職されました。
本会の発展のため、 ご活躍されますこ

とを期待します。

ここ分謳董群生長囃そ25発行)1
会報編集担当者

鱒た製し発振蓬数壱裟排ありまし
記

1. 12 P 左側下から13行目、 答(1)アのイ

｢道路運送車両法に基づく自動車申請｣

に続く ｢づく自動車登録申請｣ までを削

除すること。
2. 表紙裏 2 P r行政書士倫理綱領の掲示

について｣ 掲げた倫理綱領は、 文字及び

項目の配置に誤りがありましたので、 全

面的に削除します。 この度、 会員の皆様

のもとに支部から配られたものが、 正し

いものです。

編集後記
◇÷村一品運動が提唱され、 全道 212 市町

村がそれぞれ開発に努力されていると聞

きます。 華々しい成功の話の陰で、 なかな

か結実しない町村も多いようです。 時間と

ひたむきな努力を傾注してさえ、 1 つのも

のを世に問えるまで育て上げるのは並たい

ていのことではないのだろうと思う。

先日、 チョ モラ ンマ (エ ベ レス ト山) に

登った日本山岳会の隊員の話を聞いた。 登

頂に成功するためには、 先ず、 その山の頂

きに立ちたいと強く願うことであるという。

願いが強くなければ、 途中の小さなアクシ

デントにも、 くじけてしまう。 いつでも登

りつめようと願い続けながら山に向かって

いなければ、 耐えられないのだろう。

成功の第 2の要因は、 綿密な準備にある

という。 起こりうるすべての状況を考え、

その対応に細心の注意が必要だ。 これを怠

ると命を失うこともある。
第29回定時総会が無事終了し、 いよいよ

新しい年度の活動が始まりました。 各部に

おいては、 何を願いどのように準備を進め

ているか、 拝ロと団結｣ の行政書士会たら

んと動き始めました。
◇行政はっかいどうは年々ボリュームが増

え、 本号より二人の会報編集委員に加わっ

ていただき、 心を新たにして会報作りを行

っていくこととなりました。 新編集委員に

は、 札幌支部理事の滝沢俊行先生と大森一

拡先生が加わりました。 これまでにない新

風を誌面のそこここに見い出すことができる

のではと期待しています。 このみち超ベテラ

ンの酒井理事、 口だけ達者な葛西と合わせ

て 4 人で、 がんばってきたいと思います。
会員の皆様のご支援とご協力をお願いし、

編集後記といたします。
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会費納入についてのお願い

昭和63年度第 2 期分 ( 7月 ~ 9 月) の会費納期限は 7月末日

となっております。 納期内に納入されますようお願いいた しま

す。

なお、 納期限を気にすることのない、 郵便貯金からの自動払

込みを採用 しておりますので是非利用 してください。 本会に通

帳の記号 ･番号を連絡いただきますと ｢自動払込利用申込書｣

を送付いた します。

･行政書鞏の記名鬮脚を励行しよう

･行檄書薑ネームプレ岫卜を着用しよう
饑 (

年計報告を早く出してください〃

政連の会費を納めましよう。“
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第29回定時総会スナップ

“ 新川 (魂 凄舞幌)副議長挨拶
元事務局石川次長に感謝状授与

代議員の質問に答える

本間車庫証明対策特別委員長

質問に立った斉藤代議員 (十勝) 質問に立った熊谷代議員 (宗谷)

代
議
員
の
質
問
に
答
え
る
阿
部
総
務
部
長



総会後初の
各部会開催風景

総 ℃ 務 部 会

経 理 部 会 企 画 部 会

鬘

業 務 研 修 部 会 … 監 察 部 会
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